
                               
山梨県工事技術的難易度評価実施要領 

 
（目 的） 
第１ 本要領は、「山梨県建設工事成績評定要領」（以下「評定要領」という。）第３第

二号の工事の技術的難易度の評価に関する事項を定めることにより、山梨県が所掌する
請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し工事に関する技術水準の向上に資するとと
もに、請負業者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。 

 
（対象工事） 
第２ 工事の技術的難易度の評価（以下「評価」という。）の対象とする工事は、評定要

領第２に規定された対象工事すべてとする。 
 
（評価の時期） 
第３ 評価の時期は、工事の完成時とする。 
 
（評価者） 
第４ 技術的難易度の評価を行う者（以下「評価者」という。）は、第二次評定者（担当

課長等）とする。 
 
（評価の方法） 
第５ 評価は、工事ごとに独立して、監督員及び工事検査員の意見を踏まえて、第二次評

定者が行うものとする。 
  ２ 工事完成時の評価は、工事施工において確認した事項に基づき的確かつ公正に実施し、

別記様式第1－1（土木工事）、別記様式第1－２（土木工事に係る電気通信設備工事）、
別記様式第1－3（建築）・1－4（設備）「工事技術的難易度評価表」に記録するものと
する。 

  ３ 前項の評価は、別紙1－1（土木工事）、別紙1－2（土木工事に係る電気通信設備工事）、
別紙1－3（営繕工事）難易度評価手順の方法により行うものとする。 

 
（評価結果の報告） 
第６ 評価者は、難易度評価をおこなったときは、工事技術的難易度評価表を評定表と共

に当該工事について所轄する所属（以下「所轄所属」という。）の長に提出するものと
する。 

 
（評価結果の通知） 
第７ 振興局公共事業部長等は、別添「山梨県建設工事成績通知実施要領」の定めるとこ

ろにより、当該工事の請負者に通知するものとする。 
 
附 則 
（1） この要領は平成14年4月1日から適用する。 
（2） この要領は平成19年4月1日から適用する。 



別紙１－１

工事技術的難易度評価手順（土木工事）

１．工事技術的難易度評価表「別記様式第１－１」の記入は、次の手順により行うものと

する。

手順１ 工事区分

工事区分は、評価対象工事に含まれる難易度の最も高い工事区分を記入する。

なお、技術的難易度に用いる工事区分は、別紙－２「工事・設備区分表」による。

手順２ 小項目の評価

各小項目の評価は、別紙３－１「工事技術的難易度評価の小項目別運用表（土木工

事 」の評価対象事項欄を基に、各小項目の評価をＡ、Ｂ、Ｃで行い、別記様式第１）

－１に記入する。

手順３ 大項目の評価

各大項目の評価は、手順２の各小項目ごとの評価結果から表－１の判定基準に基づ

き、大項目の評価をＡ、Ｂ、Ｃで行い、別記様式第１－１に記入する。

表－１ 大項目判定基準

大項目評価 小 項 目 評 価

Ａ 対象大項目に対する各小項目にＡ判定が１つ以上ある。

Ｂ 対象大項目に対応する各小項目評価にＢ判定が１つ以上あり、かつ、

Ａ判定がない。

Ｃ 対象大項目に対応する各小項目にＡ、若しくはＢ判定がない。

手順４ 工事の技術的難易度判定

工事の技術的難易度判定は、大項目の評価結果から表－２の判定基準に基づき、当

該対象工事の｢易、やや難、難｣の判定を行うものとする。

なお、難易度の判定を行う際に、別記様式第１－１に示される特別考慮要因が存在

する場合には、特別考慮要因のＡ、Ｂの判定も数に含めるものとする。

また、判定にあたっては、大項目の評価にＡ判定が１つあり、かつ、Ｂ判定が３個

以下の場合は「やや難」と判定することを標準とするが、Ａ判定項目の工事特性に鑑

み 「難」と判定してもよいものとする。、



表－２ 「易、やや難、難」判定基準

「易、やや難、難」 大 項 目 評 価

の 判 定

・大項目の評価にＡ判定が２つ以上ある。

・大項目の評価にＡ判定が１つあり、かつＢ判定が４個以上

難 ある。

・大項目の評価にＡ判定が１つあり、かつＢ判定が３個以下

の場合にも、工事特性により 「難」と判定してもよい。、

、 。やや難 ・大項目の評価にＢ判定が１つ以上あり かつＡ判定がない

・大項目の評価にＡ判定が１つ以上あり、かつＢ判定が３個

以下である。

易 ・大項目の評価にＡ若しくは、Ｂ判定項目がない。

手順５ 工事の技術的難易度の評価

工事の技術的難易度の評価は、手順４の判定結果から別紙４－１「工事区分別の技

術的難易度対応表 土木工事 の当該対象工事の工事区分に対応する工事難易度 Ⅰ（ ）」 「

～Ⅵ」の評価を行い、別記様式第１－１に記録する。

※小項目の評価を行う際は「小項目評価の運用（別紙５－１土木工事 」を参照とす）

る。



別紙１－２

工事技術的難易度評価手順（土木工事に係る電気通信設備工事）

１．工事技術的難易度評価表「別記様式第１－２」の記入は、次の手順により行うものと

する。

手順１ 設備区分

設備区分は、別紙４－２「設備区分別の技術的難易度対応表（土木工事に係る電気

通信設備工事 」の設備区分欄及び構造物分類等欄を基に、評価対象工事に含まれる）

難易度の最も高い設備区分及び構造物分類等を記入する。

なお、技術的難易度に用いる設備区分は、別紙－２「工事・設備区分表」による。

手順２ 小項目の評価

各小項目の評価は、別紙３－２「工事技術的難易度評価の小項目別運用表（土木工

事に係る電気通信設備工事 」の評価対象事項欄を基に、各小項目の評価をＡ、Ｂ、）

Ｃで行い、別記様式第１－２に記入する。

手順３ 大項目の評価

各大項目の評価は、手順２の各小項目ごとの評価結果から表１－２の判定基準に基

づき、大項目の評価をＡ、Ｂ、Ｃで行い、別記様式第１－２に記入する。

表１－２ 大項目判定基準

大項目評価 小 項 目 評 価

Ａ 対象大項目に対する各小項目にＡ判定が１つ以上ある。

Ｂ 対象大項目に対応する各小項目評価にＢ判定が１つ以上あり、かつ、

Ａ判定がない。

Ｃ 対象大項目に対応する各小項目にＡ、若しくはＢ判定がない。

手順４ 工事の技術的難易度判定

工事の技術的難易度判定は、大項目の評価結果から表２－２の判定基準に基づき、

当該対象工事の｢易、やや難、難｣の判定を行うものとする。

なお、難易度の判定を行う際に、別記様式第１－２に示される特別考慮要因が存在

する場合には、特別考慮要因のＡ、Ｂの判定も数に含めるものとする。



表２－２ 「易、やや難、難」判定基準

「易、やや難、難」 大 項 目 評 価

の 判 定

・大項目の評価にＡ判定が２つ以上ある。

・大項目の評価にＡ判定が１つあり、かつＢ判定が３個以上

難 ある。

・大項目の評価にＡ判定が１つあり、かつＢ判定が２個以下

の場合にも、工事特性により 「難」と判定してもよい。、

、 。やや難 ・大項目の評価にＡ判定がなく かつＢ判定が１個以上ある

・大項目の評価にＡ判定が１つ以上あり、かつＢ判定が２個

以下である。

易 ・大項目の評価にＡ、若しくはＢ判定項目がない。

・大項目の評価にＡ判定がなく、かつＢ判定が１個以上の場

合にも、工事特性により 「易」と判定してもよい。、

手順５ 工事の技術的難易度の評価

工事の技術的難易度の評価は、手順４の判定結果から別紙４－２「設備区分別の技

術的難易度対応表（土木工事に係る電気通信設備工事 」の当該対象工事の設備区分）

に対応する工事難易度「Ⅰ～Ⅵ」の評価を行い、別記様式第１－２に記録する。

※小項目の評価を行う際は「小項目評価の運用（別紙５－２土木工事に係る電気通信

設備工事 」を参照とする。）



別紙１－３

工事技術的難易度評価手順（営繕工事）

１．工事技術的難易度評価表「別記様式第１－３及び１－４」の記入は、次の手順により

行うものとする。

手順１ 建物機能

評価対象工事に含まれ最も工事難易度の高い建物機能で評価する。

なお、技術的難易度に用いる建物機能は、別紙４－３「建物機能表」による。

手順２ 小項目の評価

各小項目の評価は、別紙３－３及び３－４「工事技術的難易度評価の小項目別運用

表（建築）及び（設備 」の評価対象事項欄を基に、各小項目の評価をＡ、Ｂ、Ｃで）

行い、別記様式第１－３及び１－４に記入する。

なお、技術的難易度に用いる区分は、別紙－２「工事・設備区分表」による。

手順３ 大項目の評価

各大項目の評価は、手順２の各小項目ごとの評価結果から表１－３の判定基準に基

づき、大項目の評価をＡ、Ｂ、Ｃで行い、別記様式第１－３及び１－４に記入する。

表１－３ 大項目判定基準

大項目評価 小 項 目 評 価

Ａ 対象大項目に対する各小項目にＡ判定が１つ以上ある。

Ｂ 対象大項目に対応する各小項目評価にＢ判定が１つ以上あり、かつ、

Ａ判定がない。

Ｃ 対象大項目に対応する各小項目にＡ、若しくはＢ判定がない。

「 」 、 、 、特別考慮要因 とは新工法の採用 超大規模建物 大規模地震災害の緊急復旧等

とりわけ難度の高い条件の場合いう。

手順４ 工事の技術的難易度判定

工事の技術的難易度判定は、大項目の評価結果から表２－３の判定基準に基づき、

当該対象工事の｢易、やや難、難｣の判定を行うものとする。

なお、難易度の判定を行う際に、別記様式第１－３及び１－４に示される特別考慮

要因が存在する場合には、特別考慮要因のＡ、Ｂの判定も数に含めるものとする。



また、判定にあたっては、大項目の評価にＡ判定が１つあり、かつ、Ｂ判定が３個

以下の場合は「やや難」と判定することを標準とするが、Ａ判定項目の工事特性に鑑

み 「難」と判定してもよいものとする。、

表２－３ 「易、やや難、難」判定基準

「易、やや難、難」 大 項 目 評 価

の 判 定

・大項目の評価にＡ判定が２つ以上ある。

・大項目の評価にＡ判定が１つあり、かつＢ判定が４個以上

難 ある。

・大項目の評価にＡ判定が１つあり、かつＢ判定が３個以下

の場合にも、工事特性により 「難」と判定してもよい。、

、 。やや難 ・大項目の評価にＢ判定が１つ以上あり かつＡ判定がない

・大項目の評価にＡ判定が１つ以上あり、かつＢ判定が３個

以下である。

易 ・大項目の評価にＡ若しくは、Ｂ判定項目がない。

手順５ 工事の技術的難易度の評価

工事の技術的難易度の評価は、手順４の判定結果から別紙４－３「建物機能別技

術的難易度対応表」により評価を行い、工事難易度「Ⅰ～Ⅵ」を別記様式第１－３及

び１－４に記入する。

※小項目の評価を行う際は「小項目評価の運用（別紙５－３建築 （別紙５－４電気）、

設備 （別紙５－５機械設備 」を参照とする。）、 ）



別記様式第1-1 工事技術的難易度評価表（土木工事）

平成　　年　　月　　日作成
（所轄所属名）

入札契約方式 契約金額（最終）
工事名 工期（最終） ～
請負業者名

評価項目
大項目 評価 小項目 評価
１．構造物条件 ①規模

　 ②形状
　 ③その他

２．技術特性 ①工法等
②その他

３．自然条件 ①湧水・地下水
②軟弱地盤
③作業用道路・ヤード
④気象
⑤その他

４．社会条件 ①地中障害物
②近接施工
③騒音・振動
④水質汚濁
⑤作業用道路・ヤード
⑥現道作業
⑦その他

５．ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特性 ①他工区調整
②住民対応
③関係機関対応
④工程管理
⑤品質管理
⑥安全管理
⑦その他

６．特別考慮要因 －

工事区分 技術的難易度評価
「易、やや難、難」評価

※ 評価内容には、規模等具体の状況が数値で記入可能なものについては、極力具体的な記述を行う。

工事種別ｺｰﾄﾞ

評価内容



別記様式第1-２ 工事技術的難易度評価表（土木工事に係る電気通信設備工事）

平成　　年　　月　　日作成
（所轄所属名）

入札契約方式 契約金額（最終）
工事名 工期（最終） ～
請負業者名

評価項目
大項目 評価 小項目 評価
１．設備条件 ①設備種別

　 ②設備規模
　 ③その他

２．設備技術特性 ①設備仕様
②施工方法
③その他

３．設備設置条件 ①設置環境
②設置構造物
③その他

４．社会条件 ①地中障害物
②近接施工
③騒音・振動
④水質汚濁
⑤作業用道路・ヤード
⑥現道作業
⑦その他

５．ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特性 ①他工区調整
②住民対応
③関係機関対応
④工程管理
⑤品質管理
⑥安全管理
⑦その他

６．特別考慮要因 －

工事区分 技術的難易度評価
（構造物分類等） 「易、やや難、難」評価

※ 評価内容には、規模等具体の状況が数値で記入可能なものについては、極力具体的な記述を行う。

工事種別ｺｰﾄﾞ

評価内容



別記様式第1-3 工事技術的難易度評価表(建築）

平成　　年　　月　　日作成
（所轄所属名）

工事名 契約金額（最終）
請負業者名 工期（最終） ～

評価項目
大項目 評価 小項目 評価
１．建物条件 ①規模

②構造
　 ③形状
　 ④その他

２．技術特性 ①工法等
②その他

３．自然条件 ①支持地盤
②山留め・止水
③気象
④その他

４．社会条件 ①仮設条件
②地中障害物
③近接施工
④騒音・振動
⑤水質汚濁
⑥その他

５．ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特性 ①他工区調整
②住民対応
③関係機関対応
④工程管理
⑤品質管理
⑥安全管理
⑦その他

６．特別考慮要因 －

建物機能 技術的難易度評価
「易、やや難、難」評価

※ 評価内容には、規模等具体の状況が数値で記入可能なものについては、極力具体的な記述を行う。

評価内容



別記様式第1-4 工事技術的難易度評価表(設備）

平成　　年　　月　　日作成
（所轄所属名）

工事名 契約金額（最終）
請負業者名 工期（最終） ～

評価項目
大項目 評価 小項目 評価
１．設備ｼｽﾃﾑ ①システム種別
　種別特性※１ 　 ②システム規模

　 ③その他
２．技術特性 ①工法等

②その他
３．設備ｼｽﾃﾑ ①システム間複合度
　複合条件 ②システム複雑度

③その他
４．社会条件 ①仮設条件

②地中障害物
③近接施工
④騒音・振動
⑤水質汚濁
⑥その他

５．ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特性 ①他工区調整
②住民対応
③関係機関対応
④工程管理
⑤品質管理
⑥安全管理
⑦その他

６．特別考慮要因 －

建物機能 技術的難易度評価
「易、やや難、難」評価

※ 評価内容には、規模等具体の状況が数値で記入可能なものについては、極力具体的な記述を行う。
注）　※１：照明制御、火災報知設備方式、空調方式、給水方式について評価する。

評価内容



別紙－２ 工事・設備区分表

工種 事業分類 構造物分類 構造形式･工法分類 区分番号 工種 事業分類 構造物分類 構造形式･工法分類 区分番号

１．河川 1.1河川堤防 1010 ５．道路 5.6道路付属施設 5060
1.2河川護岸 1020 5.7切土工 5070
1.3床止め･床固め 1030 5.8盛土工 5080
1.4堰･水門 1040 5.9斜面安定･法面工 5090
1.5樋門･樋管 1050 5.10ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 5100
1.6水路ﾄﾝﾈﾙ 1.6.1山岳ﾄﾝﾈﾙ工法 1061 5.11擁壁工 5110

1.6.2ｼｰﾙﾄﾞ工法 1062 5.12排水工 5120
1.6.3推進工法 1063 5.13電線共同溝･CAB 5130
1.6.4開削工法 1064 5.14情報BOX 5140

1.7伏せ越し 1070 5.15ｼｪｯﾄﾞ 5150
1.8揚排水機場 1080 5.16道路維持管理 (補強･改築は含まない) 5160
1.9河川浚渫 1090 5.17林道開設 5170
1.10河川維持管理 (補強･改築は含まない) 1100 ６．公園 6.1基盤整備 6010

２．下水道 2.1管渠 2.1.1開削工法 2011 6.2植栽 6020
　 2.1.2推進工法 2012 6.3施設整備 6030
　 2.1.3ｼｰﾙﾄﾞ工法 2013 6.4ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備 6040
　 2.1.4ﾄﾝﾈﾙ工法 2014 6.5自然育成 6050
2.2ﾎﾟﾝﾌﾟ場・処理場 2.2.1土木構造物 2021 6.6公園維持管理 (補強･改築は含まない) 6060

３．砂防 3.1砂防ﾀﾞﾑ 3010 ７．農業農 7.1ほ場整備 7.1.1区画整理 7011
　・治山 3.2流路工 3020 　　村整備 7.1.2暗渠排水 7012
　・地滑り 3.3斜面対策 (地下水排除工、抑止杭工を含む） 3030 7.2畑地かんがい 7.2.1管路工 7021

3.4急傾斜地崩壊対策 3040 7.2.2ﾌｧｰﾑﾎﾟﾝﾄﾞ･機場 7022
3.5砂防維持管理 (補強･改築は含まない) 3050 7.2.3自動制御 7023
3.6治山ﾀﾞﾑ 3060 7.3ため池 7.3.1堤体 7031
3.7山腹工 3070 7.3.2維持管理 7032

４．ﾀﾞﾑ 4.1ﾀﾞﾑ 4.1.1重力式ﾀﾞﾑ工事 4011 7.4ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品水路 7040
(転流ﾄﾝﾈﾙは、５．道路－ 4.1.2ｱｰﾁ式ﾀﾞﾑ工事 4012 ８．その他 8.1その他 8010

5.1ﾄﾝﾈﾙで評価する。) 4.1.3ﾛｯｸﾌｨﾙﾀﾞﾑ工事 4013 ９．電気通 9.1河川電気通信設備 9.1.1河川本川、河川堤防、その他河川一般 9011
4.1.4ｱｰｽﾀﾞﾑ工事 4014 　　　信設備 9.1.2樋門･樋管、揚排水機場、堰 9012
4.1.5表面遮水壁ﾌｨﾙﾀﾞﾑ 4015 9.2砂防･地滑り電気通信設備 9.2.1砂防一般 9021
4.1.6複合ﾀﾞﾑ工事 4016 9.3ﾀﾞﾑ電気通信設備 9.3.1ﾀﾞﾑ周辺、その他ﾀﾞﾑ一般 9031
4.1.7ﾀﾞﾑ維持管理(補強･改築含まない) 4017 9.3.2堤体本体、湖水 9032

５．道路 5.1ﾄﾝﾈﾙ 5.1.1山岳ﾄﾝﾈﾙ工法 5011 9.4道路電気通信設備 9.4.1道路付属施設､情報BOX､ｼﾞｪｯﾄﾞ､維持管理､その他道路一般 9041
5.1.2ｼｰﾙﾄﾞ工法 5012 9.4.2ﾄﾝﾈﾙ､電線共同溝･CAB､地下駐車場､ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ､地下道 9042
5.1.3開削工法 5013 9.4.3橋梁、共同溝 9043
5.1.4沈埋工法 5014 9.5公園電気通信設備 9.5.1公園一般 9051

5.2共同溝 5.2.1ｼｰﾙﾄﾞ工法 5021 9.6下水道電気・機械設備 9.6.1電気設備 9061
5.2.2推進工法 5022 9.6.2機械設備 9062
5.2.3開削工法 5023 10．営繕 10.1建築 10.1.1簡易（倉庫、車庫等） 0011

5.3橋梁上部 5.3.1RC橋 5031 10.1.2一般（庁舎、研修施設等） 0012
5.3.2PC橋 5032 10.1.3特殊（美術館、研究施設等） 0013
5.3.3鋼橋 5033 10.2電気設備 10.2.1簡易（倉庫、車庫等） 0021
5.3.4床版工（鋼橋） 5034 10.2.2一般（庁舎、研修施設等） 0022

5.4橋梁下部 5.4.1RC橋脚･橋台 5041 10.2.3特殊（美術館、研究施設等） 0023
5.4.2鋼製橋脚･橋台 5042 10.3機械設備 10.3.1簡易（倉庫、車庫等） 0031
5.4.3合成構造橋脚･橋台 5043 10.3.2一般（庁舎、研修施設等） 0032

5.5舗装 5.5.1ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 5051 10.3.3特殊（美術館、研究施設等） 0033
5.5.2ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 5052
5.5.3ﾌﾞﾛｯｸ舗装 5053

土木
工事
に係
る電
気通
信設
備工
事
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工事

土木
工事

土木
工事



別紙3-1 工事難易度評価の小項目別運用表（土木工事）

大項目 小項目 評価対象事項（代表的事項等）
１．構造物条件 ①規模 対象構造物の高さ、延長、施工（断）面積、施工深度等の規模

②形状 対象構造物の形状の複雑さ（土被り厚やトンネル線形等を含む）
③その他 既設構造物の補強、撤去等特殊な工事対象

２．技術特性　 ①工法等 工法、使用機械、使用材料等
②その他 施工方法に関する技術提案等

３．自然条件 ①湧水・地下水 湧水の発生、掘削作業等に対する地下水位の影響等
②軟弱地盤 支持地盤の状況
③作業用道路・ヤード 河川内・急峻な地形条件下等、工事用道路・作業スペース等の制約
④気象 雨・雪・風・気温等の影響
⑤その他 地すべり等の地質条件、急流河川における水流、動植物等に対する配慮等

４．社会条件 ①地中障害物 地下埋設物等の地中内の作業障害物
②近接施工 工事の影響に配慮すべき鉄道営業線・供用中道路・架空線・建築物等の近接物
③騒音・振動 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮
④水質汚濁 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮
⑤作業用道路・ヤード 生活道路を利用しての資機材搬入等の工事用道路の制約、路面覆工下・高架下等の作業スペースの制約
⑥現道作業 現道上での交通規制を伴う作業
⑦その他 騒音・振動・水質汚濁以外の環境対策、廃棄物処理等

５．ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特性 ①他工区調整 隣接工区との工程調整
②住民対応 近隣住民との対応
③関係機関対応 関係行政機関・公益事業者等との調整
④工程管理 工期・工程の制約・変更への対応（工法変更等に伴うものを含む）
⑤品質管理 品質管理の煩雑さ、複雑さ（高い品質管理精度の要求等を含む）
⑥安全管理 高所作業、夜間作業、潜水作業等の危険作業
⑦その他 災害時の応急復旧等

［評価方法］
　以下の３ランクの評価を行う。
　　Ａ：　特に困難な、または、特に高度な技術を要する「条件・状況」
　　Ｂ：　困難な、または、高度な技術を要する「条件・状況」
　　Ｃ：　一般的に生ずる、または、通常の技術で対応可能な「条件・状況」



別紙3-2 工事難易度評価の小項目別運用表（土木工事に係る電気通信設備工事）

大項目 小項目 評価対象事項（代表的事項等）
１．設備条件 ①設備種別 主な設備の種別（低圧設備、高圧設備等）

②設備規模 主な設備の規模（照明灯数、線路亘長、設備容量等）
③その他 既設設備の改造・転用、特殊な対象設備等

２．設備技術特性 ①設備仕様 省エネ仕様、監視制御仕様、耐震仕様、リサイクルへの配慮等
②施工方法 工法、使用材料等
③その他 設備の運用に係る付加技術等

３．設備設置条件 ①設置環境 湿度、温度、高度等
②設置構造物 設置構造物の形状の複雑さ、設置箇所の条件等
③その他 設置に際し特に配慮すべき特殊要因等

４．社会条件 ①地中障害物 地下埋設物等の地中内の作業障害物
②近接施工 工事の影響に配慮すべき鉄道営業線・供用中道路・架空線・建築物等の近接物
③騒音・振動 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮
④水質汚濁 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮
⑤作業用道路・ヤード 生活道路を利用しての資器材搬入等の工事用道路の制約、路面覆工下・高架下等の作業スペースの制約
⑥現道作業 現道上での交通規制を伴う作業
⑦その他 騒音・振動・水質汚濁以外の環境対策、廃棄物処理等

５．ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特性 ①他工区調整 隣接工区との工程調整
②住民対応 近隣住民との対応
③関係機関対応 関係行政機関・公益事業者等との調整
④工程管理 工期・工程の制約・変更への対応（工法変更等に伴うものを含む）
⑤品質管理 品質管理の煩雑さ、複雑さ（高い品質管理精度の要求等を含む）
⑥安全管理 高所作業、夜間作業、潜水作業等の危険作業
⑦その他 災害時の応急復旧等

［評価方法］
　以下の３ランクの評価を行う。
　　Ａ：　特に困難な、または、特に高度な技術を要する「条件・特性」
　　Ｂ：　困難な、または、高度な技術を要する「条件・特性」
　　Ｃ：　一般的に生ずる、または、通常の技術で対応可能な「条件・特性」



別紙3-3 工事難易度評価の小項目別運用表（建築）

大項目 小項目 評価対象事項（代表的事項等）
１．建物条件 ①規模 建物の面積

②構造 建物の構造種別、特殊構造
③形状 建物の形状の複雑さ
④その他 建物構造の補強等、特殊な工事対象等

２．技術特性　 ①工法等 建物の総階数、工法、使用材料等
②その他 施工方法に関する技術採用等、改修の場合は既存との競合度合いを考慮

３．自然条件 ①支持地盤 地下階数、地下階深度、杭に及ぼす支持地盤の影響等
②山留め・止水 湧水の発生、掘削作業時等に対する地下水位の影響等
③気象 施工の制約を受ける特殊な気象条件
④その他 地すべり等の地質条件等、改修の場合は施工計画上詳細調査が必要な場合等

４．社会条件 ①仮設条件 工事用道路、作業スペース等の制約
②地中障害物 地下埋設物等の地中内の作業障害物
③近接施工 工事に影響する架空線・建物等の近接物
④騒音・振動 周辺住民等に対する騒音・振動等の配慮
⑤水質汚濁 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮
⑥その他 ガス・水道・電線路等の移設、電波障害対策

５．ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特性 ①他工区調整 近接工区、他工事との工程調整
②住民対応 近隣住民との対応
③関係機関対応 関係行政機関等との調整
④工程管理 工期・工程の制約への対応
⑤品質管理 品質管理の煩雑さ、複雑さ（特殊仕様への対応等を含む）
⑥安全管理 高所作業、夜間作業等の危険作業、公衆災害の防止
⑦その他 災害時の応急復旧、特殊な廃棄物への対応等

［評価方法］
　以下の３ランクの評価を行う。
　　Ａ：　特に困難な、または、特に高度な技術を要する「条件・状況」
　　Ｂ：　困難な、または、高度な技術を要する「条件・状況」
　　Ｃ：　一般的に生ずる、または、通常の技術で対応可能な「条件・状況」



別紙3-4 工事難易度評価の小項目別運用表（設備）

大項目 小項目 評価対象事項（代表的事項等）
１．設備ｼｽﾃﾑ ①システム種別 システムのレベル
　種別条件※１ ②システム規模 システムの規模

③その他 既存システムへの影響度
２．技術特性　 ①工法等 建物の総階数、工法、使用材料等

②その他 施工方法に関する技術採用等、改修の場合は既存との競合度合いを考慮
３．設備ｼｽﾃﾑ ①システム間複合度 システムの多さと複合度合
　複合条件 ②システム複雑度 重要システムの複雑さ

③その他 特殊なシステムの採用、改修の場合は施工計画上詳細調査が必要な場合等
４．社会条件 ①仮設条件 工事用道路、作業スペース等の制約

②地中障害物 地下埋設物等の地中内の作業障害物
③近接施工 工事に影響する架空線・建物等の近接物
④騒音・振動 周辺住民等に対する騒音・振動等の配慮
⑤水質汚濁 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮
⑥その他 ガス・水道・電線路等の移設、電波障害対策

５．ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特性 ①他工区調整 近接工区、他工事との工程調整
②住民対応 近隣住民との対応
③関係機関対応 関係行政機関等との調整
④工程管理 工期・工程の制約への対応
⑤品質管理 品質管理の煩雑さ、複雑さ（特殊仕様への対応等を含む）
⑥安全管理 高所作業、夜間作業等の危険作業、公衆災害の防止
⑦その他 災害時の応急復旧、特殊な廃棄物への対応等

［評価方法］
　以下の３ランクの評価を行う。
　　Ａ：　特に困難な、または、特に高度な技術を要する「条件・状況」
　　Ｂ：　困難な、または、高度な技術を要する「条件・状況」
　　Ｃ：　一般的に生ずる、または、通常の技術で対応可能な「条件・状況」

注）　※１：照明制御、火災報知設備方式、空調方式、給水方式について評価する。



別紙４－１ 

工事区分別技術的難易度対応表（土木工事） 
 

手順４の「易、やや難、難」判定結果から、工事区分に応じ、以下の工事難易度Ⅰ～Ⅵとして評価する。 

なお、特に難易度を高める特別な要因がある場合,難易度を高める要因が特に多岐にわたる場合等には、各工事区分の「難」より上位のラ

ンクに評価する。 

事業分類 工事区分（構造物分類･構造形式･工法分類） Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

１．河川 河川堤防,河川護岸,床止め･床固め,河川浚渫,維持管理 易 やや難 難  

樋門･樋管,水路ﾄﾝﾈﾙ(推進工法),伏せ越し,揚排水機場  易 やや難 難  

堰･水門,水路ﾄﾝﾈﾙ(山岳ﾄﾝﾈﾙ工法,ｼｰﾙﾄﾞ工法,開削工法)  易 やや難 難  

２．下水道 管渠（開削工法・推進工法） 

ポンプ場・処理場 
   易 やや難 難  

管渠（シールド工法・トンネル工法）   易 やや難 難  

３．砂防･治山 流路工,治山ダム，維持管理 易 やや難 難  

・地滑り 砂防ﾀﾞﾑ,斜面対策，山腹工，急傾斜地崩壊対策  易 やや難 難  

４．ﾀﾞﾑ 維持管理 易 やや難 難  

転流ﾄﾝﾈﾙ  易 やや難 難  

堤体工  易 やや難 難 

５．道路 舗装,道路付属施設,切土工,盛土工,斜面安定･法面工,ｶﾙﾊﾞｰﾄ工, 

擁壁工,排水工,情報BOX,ｼｪｯﾄﾞ,維持管理 
易 やや難 難  

共同溝(推進工法,開削工法),橋梁上部工,橋梁下部工， 

電線共同溝・CAB，林道開設 

 

 
易 やや難 難  

ﾄﾝﾈﾙ(山岳ﾄﾝﾈﾙ工法,ｼｰﾙﾄﾞ工法,開削工法),共同溝(ｼｰﾙﾄﾞ工法)  易 やや難 難  

ﾄﾝﾈﾙ(沈埋工法)  易 やや難 難 

６．公園 易 やや難 難  

７．農業農村  

  整備 

ほ場整備（暗渠），畑地かんがい（管路） 

ため池（維持管理），コンクリート二次製品水路 
易 やや難 難  

 ほ場整備（区画整理） 

畑地かんがい（ファームポンド・機場・自動制御） 
 易 やや難 難  

ため池（堤体）  易 やや難 難  

※ 工事区分「その他」については、類似の工事区分との関係等から類推する。 



 

 

別紙４－２ 

設備区分別技術的難易度対応表（土木工事に係る電気通信設備工事） 
 

手順４の「易、やや難、難」判定結果から、設備区分に応じ、以下の工事難易度Ⅰ～Ⅵとして評価する。 

なお、特に難易度を高める特別な要因がある場合,難易度を高める要因が特に多岐にわたる場合等には、各設備区分の「難」より上位のランクに評価できるものとする。 

また、特に小規模な施設、施工条件等全般にわたり平易な場合等については、「易」の１ランク下に評価できるものとする。 

 

設備区分 構造物分類等 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

１．河川電気通

信設備 

河川本川,河川堤防,その他河川一般 易 やや難 難  

樋門･樋管,揚排水機場，堰  易 やや難 難  

２．砂防・地滑

り電気通信設備

砂防一般 
   易 やや難 難  

３．ダム電気通

信設備 

ダム周辺，その他ダム一般 易 やや難 難  

堤体本体，湖水   易 やや難 難  

４．道路電気通

信設備 

道路付属施設,情報BOX,ｼﾞｪｯﾄﾞ,維持管理,その他道路一般 易 やや難 難  

ﾄﾝﾈﾙ,電線共同溝・CAB，地下駐車場，ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ，地下道  易 やや難 難  

橋梁，共同溝  易 やや難 難  

５．公園電気通

信設備 

公園一般 
易 やや難 難  

６．下水道電

気・機械設備 

電気設備，機械設備 
 易 やや難 難  

※「○○一般」には、中継所施設を含むものとする。 



別紙４－３ 

建物機能別技術的難易度対応表 
 

大項目の評価を踏まえ、建物機能に応じ、以下のⅠ～Ⅵに評価する。 

 

建物機能分類 建物例 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

１．簡易 倉庫、車庫等 易 やや難 難  

２．一般 庁舎、研修施設等    易 やや難 難  

３．特殊 美術館、研究施設等   易 やや難 難 特に難 

※ 特に難易度を高める特別な要因がある場合、難易度を高める要因が特に多岐にわたる場合等には、「難」より上位のランクに評価する。

また、特に小規模な建物、施工条件等が全般にわたり平易な場合等については、「易」の１ランク下に評価する。 



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1010

工種： 河川堤防

評価Ａ 評価Ｂ
・築堤平均高さ10m以上 ・築堤平均高さ5m以上
・築堤土量30,000m3以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・築堤断面形状が複雑
・大型Ｌ型擁壁の構築
・法勾配が1:1.5以上
・築堤護岸、県道橋、県道と町道が混在
・ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽの存在
・既設構造物の補強
・既存の樋管、樋門等の撤去等

【使用材料に対応した技術力】
・ﾊﾞﾗﾂｷが大きい盛立材料
・土質改良を伴った盛土材料
・火山灰質等の特殊な盛立材料
・自然石のﾌﾞﾛｯｸ積
【地盤処理関係】
・GPS利用の転圧管理
・圧密促進工法（袋詰ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ、ｸﾞﾗﾍﾞﾙﾄﾞﾚｰﾝ等）
・静的締固砂杭工法による地盤改良
・深層混合処理工法
・厚層盛土工法
・中詰土と被覆土からなる二重構造の築堤
・地盤改良長20m以上
【特殊構造・工法】
・水上施工による浮島、沈み島
・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・現地発生品と購入品の巨石の組合せの提案

・築堤土量10,000m3以上、又は延長200m以上

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

１．構造物
条件

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

対象構造物の形状
の複雑さ

①規模

②形状

具体的事例
小項目大項目

評価対象事項
（代表的事項）
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1010

工種： 河川堤防

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【湧水・地下水により工事遂行への影響を事前予測】
・地下水位が高く掘削時の止水重要
・湧水あり。掘削時及び法面処理時対応
・水替工による周辺の地下水位低下により地盤沈下、井戸枯等の恐れあり
【湧水・地下水の影響により、何らかの対策実施】
・湧水によりｵｰﾌﾟﾝ工法を土留工法に変更
・湧水対策として止水工を実施
・地下水が高くｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ施工
・湧水が多く作業に制約
・湧水発生、掘削・法留石積み作業に影響
・仮締切施工内における多量の浸透水の水替が必要
・地下水位が高く床堀時の法面保護に苦慮
・地下水や湧水の影響で低水護岸の法留基礎工の床堀に支障
【湧水・地下水の影響が発生】
・掘削地盤が玉石混じり土砂のため伏流水が多い
・地形が川表の高水敷にある水路のため漏水有り

・超軟弱地盤処理（ﾍﾄﾞﾛ等） 【軟弱地盤により工事遂行への影響を事前予測】
・支持層の変化が複雑で対応工法に工夫を要す
・不良箇所点在
・軟弱層20～25m
・厚い粘性土層である
・軟弱地盤上での盛土工事
・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ施工、軟弱地盤上での盛土に際し、沈下観測しながらの施工
【軟弱地盤の影響により、何らかの対策実施】
・転石層があり杭打ち施工が困難
・軟弱高水敷上での地盤改良
・固結工（薬液注入）実施
・堤脚水路の基礎が軟弱で置換え施工実施
・不等沈下防止のため深層混合処理の実施
・軟弱支持層の地盤改良に困難
・作業基盤用の表層改良実施
・砂質土での法勾配確保に置換土処理実施
・ﾌﾞﾛｯｸ据付け箇所が軟弱のためﾄﾝﾈﾙｽﾞﾘを利用し置換施工
・築堤時すべり破壊に対応する軟弱地盤固化工法の施工に高度な技術を要す
・施工箇所が圧密により地盤沈下を生じるため、ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞを実施

３．自然条
件

①湧水・地
下水

湧水の発生、掘削
作業等に対する地
下水位の影響等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

支持地盤の状況②軟弱地盤
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1010

工種： 河川堤防

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【河川内施工】
・河川内工事のため、搬入路に制限多し（高水敷が狭い）
・河川内に工事用道路（仮橋）の必要性が生じた
・河川内の施工で作業ｽﾍﾟｰｽに制約
・河川内工事で堤防天端を一部交通規制
【地形的な制約下での施工（足場・作業ｽﾍﾟｰｽ、資材運搬、仮置場等）】
・急峻な地形条件のもとでの施工
・岩盤のため仮締切に制約があり、作業ﾔｰﾄﾞが狭い
・一方向からしか作業が出来ない状況
・作業ﾔｰﾄﾞが狭く、大規模な仮設（構台工）が必要
・本堤と霞堤に挟まれた狭隘な場所で、支川の流水の処理も実施
・迂回路なし
・揚土仮置ｽﾍﾟｰｽが狭小
・水替及び地盤改良時のﾔｰﾄﾞ狭小
・狭隘な堤防小段等での施工
・堤防天端の作業で狭い
・幅4.5mの高水敷での作業
・高水敷が狭く作業ﾔｰﾄﾞを十分確保出来ない状況
・道路と河川にはさまれた狭い施工ﾔｰﾄﾞの確保
・採取土運搬に軟弱高水敷を地盤改良して使用
【工事用道路の確保】
・工事用道路・作業ﾔｰﾄﾞに地形的制約あり
・工事用地が限られておりﾔｰﾄﾞ及び進入路とも厳しい条件
【降雨・出水の影響予測、対応】
・冬期間における積雪・低温の状況下で施工を行う必要（積雪1m程度以上、気温-5℃程度以下）
・豪雨時の対応を適切に予測・対策
・出水期（梅雨）の工事であり、治水上安全でかつ流出しない仮設が必要
・出水期間の工事であり仮設等の一時撤去等の制約あり
・小雨でも出水し現場内が浸水の恐れあり
・小雨でも出水により仮締切が決壊する可能性あり
・高水敷高までの仮締切のため、中小洪水で越水の恐れあり
・天候及び河川水位状況を監視しながらの作業
・多雨期のﾀﾞﾑ放流に伴う水位の上昇があるため、放流等の情報収集の徹底
・出水により仮締切堤の流出
・堤外水路の施工は、小降雨でも水位上昇のため作業不能
・数回の警戒水位を超える出水対応
・頻繁な出水による冠水被害対応
・出水期工事であり仮締切工で対応したが、想定以上の出水による影響を受けた
・堤外排水路及び低水護岸施工時に、小降雨による影響大
・梅雨時期をはさみ、現場の保守管理に困難を要す
【雪・気温の影響予測、対応】
・冬期の雪対策
・融雪出水により本川水位が計画仮締切高を越えた
【風の影響予測、対応】
・強風により河口閉塞を起こし水位上昇
・強風のため、施工中は場内での作業全般に注意を要した

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

④気象 雨・雪・風・気温等
の影響

③作業用道
路・ヤード

河川内・急峻な地
形条件下等、工事
用道路・作業ｽﾍﾟｰ
ｽ等の制約

・緊急災害復旧工事であり、雨及び出水など条件の
悪い中で実施
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

３．自然条
件
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1010

工種： 河川堤防

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【その他自然条件の影響】
・堤防開削を伴う工事、河川水位等自然条件に配慮しながら工事実施
・地滑り及び出水の影響がある
・施工区域の一部が、下流ﾀﾞﾑの貯水位の制約を受ける施工条件であった
・灌漑用に一の堰のｹﾞｰﾄを閉めているため、水位が高く水中での作業困難
・水衝部となり出水に伴い瀬替え
・河川流の集中により仮締切設置が難
・河川流の集中により瀬替え
・流速が1m/s以上の急流
・夜間施工
【動植物への配慮】
・天然記念物、貴重動植物への配慮
・堤防付近の桜の移植
・ﾖｼ原等自然植物への配慮

３．自然条
件

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑤その他 地すべり等の地質
条件、急流河川に
おける水流、動植
物等に対する配慮
等

・水位の急激な上昇への迅速な対応（洗掘防止対
策）
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1010

工種： 河川堤防

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・不発弾調査、処理の実施 ・不発弾の調査を実施
・ｶﾞｽ管、NTT、水道、下水道の埋設物あり、移設に苦慮
・水道、NTT管等が近くに埋設されておりそれを確認しながらの施工
・上水道の移設を含む工事
・河川横断施工で既設護岸に矢板が施工されており、その下を横断させる施工
・立ち退きのｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞのﾀﾝｸ撤去
・上水道ｼｰﾙﾄﾞがあり、止水矢板施工に留意
・旧樋管の基礎の状況が不明であり、開削後の確認となり早急な施工条件の変更対応
・旧捨石のため、矢板打設位置変更
・旧護岸の捨石があり、ﾛｯｸｵｰｶﾞｰによる掘削
・多量のｺﾝｸﾘｰﾄ殻等あり
【鉄道営業線との近接施工】
・一部JR橋梁下で施工上規制の厳しい護岸施工
・JR鉄橋の直下の施工で、重機の制限
【供用中道路との近接施工】
・供用中道路との近接施工（主要地方道又は日交通量3万台程度以上）
・供用中の道路肩付近での作業、事故及び飛石等注意
【架空線との近接施工】
・施工箇所上空に、高圧架線があり施工に影響を及ぼす
【建築物との近接施工】
・住宅近接（人家密集）
・民家などの建築物連担地区での側溝工事
・病院に隣接した工事
【他工事との近接施工】
・工事が輻輳し調整を要する他業者との近接工事
・近接して公営住宅工事を行っている
・橋梁の施工と隣接
【その他近接施工】
・既設調圧水槽と樋管本体の連結
・工場の排水路があり障害
・近接して既に排水機場が完成している
・迂回路の線形条件が厳しく、施工ﾔｰﾄﾞの制約
・施工済みの樋門部分との近接施工困難
・浚渫作業における近接施工（橋梁下部、護岸基礎、異形ﾌﾞﾛｯｸ周辺等）

４．社会条
件

②近接施工工事の影響に配慮
すべき鉄道営業
線・供用中道路・架
空線・建築物等の
近接物

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①地中障害
物 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの

地下埋設物等の地
中内の作業障害物

5 / 12 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1010

工種： 河川堤防

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・周辺住民への配慮から振動測定及び聞き取り調査等必要
・住民に対する騒音・振動の配慮
・ﾏﾝｼｮﾝ近接
・病院に隣接した工事、極力騒音振動を出さないように配慮
・ﾎﾃﾙ近接
・料理旅館に近接
・養鶏場あり
・周辺精密機器工場隣接
・住宅商業地の中での工事
・騒音振動対策のため特殊工法を採用の必要
・無騒音、無振動の地盤改良工法を採用
・低騒音、低振動機種での施工
・人家近接部であり矢板打設時に低振動機種を使用
・ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船の騒音に対する配慮
・振動による工事時間制限あり
【漁協との調整】
・内水面漁協から濁水処理について注文あり
・河川内工事であり、鮎等に対しての配慮必要
【水利施設との調整】
・下流に浄水場があり、濁水防止対策に配慮が必要
・施工区域周辺に多数井戸があるため事前及び事後調査を行った
・河床掘削による井戸枯れのため仮設上水道設置
・公共下水の水質基準を守るため水質管理を実施
【その他汚濁防止】
・浚渫及び盛土に関して、濁水に配慮し特殊な濁水設備を実施

４．社会条
件

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

④水質汚濁周辺水域環境に対
する水質汚濁の配
慮

③騒音・振
動

周辺住民等に対す
る騒音・振動の配
慮

・着工前に事業損失調査及び騒音振動調査を実施し
慎重に施工
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1010

工種： 河川堤防

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【生活道路等利用の制約】
・生活道を車両通行止めしての工事で、資材搬入に際し車両制約
・生活道路を利用しての工事用資機材搬入
・通学路など生活道路の一時通行止
・一般交通を確保しながら築堤盛土を施工
・堤防天端は県道と兼用、交通量も多く工事施工に制約あり
・民地と出入り口供用
・現道利用により、条件として敷鉄板にて対応
・公道の切り回し道路
・幹線道路を遮断し進入路を確保
【現道作業ｽﾍﾟｰｽ・路面覆工下・高架下等の制約】
・現道を利用しての狭隘なﾔｰﾄﾞ内での作業
・JR橋梁下で作業ｽﾍﾟｰｽの制約
・高圧線下の仮締切矢板作業あり
・水管橋が上空にあり
・橋梁下での工事で作業ｽﾍﾟｰｽの制約
【近接他工事との制約】
・工事が輻輳し調整を要する他業者との近接施工
・他工区との共同作業ｽﾍﾟｰｽのため制約あり
・他工事と出入り口供用
・他工事区間の中での施工
【その他、社会的条件による制約】
・堤防天端で、ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞがあり、作業ｽﾍﾟｰｽが狭い
・堤防天端で、散策者多く、作業ｽﾍﾟｰｽが狭い
・ﾙｰﾄがｺﾞﾙﾌ場内を通過するため対策工及び協議が必要
・公園施設内のため工事区域内に一般の河川利用者等が多い
・高水敷の畑耕作への進入路の確保
・搬入路が無く工事用道路を借地で対応
・耕地（私有）を借地し、拡幅及び仮橋等で対応
・船着場及び橋梁工事の工事用道路あり
・作業ﾔｰﾄﾞが狭く自主的に民地を借り上げた
・交通量の多い堤防天端下での作業
・狭隘な堤防小段等での施工
・既設水門上での作業が多くｽﾍﾟｰｽの制約
・浚渫船、排砂管の作業に対する、漁船・船舶との安全対策調整実施
・貯水池法面で周辺道路がなく湖面からの資材搬入

４．社会条
件

生活道路を利用し
ての資機材搬入等
の工事用道路の制
約、路面覆工下・
高架下等の作業ｽ
ﾍﾟｰｽの制約

⑤作業用道
路・ヤード

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1010

工種： 河川堤防

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・交通規制を伴う夜間作業 【道路切替・切り回し】
・兼用道路の切替を行いながらの施工
・定期ﾊﾞｽの路線確保と一般交通の安全確保でのﾙｰﾄ切替
・主要地方道が横断しており、迂回路（2回切替）を設置して対応
・堤防天端が兼用道路となっているため、迂回路を設定
【交通規制】
・現道上で交通整理員を24時間配置しての片側交互通行規制での工事
・資材搬入に際し、現道等の片側通行規制
・堤防道路上で交通規制して作業
・工事区域内に公道等があり、作業中は交通止め、作業時以外は復旧し供用（日々）
【兼用道路】
・堤防天端が兼用道路で大型車の通行が多い
・堤防天端について公共道路供用
・ｺﾝｸﾘｰﾄ等のｶﾞﾗの再利用
・盛土部の防塵舗装廃棄材を処理
・焼却灰の処理に配慮
・工区内の雑林伐採の処理に苦慮
・旧施設撤去構造物の大量発生と処理
・伐採材の再利用

４．社会条
件

⑥現道作業現道上での交通規
制を伴う作業 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの

⑦その他 騒音・振動・水質汚
濁以外の環境対
策、廃棄物処理等

・特別産業廃棄物に準じた処理を行う（廃石綿を含ん
だ表面保護層の処理）
・泥水式ｼｰﾙﾄﾞ掘削土砂の2次処理土の再利用（従来
は産業廃棄物として処理）
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1010

工種： 河川堤防

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【工事用道路、搬入・搬出に関し工程調整】
・作業用道路が隣接工区と共用するため調整困難
・工事範囲が他工事の作業用道路となるため、他工事との調整
・搬入路を複数工事で利用
・搬入土仮置きﾔｰﾄﾞが他工事と同一箇所。運搬台数の調整必要
【残土等を他工事と相互調整】
・本工事の残土を他工事（築堤）に使用
・他工事から発生する建設発生を築堤材としているので工程調整必要
・配土先工事との工程調整あり
・分割施工であり、制約工程の中で瀬替え等、他工区との調整を求めた
【その他、関連工事との工程調整】
・近接の他工事との工程調整困難
・災害復旧工事が錯綜しており、施工調整が難
・同一現場内で、土木工事、機械設備工事、営繕工事等が輻輳するため高度な調整必要
・上下流の近接工事との工程調整が困難
・JR委託工事等との重複工事
・県施設等と一体構造物の隣接工事

５．マネジメ
ント特性

①他工区調
整

隣接工区との工程
調整

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1010

工種： 河川堤防

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【漁協・農協等との調整】
・鮎等の操業区域であり、漁民・漁協との対応・調整
・地元漁民との対応（ｺﾝｸﾘｰﾄによる水質汚染）
・漁業関係者の船着場の調整
・水路施工に際し水田所有者等との協議
・隣地の耕作者への対応
・高水敷の畑耕作者との調整
・地元農業水利組合と取水設備等の協議
・森林組合等との調整
【近隣住民との調整】
・振動対応として事前・随時にｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをはかりつつ実施
・近隣住民に、工程を事前・随時に説明
・休日施工など近隣住民に対し、その都度周知するなど特別な配慮
・多自然型護岸座談会を開催、委員による現地指導をうけながら施工
・焼却作業において、煙害防止のため事前に住民と調整
・塵芥処理の時期について地域住民と調整
・宅地嵩上げについて地元対策
・地域住民との施工時間の調整
・自主的に事業損失調査等を実施
・住宅近隣、事業損失調査等
・隣接住民の工事反対運動に対する対応・調整
・騒音、振動、事業損失等の苦情対応
・近接家屋からの排水施設調整
・近隣住民から、環境対策の徹底の要望に対し対応
・工事用車両の乗り入れ及び振動などの対応
【道路使用者との調整】
・通行規制を伴う為、ﾁﾗｼ作成、立看板を作成し道路利用者に周知
・生活用道路との調整あり
・ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝでの安全・通学路変更等の調整
・市街部の施工区間あり、民家への進入路確保
・堤外民地があり通路の確保などの制約
・農耕者通行道の確保が必要
・住宅内道路運搬路使用禁止の措置
【その他市民、民間事業者・団体等との調整】
・学識経験者及び自然の会などの意見調整
・会社施設（工場・事業所）との調整
・水利組合等との調整
・店舗関係者との調整
・当該施工箇所がｺﾞﾙﾌ場として利用されているためｺﾞﾙﾌ場との調整
・隣接の小学校・神社及び樹木の取扱い調整
・病院隣接施工による配慮
・用地買収等での住民対応が必要
・借地等での住民対応が必要
・不法工作物等への対応条件が厳しい

５．マネジメ
ント特性

②住民対応近隣住民との対応 ・困難な住民対応が予測されたが、住民へのｺﾐﾆｭｹｰ
ｼｮﾝ対応が良く、工事の遂行
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1010

工種： 河川堤防

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【ﾗｲﾌﾗｲﾝ協議】
・JR、JH、NTT、電力、ｶﾞｽ、上・下水道、有線放送、国道、市町村道等の管理者との協議
【関連行政機関との協議】
・警察、公安委員会との調整
・国立公園、国有林、県有林、民有保安林が絡む現場で、協議のため関係機関と対応
・環境庁（自然公園法）、文化庁（文化財保護法）との調整
・林野庁との調整
・森林管理署との調整
・教育委員会との調整
・自衛隊演習場内の工事のため協議
・消防署との協議
【工期・工程の社会的制約・要求への対応】
・契約当初より工期・工程条件が厳しい工事条件に対し対応
・ｲﾍﾞﾝﾄ会場等であり、ｲﾍﾞﾝﾄ等の行程に合わせ施工を行う必要
・内水面漁協からの制約を受け工程厳しい
・ｱﾕ釣り解禁を控え、工程短縮の要請
・7月末までの工期であるが、田植期前までに概成
・農業用水取水時期までに水路を完成する必要
・上・農用水の通水量の減少期間内での工事
・借地による施工のため稲作期までに返還必要、早期完成
・用地問題及び変更への対応
・観光地であることから早期完成の要請
【厳しい自然条件での工程管理への対応】
・出水期までの早期完成
・出水対応による工程管理
・冬期間における施工のため工程管理上の制約
【災害への対応】
・緊急災害復旧工事における早期完成
・工事搬入路である一般国道の災害及び通行止めによる工程影響
【工法変更等への対応】
・工法変更に伴う工程調整に困難を要した
・増工、新規工種発生による工程変更が生じた
・変更・一時中止で工程管理への影響に対応
・想定外の地中障害物等への対応により工程管理苦慮
【契約の制約上への対応】
・標準断面契約で工期に制約があるなか対応
・概略発注に伴う設計変更、工程管理
・地質調査、検討、測量、設計が工事に含まれており、工程管理上の制約
・週休二日制ﾓﾃﾞﾙ工事
【他工事等との工程影響への対応】
・先行工事の遅れにより工期の延期及び施工順序の見直しが必要
・他工事（機械工事、電気工事、上屋建築工事、国・市町村発注改修工事等）との工程調整（他工事への影響
・隣接工事との工程調整
・点在している工区の工程調整
【その他工程影響への対応】
・文化財発掘調査の為に日数を要し、工程管理対応

５．マネジメ
ント特性

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

④工程管理工期・工程の制約・
変更への対応（工
法変更等に伴うも
のを含む）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③関係機関
対応

関係行政機関・公
益事業者等との調
整
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1010

工種： 河川堤防

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・暑中及び寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの施工となる箇所があり養生・品質管理重要
・施工試験・配合試験の実施による品質確保の検証
・品質管理法の工夫必要
・厚層盛土に対応した密度管理
・RI機器による土密度管理
・採取土の採取場所が複数あり、土質の変更が伴うため品質管理が煩雑
・地盤改良材の品質管理
・軽量盛土、ﾃｰﾙｱﾙﾒ等に厳しい品質の要求
【高所作業・危険箇所に対する安全管理】
・高さ30mの法面で命綱による危険作業
・切土高が高く地山の崩壊などの安全管理
・除草・集草作業における法面での危険作業
・狭所作業における重機挟まれに対する安全管理
・緊急災害復旧工事での安全管理
【夜間作業に関する安全管理】
・交通量が多い夜間作業
【潜水・潜函作業等に関する安全管理】
・潜水作業を伴う根固ﾌﾞﾛｯｸ等の据付
・最終仕上げ面が水面下のため潜水作業
【厳しい自然条件下での安全管理】
・降雨の中での工事、作業に対して安全管理が特に必要
・崩壊箇所のため、法面の挙動観察等厳しい管理が必要
【現道作業に関する安全管理・第3者への安全配慮】
・一部県道等を堤防で締切、切替のため一般交通車輌の安全に注意
・ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞの片側通行及び日々復旧
・現道切り回し施工
・堤防道路上での交通規制を伴う作業
【近接施工・他工区調整に対する安全管理】
・複数の他工区が隣接しているため安全協議会を作り事故防止
【有害物質処理に関する安全管理】
・有害特定化学物質の除去作業における安全対策、特別産業廃棄物に準じた安全対策

・災害・事故緊急復旧工事24時間体制 ・災害応急復旧工事
・集中豪雨の復旧工事に迅速に対応
・台風後の応急的工事
・施工内容・ICｶｰﾄﾞ試験ﾌｨｰﾙﾄﾞ
・ﾘｻｲｸﾙﾓﾃﾞﾙ工事の一般公開工事
・建設CALSへの取り組み
・地元住民の多自然型護岸に対する理解を深めるため、「護岸造り（植樹）」ｲﾍﾞﾝﾄを開催
・見学者対応に積極的に協力

５．マネジメ
ント特性

⑦その他 災害時の応急復旧
等 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの

⑤品質管理品質管理の煩雑
さ・複雑さ（高い品
質管理精度の要求
等を含む）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑥安全管理高所作業、夜間作
業、潜水作業等の
危険作業

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1020

工種： 河川護岸

評価Ａ 評価Ｂ
・護岸平均高さ10m以上 ・護岸平均高さ5m以上
・護岸面積10,000m2以上 ・護岸面積3,000m2以上又は延長200m以上
・盛土工30,000m3以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
・線形R=20m以下 ・締切りを伴う低水護岸

・大型連節ﾌﾞﾛｯｸ張で複断面での施工
・多自然護岸として不規則な形状創出
・施工箇所が本支川の合流部
・船上げ斜路、船着場、既設構造物との取付け等複雑
・牛枠、木工沈床等の伝統工法を採用

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・既設構造物の補強

・台船等による水上施工 ・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・耐震対策工法
・岩掘削に静的破砕剤を使用
・2つの支川の排水を確保しながらの施工
・間伐材を利用しての工事で工法提案
・床止めの構造につき提案
・基礎処理（止水ｸﾞﾗｳﾄ）に関し工法提案
・環境を考慮した低水護岸

以下「河川堤防」参照

①規模

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

評価対象事項
（代表的事項）

小項目大項目
具体的事例

・盛土工10,000m3以上

対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

１．構造物
条件



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1030

工種： 床止め・床固め

評価Ａ 評価Ｂ
・計画高水量500m3/s以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・本体が階段式である
・本体が緩傾斜である
・本体が石積である

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・既設構造物の補強

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・半川締切りによる仮設工

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・水替工法の提案、ｽﾗﾝﾌﾟ5cmのｺﾝｸﾘｰﾄのﾎﾟﾝﾌﾟ打設施工

以下「河川堤防」参照

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

２．技術特
性

対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

①規模

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・計画高水量200m3/s以上

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

1 / 1 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1040

工種： 堰・水門

評価Ａ 評価Ｂ
・現河川に3門以上設ける
・ｹﾞｰﾄ高さ10m以上

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・魚道の設置

・既設構造物の補強
・水中施工が伴うもの
・河川の切回しが3回程度以上
・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・堰本体のﾌﾞﾛｯｸ施工での二重締切り仮設
・ﾏｽｺﾝで夏場での施工

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「河川堤防」参照

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

２．技術特
性

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・ｹﾞｰﾄ高さ5m以上

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

1 / 1 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1050

工種： 樋門・樋管

評価Ａ 評価Ｂ
・掘削深さが10m以上 ・内空断面積10m2以上

・掘削深さが5m以上
・管体の長さ30m以上

・3連以上 ・継手を有する樋管
・断面形状の複雑なｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
・自動制御に係る各種ｾﾝｻｰの配置及び連結
・魚道等の構造複雑
・樋門の落差工の段数が多く形状複雑
・現堤防の開削
・旧樋管の基礎杭引抜き撤去
・高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂樋管
・柔構造樋管
・複数の既設樋管の部分改築
・既設構造物の取付補強
・仮水路の段階替に工事の制約
・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・地盤改良工に高度・特殊技術で対応
・地盤改良深度20m以上
・管体に特殊材料使用（遮へい袋付きﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管、高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管等）
・内側に鋼板を巻き立てて函体補強
・鋼管基礎杭（30m以上の杭施工）実施
・樋管の自動制御に関し新技術の提案
・柔構造樋管であり動態観測に配慮した施工提案

以下「河川堤防」参照

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）

1 / 1 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1070

工種： 伏せ越し

評価Ａ 評価Ｂ
・掘削深さが10m以上 ・口径2,000mm以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・掘削深さが5m以上

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・逆ｻｲﾎﾝ構造

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・河川の開削

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「河川堤防」参照

１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

２．技術特
性

評価対象事項
（代表的事項）

小項目大項目
具体的事例

1 / 1 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1080

工種： 揚排水機場

評価Ａ 評価Ｂ
・ﾎﾟﾝﾌﾟ口径が2,000mm程度以上
・排水機場複数設置
・管理運転ｹﾞｰﾄ工・吐出樋門工・除塵機工・導水路工流入口・排水ﾎﾟﾝﾌﾟ機械室等の設置、構造大規模

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・管理運転ｹﾞｰﾄ工・吐出樋門工・除塵機工・導水路工流入口・排水ﾎﾟﾝﾌﾟ機械室等の設置、構造複雑

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・基礎地盤の改良等
・30m以上の杭施工

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「河川堤防」参照

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）

1 / 1 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1090

工種： 河川浚渫

評価Ａ 評価Ｂ
・水深5m以上
・浚渫量20,000m3以上

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾍﾄﾞﾛ等の浚渫、仮置き、水切りの処理等
・橋梁下部工、護岸基礎根入れ、矢板護岸、異形ﾌﾞﾛｯｸ周辺

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・中継ぎﾎﾟﾝﾌﾟ利用による長距離圧送（3km程度以上）
・浚渫ﾛﾎﾞｯﾄ
・浚渫土の分級、再利用
・浚渫土のﾘｻｲｸﾙ技術提案
・排砂池の濁水処理施設を設置

以下「河川堤防」参照

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）

1 / 1 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（河川） 区分：1100

工種： 河川維持管理

評価Ａ 評価Ｂ
・盛土量5,000m3以上
・除草面積50万m2以上

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・法勾配1:1.5以上の急勾配法面での作業

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・既設ﾓﾙﾀﾙ吹付け等の補強と撤去吹替えの特殊条件

・施工場所と高水敷との高低差が大きく仮設関係が困難
・既設ﾓﾙﾀﾙ吹付けの健全部を残し、SFﾓﾙﾀﾙの吹付けﾀｲﾌﾟを変更
・水理条件の制約
・河口堰貯水池に滞留したｺﾞﾐの集積と陸揚げ作業に技術を要する
・既設構造物（天然石ﾌﾞﾛｯｸ）の再利用
・刈草・剪定ｸｽﾞ等の再利用に関する技術提案
・圧送距離が長いため、ｽﾗﾝﾌﾟﾛｽ対策として混和剤の提案

以下「河川堤防」参照

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）

1 / 1 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（下水） 区分：2011

工種： 管渠（開削工法）

評価Ａ 評価Ｂ
・掘削深さが、10m程度以上 ・掘削深さが、5m程度以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ｻｲﾎﾝ長さ30m程度以上、深さ5m程度以上

・形状の複雑なｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
・ｹﾞｰﾄ、排水ﾎﾟﾝﾌﾟ等の設置
・既設埋設物等の存在
・現堤防の開削
・転石、岩盤等の存在
・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・既設埋設管が多数あり複雑
・既設電柱、照明灯、信号機、架空線等が多数あり複雑
・水路横断部の施工方法に関する検討及び提案
・各企業の占用物件の調査及び調整
・ﾏﾝﾎｰﾙ蓋の対応に新工法提案
・他事業との合併施工

具体的事例
小項目大項目

評価対象事項
（代表的事項）

１．構造物
条件

①規模

②形状

対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模
対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

1 / 12 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（下水） 区分：2011

工種： 管渠（開削工法）

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・湧水が多く、施工段取りにｱｲﾃﾞｱを取り入れるなど苦慮した
・水替工による周辺の井戸枯れ、地盤沈下等に対し調査等の配慮をした

②軟弱地盤支持地盤の状況 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・軟弱地盤箇所の対策に配慮した

・工事用道路、作業ﾔｰﾄﾞが制約されている
・河川敷内での施工
・作業箇所が狭く、深い場所での工事

・厳冬期夜間施工 【降雨・出水の影響予測、対応】
・出水による工事の影響が懸念
・河川の増水による工事への影響が懸念
・小雨でも出水の可能性あり
・降雨時の場合、工事現場内へ洪水流入の懸念あり
・出水時対応に特に配慮
・雨天のため、工事区間が長く盛土法面管理に苦労
・出水時に河川付替工事の制約
・大雨や台風による異常出水時に臨機の対応
【雪・気温の影響予測、対応】
・暑中ｺﾝｸﾘｰﾄの上、川風が特に強く、収縮ｸﾗｯｸへの影響大
・厳冬期の工事
・降積雪期の施工
・冬期施工で、日々除雪による施工が必要
・日時場所を問わず緊急な凍結融氷・除雪作業が多数ある
・豪雪地降積雪期間も作業
・冬期間の施工で、工程等に制約あり
・降雪の影響を受けるため、一部早期完成が望まれた
・交通開放温度に苦慮
【風の影響予測、対応】
・ｸﾚｰﾝ作業等に風の影響を受ける
・強風、降灰、日照時間が短く、作業への影響

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①湧水・地
下水

湧水の発生、掘削
作業等に対する地

④気象 雨・雪・風・気温等
の影響

河川内・急峻な地
形条件下等、工事
用道路・作業ｽﾍﾟｰ
ｽ等の制約

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③作業用道
路・ヤード

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

３．自然条
件
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（下水） 区分：2011

工種： 管渠（開削工法）

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・工事用道路改築で山斜面に転石が多く除去が困難 【その他自然条件の影響】
・ﾄﾝﾈﾙ坑口直上斜面での施工で特に落石に注意を ・本川の為出水時の流量は多い
・酸欠・硫化水素に対する防護・対策 ・急流河川内で水流の影響を受ける

・大雨によりﾄﾝﾈﾙ坑口でゆるみ、法崩れ発生、早急な対応策の検討を求めた
・風化が著しく不安定な法面、浮岩多数あり
・起点側が地滑り地形
・岩盤崩落危険箇所での工事
・施工箇所が数ヶ所に分散
・基礎杭立て込み中にﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝが転石にかかり苦慮
・地山条件により逆巻き施工
・排水流域が工区内で分水嶺となっており、工事中及び完成後の排水系統に配慮を要す
・自然法面で凸凹が激しい
・岩盤がｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞしている
・法面が起伏に富み施工困難
・ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞした法面の転石処理を実施
【動植物への配慮】
・天然記念物、貴重動植物への配慮
・周辺に希少ﾜｼﾀｶ類が生息
・貴重な水性植物ｱｻｻﾞが周辺に生息

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑤その他 地すべり等の地質
条件、急流河川に
おける水流、動植
物等に対する配慮
等

３．自然条
件
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（下水） 区分：2011

工種： 管渠（開削工法）

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・不発弾調査、処理の実施 ・不発弾の調査を実施
・埋設物調査の実施
・ｶﾞｽ管、NTT、水道、下水道の埋設物あり、移設に苦慮
・水道、NTT管等が近くに埋設されておりそれを確認しながらの施工
・埋設されているJR信号ｹｰﾌﾞﾙ
・施工箇所に地下埋設物（水道管等）があり、施工時には保護を行い処理
・占用物件、横断構造物等、事前の調査と対応した工法が重要
・地下駐車場あり
・既設水道送水管を通水させながらのｻｲﾌｫﾝBOXの施工
・ｺﾝｸﾘｰﾄ殻等あり
・路盤に鉱滓があり掘削に苦慮
・矢板施工中、流木と干渉
【鉄道営業線との近接施工】
・JR近接施工
・工事対象の複数の橋梁下に営業鉄道線、供用中道路
・法面工において高架下の作業
【供用中道路との近接施工】
・高速自動車道供用区間の直下工事
・工事区間内に高速道のｲﾝﾀｰあり
【架空線との近接施工】
・現道脇で電柱・架空線の移設が伴う工事であった
・斜面上部に高圧線鉄塔があり、法面対策工に慎重を要した
・（送電・通信）架空線越しの落石防止工作業
【建築物との近接施工】
・住宅近接（人家密集）
・民家などの建築物連担地区での側溝工事
・病院に隣接した工事
・会社・住宅が近接、工事施工中数回の調査
【他工事との近接施工】
・他工事と競合する部分の多い工事
・一部区間で他工事と重複
【その他近接施工】
・橋と橋の間に構造物を作る作業、重機等の作業に苦心
・周辺住民に対する騒音・振動の配慮
・DID区域内の施工
・ﾏﾝｼｮﾝ近接
・病院に隣接した工事、極力騒音振動を出さないように配慮
・ﾎﾃﾙ近接
・料理旅館に近接
・養鶏場あり
・周辺精密機器工場隣接
・住宅商業地の中での工事
・騒音振動対策のため特殊工法を採用の必要

・低騒音、低振動機種での施工
・夜間工事の為、特に注意が必要
・夜間工事が主であるため、低騒音機械を多用し、作業用照明の投射角度等に気をくばった

①地中障害
物

地下埋設物等の地
中内の作業障害物 ・占用物件（水道、ｶﾞｽ、下水、NTT、電気）の吊り防

護及び日々の計測
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②近接施工工事の影響に配慮
すべき鉄道営業
線・供用中道路・架
空線・建築物等の
近接物

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③騒音・振
動

周辺住民等に対す
る騒音・振動の配
慮

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

４．社会条
件
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（下水） 区分：2011

工種： 管渠（開削工法）

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【漁協との調整】
・内水面漁協から濁水処理について注文あり
・河川内工事であり、鮎等に対しての配慮必要
【水利施設との調整】
・下流に浄水場があり、濁水防止対策に配慮が必要
・施工区域周辺に多数井戸があるため事前及び事後調査を行った
・河床掘削による井戸枯れのため仮設上水道設置
・下流にため池があり、濁水対策が必要だった
・公共下水の水質基準を守るため水質管理を実施
【その他汚濁防止】
・ﾎﾀﾙの生息する川の水質保全に配慮し濁水処理
・地盤改良（CDM）施工に伴う周辺地下水への影響
・改良材（ｾﾒﾝﾄ系固化材）による河川の水質汚濁の配慮
・薬剤を使用した止水工法のため排水の水質管理が必要
・出水時の盛土工事に濁水対策に配慮
・水質汚濁対策として、河川の付替えを実施
・場所打杭の施工でPH調整の濁水処理を行った
・ｼﾙﾄﾌｪﾝｽ設置
・水質汚濁、防塵処理を兼ねた洗車設備を設置（排水流末に地元漁協、天然記念物湿地植物群生地あり）

周辺水域環境に対
する水質汚濁の配
慮

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

④水質汚濁４．社会条
件
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（下水） 区分：2011

工種： 管渠（開削工法）

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【生活道路等利用の制約】
・生活道を車両通行止めしての工事で、資材搬入に際し車両制約
・生活道路を利用しての工事用資機材搬入
・通学路など生活道路の一時通行止
・堤防天端は兼用道路、交通量も多く工事施工に制約あり
・民地と出入り口供用
・幹線道路を遮断し進入路を確保
・資材置場等に民地借地が必要
・家屋近接のため資機材搬入等の工事用道路、作業ｽﾍﾟｰｽに制約
【現道・路面覆工下・高架下等の作業ｽﾍﾟｰｽ制約】
・現道を利用しての狭隘なﾔｰﾄﾞ内での作業
・中央分離帯内の狭隘なﾔｰﾄﾞ内での作業
・路面覆工下で作業ｽﾍﾟｰｽに制約
・JR橋梁下で作業ｽﾍﾟｰｽの制約
・JR踏切付近の作業ｽﾍﾟｰｽ制約
・橋梁上の作業ｽﾍﾟｰｽの制約
・高圧線下の仮締切矢板作業あり
・水管橋が上空にあり
・交差点内での施工
・ﾄﾝﾈﾙ内の作業であり、作業ﾔｰﾄﾞの確保が困難
【近接他工事との制約】
・同一掘削範囲内で4社の近接施工、作業ｽﾍﾟｰｽに制約
・他工区との共同作業ｽﾍﾟｰｽのため制約あり
・他工事と出入り口供用
・他工事区間の中での施工
【その他、社会的条件による制約】
・ﾙｰﾄがｺﾞﾙﾌ場内を通過するため対策工及び協議が必要
・搬入路が無く工事用道路を借地で対応
・農道を工事用道路として利用
・耕地（私有）を借地し、拡幅及び仮橋等で対応
・作業ﾔｰﾄﾞが狭く民地を借り上げた
・土留工の設置にあたり施工順序を考慮したﾔｰﾄﾞの確保が必要
・資機材搬入が大型車進入禁止部分しかなく、9時以降の制約で許可を受け施工
・掘削機等の日々回送が必要

生活道路を利用し
ての資機材搬入等
の工事用道路の制
約、路面覆工下・
高架下等の作業ｽ
ﾍﾟｰｽの制約

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑤作業用道
路・ヤード

４．社会条
件
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（下水） 区分：2011

工種： 管渠（開削工法）

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・交通量の多い現道上で、交通規制を伴う夜間作業 【道路切替・切り回し】
・多数の切り回し
・公道上での大規模な交通の切り回し

・自動車専用道路における24時間規制作業 ・定期ﾊﾞｽの路線確保と一般交通の安全確保でのﾙｰﾄ切替
・全て夜間（一部DID内及び市街地部）の片側通行規 ・主要地方道が横断しており、迂回路（2回切替）を設置して対応

【交通規制】
・交通量の多い現道上で、交通規制しながらの作業（日交通量1万台/日以上）
・自動車専用道路における交通規制作業
・交通規制を伴うDID地区での現道作業
・交通規制を伴う、現道上の夜間作業
・公道上で交通整理員を24時間配置しての片側交互通行規制での工事
・工事区域内に公道等があり、作業中は交通止め、作業時以外は復旧し供用（日々）
・急ｶｰﾌﾞ、ﾄﾝﾈﾙ隣接区間での交通規制
・ﾄﾝﾈﾙ内での交通規制を伴う作業
・ﾄﾝﾈﾙ内の現道交通を確保しながらの作業
・全面通行止めによる架設
・施工延長が長く、日々、交通規制箇所を移動しながらの作業が必要
・山間部の現道、見通しの悪い中、整理員の配置等苦慮しながら交通規制
・施工延長5kmの現道作業、昼間片交規制
・路床改良時の粉体の近接商店への飛散防止対策
・削孔時の粉塵飛散防止
・工区内がﾘﾝｺﾞ畑であり防塵対策に苦慮
・地盤改良及び支持杭ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、掘削ﾄﾞﾘﾙでの散配防護（ｼｰﾄ、囲い等）
・産業廃棄物（ｺﾝｸﾘｰﾄ片等）の再利用実施
・産廃混入土からの産廃分離及び高含水比土の改良（埋戻材料化作業）
・汚泥等の処理を実施
・家屋、田畑への土砂流入に対して適切な対策が必要
・PCB含有塗膜の除去作業
・産業廃棄物処理に時間を要し苦慮

⑥現道作業現道上での交通規
制を伴う作業 ・交通量の極めて多い現道上で、交通規制しながら

の作業（日交通量3万台/日以上）

・現道上の緊急の対応。24時間交通規制を伴う作業
を実施
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑦その他 騒音・振動・水質汚
濁以外の環境対
策、廃棄物処理等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

４．社会条
件
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（下水） 区分：2011

工種： 管渠（開削工法）

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・作業用道路が隣接工区と共用するため調整困難
・工事範囲が他工事の作業用道路となるため、他工事との調整
・搬入路を複数工事で利用
・搬入土仮置きﾔｰﾄﾞが他工事と同一箇所。運搬台数の調整必要
【残土等を他工事と相互調整】
・十数社の残土を受け入れ調整
・他工事（残土搬入業者）との調整が必要
・他工事に土を搬出するために、工程を調整
・盛土工区との残土搬出調整
・JH工区工事との土砂搬出調整
・情報BOXの掘削残土を盛り土に利用、複数の業者と協議・調整
【その他、関連工事との工程調整】
・災害復旧工事が錯綜しており、施工調整が難
・他工区と作業帯離隔に伴う工程調整
・工事区間内に、他工事が発注されており、調整必要
・橋梁上部、床版工事等との平行作業で、供用目標に合わせての工程調整
・工期が短く橋梁架設工事と平行作業、工程調整
・標識、照明工事等5社と工区が重複し調整
・下水道管布設、防護柵、標識、河川維持、隣接光ﾌｧｲﾊﾞｰ、ｹｰﾌﾞﾙ通線工事との工程調整
・床版工、地下BOX、道路照明、既供用歩道整備、植栽工事と多数の工程調整必要
・情報BOX、交差点改良工事との調整
・改良工事との調整
・治山事業との調整
・JR委託工事等との重複工事
・JR架設工事との調整
・道路公団の他工事同時施工による調整
・自治体工事との工程調整困難
・県発注の樋門工事等との調整
・他機関の隣接工事との工程調整（ｶﾞｽ工事）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①他工区調
整

隣接工区との工程
調整

５．マネジメ
ント特性
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（下水） 区分：2011

工種： 管渠（開削工法）

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【漁協・農協等との調整】
・沿道住民（漁業関係者）との対応を頻繁に実施
・湧水を利用した耕作者が多いため調整が困難
・周辺が水田地であり沈下等による用・排水の確保に配慮
・耕作地への取付道路及び集落内の採取土運搬で各種の対応
【近隣住民との調整】
・地元へのﾋﾞﾗや回覧、道路利用者への情報提供など地元調整を実施
・現場見学会、ご意見箱の設置など住民対応に積極的な取り組み必要
・住民への工事現場報告会を実施、沿道への月間工程表の０配布及び直接対話
・市街地での沿線住民への対応
・井戸枯れ、排水処理及び振動騒音等の対応において地元調整
・地元から非常に厳しい要望のある中での工事、対応
・災害時における緊急工事に関する沿道・周辺住民への配慮
・振動騒音に対する内容確認と対応
・夜間工事での騒音振動対策（地元説明により夜間作業の理解を得る）
【道路使用者との調整】
・通行規制を伴う為、ﾁﾗｼ作成、立看板を作成し道路利用者に周知
・通学路に当たり、自治体・学校自治会などと協議
・民と出入り口調整、田圃への出入り口調整
・店舗が多く出入り口等の調整が非常に多い
・迂回路設定時における要望等への対応
・人家連担部の歩道部施工
・生活道路を利用して資機材搬入のための住民対応
・農道を利用して資機材搬入のための住民対応
・歩道切り回し及び出入りに関わる周辺住民対応
・通行止めに伴う自治会の承諾
【その他市民、民間事業者・団体等との調整】
・学識経験者及び自然の会などの意見調整
・会社施設（工場・事業所）との調整
・当該施工箇所がｺﾞﾙﾌ場として利用されているためｺﾞﾙﾌ場との調整
・隣接の小学校・神社及び樹木の取扱い調整
・病院隣接施工による配慮
・用地買収等での住民対応が必要
・借地等での住民対応が必要
・店舗関係者との調整
・地元町内会、ﾏﾝｼｮﾝ自治会、深夜営業店との対応
・水利組合等との調整
・多数の切り回し地権者との境界調整を伴う工事
・官民境界付近の工事であり、調整必要
・不法工作物等への対応条件が厳しい

②住民対応近隣住民との対応 ・困難な住民対応が予測されたが、住民へのｺﾐﾆｭｹｰ
ｼｮﾝ対応が良く、工事の遂行
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

５．マネジメ
ント特性

9 / 12 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（下水） 区分：2011

工種： 管渠（開削工法）

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【ﾗｲﾌﾗｲﾝ協議】
・JR、JH、NTT、電力、ｶﾞｽ、上・下水道、有線放送、国道、市町村道等の管理者との協議
・県下水道との工程調整
【関連行政機関との協議】
・警察、公安委員会との調整
・国立公園、国有林、県有林、民有保安林が絡む現場で、協議のため関係機関と対応
・環境庁（自然公園法）、文化庁（文化財保護法）との調整
・林野庁との調整
・森林管理署との調整
・ﾊﾞｽ、歩行者等が集中し関係機関との綿密な打合せが必要
・教育委員会との調整
・自衛隊演習場内の工事のため協議
・消防署との協議

③関係機関
対応

関係行政機関・公
益事業者等との調
整

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

５．マネジメ
ント特性

10 / 12 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（下水） 区分：2011

工種： 管渠（開削工法）

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【工期・工程の社会的制約・要求への対応】
・集中工事期間内での工事のため工期・工程に制約
・5月の連休前供用を図るため、工期を1ヶ月短縮要請
・国策等の工程に合わせ昼夜間等の連続施工の実施
・契約当初より工期・工程条件が厳しい工事条件に対し対応
・内水面漁協からの制約を受け工程厳しい
・ｱﾕ釣り解禁を控え、工程短縮の要請
・7月末までの工期であるが、田植期前までに概成要請
・用地問題及び変更への対応
・観光地であることから早期完成の要請
・早期交通開放のため夜間工事を含めた工程管理
【生態系配慮による工程管理への対応】
・猛禽類配慮等による工期の制約
【厳しい自然条件での工程管理への対応】
・出水期までの早期完成
・出水対応による工程管理
・冬期間における施工のため工程管理上の制約
・施工箇所が山間部で時期的にも気象条件に左右されやすい
【災害への対応】
・緊急災害復旧工事における早期完成
・工事搬入路である一般国道の災害及び通行止めによる工程影響
【工法変更等への対応】
・工法変更に伴う工程調整に困難を要した
・増工、新規工種発生による工程変更が生じた
・変更・一時中止で工程管理への影響に対応
・想定外の地中障害物等への対応により工程管理苦慮
・地質変化等、条件変更に伴う工程の対応
・道路計画、排水計画変更に伴う調整
【契約の制約上への対応】
・標準断面契約で工期に制約があるなか対応
・概略発注に伴う設計変更、工程管理
・地質調査、検討、測量、設計が工事に含まれており、工程管理上の制約
・週休二日制ﾓﾃﾞﾙ工事
【他工事等との工程影響への対応】
・先行工事の遅れにより工期の延期及び施工順序の見直しが必要
・他工事（機械工事、電気工事、上屋建築工事、国・市町村発注改修工事等）との工程調整（他工事への影響
・隣接工事との工程調整
・用地買収進捗等の規制
・点在している工区の工程調整
【その他工程影響への対応】
・文化財発掘調査の為に日数を要し、工程管理対応

④工程管理工期・工程の制約・
変更への対応（工
法変更等に伴うも
のを含む）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

５．マネジメ
ント特性
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（下水） 区分：2011

工種： 管渠（開削工法）

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・暑中及び寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの施工となる箇所があり養生・品質管理重要
・施工試験・配合試験の実施による品質確保の検証
・品質管理法の工夫必要
・ﾏｼﾝの掘進精度の確保、ｾｸﾞﾒﾝﾄ組立管理
・排水性舗装の温度・転圧管理が重要
・生石灰を混合した盛土材のため日々の施工管理煩雑
・他工事からの搬入建設副産物（粘性土、砂質土）及び購入土（砂質土）につき、各品質管理必要
・流動化ｺﾝｸﾘｰﾄの品質確保に苦慮
・張出架設に伴う、高い精度の品質管理必要
・軽量盛土、ﾃｰﾙｱﾙﾒ等に厳しい品質の要求
・ﾓﾉﾚｰﾙ橋であり出来形の規格値が厳しく、高い精度を要求
【高所作業・危険箇所に対する安全管理】
・切土高が高く、作業箇所が狭小であるため、上下作業にならない機械及び作業員の配置

・強風化層斜面での作業で安全管理に特に配慮が ・高さ30mの法面で命綱による危険作業
・切土高が高く地山の崩壊などの安全管理
・狭所作業における重機挟まれに対する安全管理
・緊急災害復旧工事での安全管理
【夜間作業に関する安全管理】
・交通量が多い現道上での夜間作業の安全対策
【潜水・潜函作業等に関する安全管理】
・潜水作業の危険作業
・ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ工法等、圧気工法における作業員の安全・健康管理
【厳しい自然条件下での安全管理】
・降雨の中での工事、作業に対して安全管理が特に必要
・崩壊箇所のため、法面の挙動観察等厳しい管理が必要
【現道作業に関する安全管理・第3者への安全配慮】
・急勾配・急ｶｰﾌﾞ区間における車線切り回し施工、安全管理重要
・現道切り回し施工における安全管理
【近接施工・他工区調整に対する安全管理】
・3工区隣接しているため安全協議会を作り事故防止必要
【有害物質処理に関する安全管理】
・有害特定化学物質の除去作業における安全対策、特別産業廃棄物に準じた安全対策

・災害・事故緊急復旧工事24時間体制 ・災害応急復旧工事
・集中豪雨の復旧工事に迅速に対応
・台風後の応急的工事
・施工内容・ICｶｰﾄﾞ試験ﾌｨｰﾙﾄﾞ
・ﾘｻｲｸﾙﾓﾃﾞﾙ工事の一般公開工事
・建設CALSへの取り組み
・地元住民の多自然型護岸に対する理解を深めるため、「護岸造り（植樹）」ｲﾍﾞﾝﾄを開催
・見学者対応に積極的に協力

水管橋は、道路事業の橋梁上部、下部工の事例を参照

⑦その他 災害時の応急復旧
等 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの

⑤品質管理品質管理の煩雑
さ・複雑さ（高い品
質管理精度の要求
等を含む）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑥安全管理高所作業、夜間作
業、潜水作業等の
危険作業

・自動車専用道路における昼夜間連続作業に対する
安全確保

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

５．マネジメ
ント特性
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（下水） 区分：2021

工種： ポンプ場・処理場（土木構造物）

評価Ａ 評価Ｂ
・掘削深さが10m程度以上 ・構造物の長さ、幅が10m程度以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・掘削深さが5m程度以上

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・形状の複雑なｺﾝｸﾘｰﾄ構造物

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・既設構造物の補強

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・30m以上の杭施工の実施
・基礎地盤の改良工等に特殊技術で対応

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・既設構造物に配慮した杭施工

以下「管渠（開削）」参照

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

評価対象事項
（代表的事項）

小項目大項目
具体的事例

1 / 1 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（砂防） 区分：3010

工種： 砂防ダム

評価Ａ 評価Ｂ
・ﾀﾞﾑ高さ15m以上 ・ﾀﾞﾑ高さ10m以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・工事用道路L=300m以上

【特に複雑な複合施工】 【特に複雑な複合施工】
・軽量盛土+擁壁工+ﾌﾞﾛｯｸ積工+水路工 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ+工事用道路
・ｺﾝｸﾘｰﾄ+垂直壁+流木止+法面対策 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ+側壁+法枠
・ｺﾝｸﾘｰﾄ+山留擁壁+鋼製ﾀﾞﾑ+水路 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ+側壁+ｱﾝｶｰ+法枠
・ｺﾝｸﾘｰﾄ+側壁+橋梁+ｱﾝｶｰ+法枠 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ+取付護岸+水叩
【その他】 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ+側壁+護岸工
・重力式でﾀﾞﾑ軸がｱｰﾁ 【その他】
・ｱｰﾁ式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ ・鋼製流木止あり

・鋼製ﾀﾞﾑ
・ｽﾘｯﾄ式ﾀﾞﾑ

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・国立公園内の工事で植生復元可能な補強土壁を施工

・無人化施工技術 ・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・特殊な基礎処理が必要な場合 ・ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ使用

・自然石（現場発生）利用の転石張工の護岸工
・改良鋼矢板ﾀﾞﾌﾞﾙｳｫｰﾙ形式
・ｶｰﾃﾝ、ｺﾝｿﾘｸﾞﾗｳﾄの施工

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・擬岩ﾊﾟﾈﾙ及び転石積併用

具体的事例
小項目大項目

評価対象事項
（代表的事項）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

１．構造物
条件

①規模

②形状

対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模
対象構造物の形状
の複雑さ
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（砂防） 区分：3010

工種： 砂防ダム

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・掘削による湧水多量
・過去の土石流堆積地で湧水多い
・掘削時の湧水及び温泉源への配慮必要
・床堀掘削面の地層変化点からの湧水に苦慮
・床堀時の湧水量が多く、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設完了まで常時ﾎﾟﾝﾌﾟ排水となった
・既設構造物基礎より多量の湧水があり、既設構造物に影響の恐れあり
・転石層があり杭打ち施工が困難
・不均質な基礎地盤
・ｽﾚｰｷﾝｸﾞの著しい軟岩
・限界圧の低い軟岩
・幅5m程度以上の大規模断層・破砕帯が基礎に分布する
・ﾙｼﾞｵﾝ値50程度以上の高透水ｿﾞｰﾝが分布する
・厚い砂礫層が分布する
・土石流の危険がある渓流、地形急峻
・土石流の危険がある渓流で降雨時に土砂流出あり
・急峻な地形、一部で崩壊あり。支持地盤は岩盤で、一部に弱層あり
・崖錘堆積物があり、崩れ易い地形での作業
【河川内施工】
・河川内施工のため、施工ﾔｰﾄﾞに制限あり
・狭隘な河道内での作業
・河川内工事（出水により仮設道路流出あり）
・川幅が狭い箇所での半川施工
・狭い渓流での仮締切の切り回し及び作業ﾔｰﾄﾞの確保
【地形的な制約下での施工】
・現道と施工場所高低差20m以上
・河川内の急峻な地形で作業ｽﾍﾟｰｽ等の制約
・急峻な地形で作業ｽﾍﾟｰｽの制約を受け片押による河床道路作業
・高所作業、作業ｽﾍﾟｰｽの制約
・迂回路なし
・土砂運搬は林道等使用で運搬距離が長距離となる
【工事用道路の確保】
・狭隘な作業ﾔｰﾄﾞ及び堆砂地内が工事用道路
・隣接工事が競合していたため、運搬路及び作業ﾔｰﾄﾞに制約を受けた
・溶岩源に仮設道路を新設
・工事用道路の盛土材が軟らかく、硬化対策を実施
・流路工と山脚部の狭隘な施工ﾔｰﾄﾞ及び隣り合う工事と共用の工事用道路
・施工箇所が法面上部なので資材搬入路や足場を確保しなければならない

３．自然条
件

①湧水・地
下水

湧水の発生、掘削
作業等に対する地
下水位の影響等

・河床より約40m以深まで掘削するため、止水対策必
要
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②軟弱地盤支持地盤の状況 ・土石流の危険がある渓流、地形急峻で土石流に対
する安全管理等の対応で工事困難
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③作業用道
路・ヤード

河川内・急峻な地
形条件下等、工事
用道路・作業ｽﾍﾟｰ
ｽ等の制約

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（砂防） 区分：3010

工種： 砂防ダム

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・雪崩の危険がある 【降雨・出水の影響予測、対応】
・降雨による出水の影響大、仮締切、水替に工夫
・土石流流下区間で、わずかな降雨で土砂流出
・土石流の危険がある渓流。集中豪雨による河床洗堀を受ける
・土石流の危険がある地区内での出水対応
・出水対応、土石流対応
【雪・気温の影響予測、対応】
・厳寒期でのｺﾝｸﾘｰﾄ打設
・冬期の施工があり、工程等に制約あり
・緊急工事の為豪雪地域で通年施工
・厳寒期での芝付け作業

・土石流の危険がある 【その他自然条件の影響】
・地滑り地形
・一部山腹からの落石による影響
・巨石・転石多数あり
・掘削土中の転石の整理及び仮置
・転石を含む右岸斜面
・地滑り末端部
・夜間施工
【動植物への配慮】
・国の特別天然記念物ｵｵｻﾝｼｮｳｳｵの生息地
・標高が高く植樹の条件が厳しい。樹種も標高の高い場所で養育したものを使用
・天然記念物、貴重動植物への配慮

３．自然条
件

④気象 雨・雪・風・気温等
の影響 ・土石流の危険がある渓流、地形急峻で土石流に対

する安全管理等の対応で工事困難
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑤その他 地すべり等の地質
条件、急流河川に
おける水流、動植
物等に対する配慮
等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（砂防） 区分：3010

工種： 砂防ダム

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・搬入路の一部に給湯管が埋設
・工事用道路に送水管の埋設あり
【他工事との近接施工】
・連続する護岸工事あり
・多数の工事が近接施工
・仮設道路を使用する8件の工事があり

・工事用道路が住宅地の狭い道を通る
・集落内を徐行運転する必要があった
・温泉源、送水管への影響配慮
・周辺住民に対する騒音振動に配慮
・濁水等漁協への配慮が必要
・下流付近にやまめの養殖場があり、床堀、生ｺﾝ打設等の施工時には配慮
・沢水を農業用水に利用しているため、濁水対策が必要
・下流に上水水源があり、水質汚濁防止策を実施
・下流部の旅館、釣り客に配慮し、沈殿池を設置
・中和設備（ｸﾞﾗｳﾄ材）を設置
・斜面崩壊により露頭した赤土地表からの濁水を濁水処理施設にて処理
【生活道路等利用の制約】
・交互通行の不可能な狭い公道を利用しての資材運搬
・運搬道路が狭く長いので待避所を設けたり、無線連絡をとりつつ地元車優先で対応
・生活観光道路としての通路を確保しての作業
・工事用道路が住宅地の狭い道を通る
・土砂搬出のための大量のﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸが公道を利用する
【現道作業ｽﾍﾟｰｽ・路面覆工下・高架下等の制約】
・現道を利用しての狭隘なﾔｰﾄﾞ内での作業
【近接他工事との制約】
・土取場で土石採取の７社が競合
【その他、社会的条件による制約】
・溶岩源に仮設道路を新設
・迂回路なし

・交通規制を伴う夜間作業 【交通規制】
・公道上で交通整理員を24時間配置しての片側交互通行規制での工事
・資材搬入に際し、片側通行規制
・工事区域内に市道等があり、作業中は交通止め、作業時以外は復旧し供用（日々）
・現道（兼用道路）を交通止めしての資材搬入

・国立公園特別保護地区内 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ等のｶﾞﾗの再利用
・多量の焼却灰の処理
・多量の伐採材の処理

４．社会条
件

①地中障害
物

地下埋設物等の地
中内の作業障害物

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②近接施工工事の影響に配慮
すべき鉄道営業
線・供用中道路・架
空線・建築物等の
近接物

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③騒音・振
動

周辺住民等に対す
る騒音・振動の配
慮

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

④水質汚濁周辺水域環境に対
する水質汚濁の配
慮

・直下流で谷水を生活用水（飲料水含む）に利用して
いる為、水質汚濁には特に配慮
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑤作業用道
路・ヤード

生活道路を利用し
ての資機材搬入等
の工事用道路の制
約、路面覆工下・
高架下等の作業ｽ
ﾍﾟｰｽの制約

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑥現道作業現道上での交通規
制を伴う作業 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの

⑦その他 騒音・振動・水質汚
濁以外の環境対
策、廃棄物処理等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（砂防） 区分：3010

工種： 砂防ダム

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【工事用道路、搬入・搬出に関し工程調整】
・作業用道路が隣接工区と共用するため調整困難
・工事範囲が他工事の作業用道路となるため、他工事との調整
・搬入路を複数工事で利用
・搬入土仮置きﾔｰﾄﾞが他工事と同一箇所。運搬台数の調整必要
【残土等を他工事と相互調整】
・他工事への建設発生土の運搬調整
【その他、関連工事との工程調整】
・土石流危険渓流による他工事との調整
・近隣工事施工者との調整必要
・床固を左右岸で隣接しての施工で工程等調整事項が多い
・他工事との雁排水路工等調整に苦慮
・災害復旧工事が錯綜しており、施工調整が難
・他工区と作業帯離隔に伴う工程調整

５．マネジメ
ント特性

①他工区調
整

隣接工区との工程
調整

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（砂防） 区分：3010

工種： 砂防ダム

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【漁協・農協等との調整】
・沿道住民（漁業関係者）との対応を頻繁に実施
・湧水を利用した耕作者が多いため調整が困難
・周辺が水田地であり沈下等による用・排水の確保に苦慮
・耕作地への取付道路及び集落内の採取土運搬で各種の対応
【近隣住民との調整】
・地元へのﾋﾞﾗや回覧、道路利用者への情報提供など地元調整を実施
・現場見学会、ご意見箱の設置など住民対応に積極的な取り組み必要
・住民への工事現場報告会を実施、沿道への月間工程表の配布及び直接対話
・市街地での沿線住民への対応
・井戸枯れ、排水処理及び振動騒音等の対応において地元調整
・地元から非常に厳しい要望のある中での工事、対応
・災害時における緊急工事に関する沿道・周辺住民への配慮
・振動騒音に対する内容確認と対応
・夜間工事での騒音振動対策（地元説明により夜間作業の理解を得る）
【道路使用者との調整】
・通行規制を伴う為、ﾁﾗｼ作成、立看板を作成し道路利用者に周知
・通学路に当たり、自治体・学校自治会などと協議
・民地出入り口調整、田圃への出入り口調整
・店舗が多く出入り口等の調整が非常に多い
・迂回路設定時における要望等への対応
・生活道路を利用して資機材搬入のための住民対応
・農道を利用して資機材搬入のための住民対応
・歩道切り回し及び出入りに関わる周辺住民対応
・通行止めに伴う自治会の承諾
【その他市民、民間事業者・団体等との調整】
・学識経験者及び自然の会などの意見調整
・旅館利用者、登山者等への配慮が必要
・ﾘｿﾞｰﾄ施設内（ｺﾞﾙﾌ場、ｽｷｰ場、ｷｬﾝﾌﾟ場等）で作業時間等の調整
・隣接の小学校・神社及び樹木の取扱い調整
・温泉所有者との連絡調整あり
・用地買収等での住民対応が必要
・借地等での住民対応が必要
・店舗関係者との調整
・地元自治会、ﾏﾝｼｮﾝ自治会、深夜営業店との対応
・用水路付け替え工事で用水組合との協議
・多数の地権者との境界調整を伴う工事
・官民境界付近の工事であり、調整必要
・水利組合との協議調整
・不法工作物等への対応条件が厳しい

５．マネジメ
ント特性

②住民対応近隣住民との対応 ・困難な住民対応が予測されたが、住民へのｺﾐﾆｭｹｰ
ｼｮﾝ対応が良く、工事の遂行
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

6 / 9 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（砂防） 区分：3010

工種： 砂防ダム

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【ﾗｲﾌﾗｲﾝ協議】
・JR、JH、NTT、電力、ｶﾞｽ、上・下水道、有線放送、国道、市町村道等の管理者との協議
【関連行政機関との協議】
・警察、公安委員会との調整
・国立公園、国有林、県有林、民有保安林が絡む現場で、協議のため関係機関と対応
・環境庁（自然公園法）、文化庁（文化財保護法）との調整
・林野庁、営林署との調整
・森林管理署との調整
・教育委員会との調整
・消防署との協議

５．マネジメ
ント特性

③関係機関
対応

関係行政機関・公
益事業者等との調
整

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

7 / 9 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（砂防） 区分：3010

工種： 砂防ダム

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【工期・工程の社会的制約・要求への対応】
・集中工事期間内での工事のため工期・工程に制約
・5月の連休前供用を図るため、工期を１ヶ月短縮要請
・契約当初より工期・工程条件が厳しい工事条件に対し対応
・内水面漁協からの制約を受け工程厳しい
・ｱﾕ釣り解禁を控え、工程短縮の要請
・7月末までの工期であるが、田植期前までに概成
・用地問題及び変更への対応
・観光地であることから早期完成の要請
【生態系配慮による工程管理への対応】
・猛禽類配慮等による工期の制約
・植樹・植栽期間が制限され工期制約
【厳しい自然条件での工程管理への対応】
・土石流発生の危惧のため出水期までの早期完成
・冬期間における施工のため工程管理上の制約
・施工箇所が山間部で時期的にも気象状況に左右されやすい
【災害への対応】
・緊急災害復旧工事における早期完成
・工事搬入路である公の災害及び通行止めによる工程影響
【工法変更等への対応】
・工法変更に伴う工程調整に困難を要した
・増工、新規工種発生による工程変更が生じた
・変更・一時中止で工程管理への影響に対応
・想定外の地中障害物等への対応により工程管理苦慮
・地質変化等、条件変更に伴う工程の対応
【契約の制約上への対応】
・標準断面契約で工期に制約があるなか対応
・概略発注に伴う設計変更、工程管理
・地質調査、検討、測量、設計が工事に含まれており、工程管理上の制約
・週休二日制ﾓﾃﾞﾙ工事
【他工事等との工程影響への対応】
・先行工事の遅れにより工期の延期及び施工順序の見直しが必要
・他工事（機械工事、電気工事、上屋建築工事、国・市町村発注改修工事等）との工程調整（他工事への影響
・隣接工事との工程調整
・用地買収進捗等の規制
・点在している工区の工程調整
【その他工程影響への対応】
・文化財発掘調査の為に日数を要し、工程管理対応
・暑中及び寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの施工となる箇所があり養生・品質管理重要
・標高が高く、急激な温度等の変化に対する品質管理が必要
・施工試験・配合試験の実施による品質確保の検証
・品質管理法の工夫必要
・中詰土の現場密度管理に充分な注意が必要
・床固及び護岸表面の石張り施工品質管理

５．マネジメ
ント特性

④工程管理工期・工程の制約・
変更への対応（工
法変更等に伴うも
のを含む）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑤品質管理品質管理の煩雑
さ・複雑さ（高い品
質管理精度の要求
等を含む）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（砂防） 区分：3010

工種： 砂防ダム

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【高所作業・危険箇所に対する安全管理】
・土石流危険渓流、地形急峻
・安全協議会を設置し、山体監視、地震計監視、ｻｲﾚﾝ等を共有設置
・雨で発生する泥流・土石流対策
・切土高が高く、作業箇所が狭小であるため、上下作業にならない機械及び作業員の配置
・高さ30mの法面で命綱による危険作業
・切土高が高く地山の崩壊などの安全管理
・狭所作業における重機挟まれに対する安全管理
・緊急災害復旧工事での安全管理
【夜間作業に関する安全管理】
・交通量が多い現道上での夜間作業の安全対策
【潜水・潜函作業等に関する安全管理】
・坑内作業が主であり危険
【厳しい自然条件下での安全管理】
・降雨の中での工事、作業に対して安全管理が特に必要
・崩壊箇所のため、法面の挙動観察等厳しい管理が必要
【現道作業に関する安全管理・第3者への安全配慮】
・急勾配・急ｶｰﾌﾞ区間における車線切り回し施工、安全管理重要
・現道切り回し施工における安全管理
【近接施工・他工区調整に対する安全管理】
・他工事と上下作業になる事から連絡調整必要
・複数の他工区が隣接しているため安全協議会を作り事故防止必要
【有害物質処理に関する安全管理】
・有害特定化学物質の除去作業における安全対策、特別産業廃棄物に準じた安全対策
・災害応急復旧工事
・集中豪雨の復旧工事に迅速に対応
・台風後の応急的工事
・施工内容・ICｶｰﾄﾞ試験ﾌｨｰﾙﾄﾞ
・ﾘｻｲｸﾙﾓﾃﾞﾙ工事の一般公開工事
・建設CALSへの取り組み
・地元住民の多自然型護岸に対する理解を深めるため、「護岸造り（植樹）」ｲﾍﾞﾝﾄを開催
・見学者対応に積極的に協力
・温泉源の温度測定を実施

５．マネジメ
ント特性

⑦その他 災害時の応急復旧
等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑥安全管理高所作業、夜間作
業、潜水作業等の
危険作業

・土石流危険渓流、急峻で崖錐堆積物が多く、崩落
の危険性大
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（砂防） 区分：3020

工種： 流路工

評価Ａ 評価Ｂ
・計画高水流量500m3/s以上 ・計画高水流量200m3/s以上
・表面排水路L=200m程度以上 ・表面排水路L=100m程度以上
・最大勾配50%程度以上 ・急勾配
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・半川締切

・曲率R=20m以下 【複合施工】
・水路+落差工+排水ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ
・ｺﾝｸﾘｰﾄ+吹付法枠+ｱﾝｶｰ
・水路+落差工
・転石積護岸により不規則な形状を創出
・曲線部の施工あり
・本体が階段式

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・無人化施工技術 ・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・自然石の使用

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・魚道工の構造について提案

以下「砂防ダム」参照

評価対象事項
（代表的事項）

小項目大項目
具体的事例

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

１．構造物
条件

２．技術特
性

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（砂防） 区分：3030

工種： 斜面対策

評価Ａ 評価Ｂ
・幅50m以上かつ長さ150m以上 ・幅30m以上かつ長さ100m以上
・表面排水路L=1,000m程度以上 ・急勾配10%程度以上
・最大勾配50%程度以上
・深礎工の設置（直径6m以上、深さ20m以上）
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
・曲率R=20m程度以下 【複合施工】

・集水井+集水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ+排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ+ｱﾝｶｰ
・転石積護岸により不規則な形状を創出
・曲率R=150m程度以下

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・坑壁土留を逆巻工法で施工、杭の偏心量を150mm
以下に管理

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

・ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝの使用
・深礎工の採用

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「砂防ダム」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・集水井　井深15m以上

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（砂防） 区分：3040

工種： 急傾斜地崩壊対策

評価Ａ 評価Ｂ
【法面工事等】
道路事業の斜面安定・法面工を参照

【擁壁工】
道路事業の擁壁工を参照

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

②その他 施工方法に関する
技術提案等

以下「砂防ダム」参照

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（砂防） 区分：3050

工種： 砂防維持管理

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・緊急性があるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・既設構造物基礎部に間詰めｺﾝｸﾘｰﾄを施工する必
要があるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「砂防ダム」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

1 / 1 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（砂防） 区分：3060

工種： 治山ダム

評価Ａ 評価Ｂ
・ﾀﾞﾑの高さ10m以上 ・ﾀﾞﾑの高さ8m以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・資材運搬路L=30m以上

【特に複雑な複合施工】 【複雑な複合施工】
・重力式でﾀﾞﾑ軸がｱｰﾁ ・ｺﾝｸﾘｰﾄ+工事用道路
・ｱｰﾁ式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ ・ｺﾝｸﾘｰﾄ+護岸工+流路工

・鋼製ﾀﾞﾑ
・ｽﾘｯﾄ式ﾀﾞﾑ
・木製構造物ﾀﾞﾑ

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・国立公園内の工事で植生復元可能な補強土壁を施工

・無人化施工技術 ・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・特殊な基礎処理が必要な場合 ・ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ使用
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・自然石（現場発生）利用の転石張工の護岸工

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・擬岩工ﾊﾟﾈﾙ及び転石積併用

以下「砂防ダム」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（砂防） 区分：3070

工種： 山腹工

評価Ａ 評価Ｂ
・山腹工事面積0.10ha以上 ・山腹工事面積0.05ha以上

・最大勾配45度程度以上
・土留工3基以上の施工

【複合施工】
・土留工+水路工+暗渠工+緑化工

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ使用
・自然石（現場発生）利用の転石張工の護岸工

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「砂防ダム」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（ﾀﾞﾑ） 区分：4011

工種： 重力式ダム

評価Ａ 評価Ｂ
・ﾀﾞﾑ高150m以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・材料運搬・計量・混練・品質管理等に関し、特殊・高度技術
・ﾏｽｺﾝの熱ひび割れ制御、ﾌﾟﾚｸｰﾘﾝｸﾞ等
・ﾀﾞﾑ用ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材製作の歩留まり率の向上、廃棄岩の有効活用
・遮水ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞの品質制御・遮水効果計測技術に関し、特殊・高度技術
・ﾀﾞﾑ用高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ
・CSG工法
・堤内構造物にﾌﾟﾚｷｬｽﾄ部材の活用
・地山－ﾀﾞﾑ堤体連成系の安定性に関し、高度な解析技術
・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

具体的事例
小項目大項目

評価対象事項
（代表的事項）

１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・ﾀﾞﾑ高100m以上

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（ﾀﾞﾑ） 区分：4011

工種： 重力式ダム

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・掘削による湧水多量
・過去の土石流堆積地で湧水多い
・床堀掘削面の地層変化点からの湧水に苦慮
・掘削中湧水量が多く、施工時ﾎﾟﾝﾌﾟ排水を実施
・床堀時の湧水量が多く、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設完了まで常時ﾎﾟﾝﾌﾟ排水を実施

・地盤の支持力不足により、構造変更を余儀なくされ ・不均質な基礎地盤
・ｽﾚｰｷﾝｸﾞの著しい軟岩
・限界圧の低い軟岩
・幅5m程度以上の大規模断層・破砕帯が基礎に分布する
・ﾙｼﾞｵﾝ値50程度以上の高透水ｿﾞｰﾝが分布する
・厚い砂礫層が分布する
・土石流の危険がある渓流で降雨時に土砂流出あり
・急峻な地形、一部で崩壊あり。支持地盤は岩盤で、一部に弱層あり
・崖錐堆積物があり、崩れ易い地形での作業
・湖岸の急峻な法面で施工区間も20～30mと短く作業ｽﾍﾟｰｽに制約
・施工箇所の大部分が、ﾀﾞﾑ湖周辺の急勾配の斜面
・法面が急峻で掘削しながらの整形
・仮置きする場所がない
・貯水池上の取水塔内での作業
【降雨・出水の影響予測、対応】
・降雨による出水の影響大、仮締切、水替に工夫
・土石流流下区間で、わずかな降雨で土砂流出
・土石流の危険がある渓流。集中豪雨による河床洗堀を受ける
・土石流の危険がある地区内での出水対応
・出水対応、土石流対応
・工期内で出水によるﾀﾞﾑ水位変動の中で工事を完了した
・出水によるﾀﾞﾑ水位の変動により、作業期間に制約がある
【雪・気温の影響予測、対応】
・厳寒期でのｺﾝｸﾘｰﾄ打設
・冬期の施工があり、工程等に制約あり
・緊急工事の為豪雪地域で通年施工
・天然記念物、貴重動植物への配慮
・夜間施工

３．自然条
件

①湧水・地
下水

湧水の発生、掘削
作業等に対する地
下水位の影響等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②軟弱地盤支持地盤の状況
・土石流の危険がある渓流、地形急峻で安全管理等
の対応で工事困難
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③作業用道
路・ヤード

河川内・急峻な地
形条件下等、工事
用道路・作業ｽﾍﾟｰ
ｽ等の制約

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

④気象 雨・雪・風・気温等
の影響

・土石流の危険がある渓流、地形急峻で安全管理等
の対応で工事困難
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑤その他 地すべり等の地質
条件、急流河川に
おける水流、動植
物等に対する配慮

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（ﾀﾞﾑ） 区分：4011

工種： 重力式ダム

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・搬入路の一部に給湯管が埋設
・工事用道路に送水管の埋設あり
【他工事との近接施工】
・連続する護岸工事あり
・複数の工事が近接施工
・仮設道路を使用する複数の別件の工事あり

・工事用道路が住宅地の狭い道を通る
・集落内を徐行運転する必要があった
・温泉源、送水管への影響配慮
・周辺住民に対する騒音振動に配慮
・濁水等漁協への配慮が必要
・下流付近にやまめの養殖場があり、床堀、生ｺﾝ打設等の施工時には配慮
・沢水を農業用水に利用しているため、濁水対策が必要
・下流に上水水源があり、水質汚濁防止策を実施
・下流部の旅館、釣り客に配慮し、沈殿池を設置
・中和設備（ｸﾞﾗｳﾄ材）を設置
【生活道路等利用の制約】
・一般道路（1車線）を利用しての土砂運搬
・交互通行の不可能な狭い道を利用しての資材運搬
・運搬道路が狭く長いので待避所を設けたり、無線連絡をとりつつ地元車優先で対応
・生活観光道路としての通路を確保しての作業
・工事用道路が住宅地の狭い道を通る
・土砂搬出のための大量のﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸが公道を利用する
【現道作業ｽﾍﾟｰｽ・路面覆工下・高架下等の制約】
・現道を利用しての狭隘なﾔｰﾄﾞ内での作業
【近接他工事との制約】
・土取場で土石採取の複数の会社が競合
【その他、社会的条件による制約】
・溶岩源に仮設道路を新設
・迂回路なし

・交通規制を伴う夜間作業 ・公道上で交通整理員を24時間配置しての片側交互通行規制での工事
・資材搬入に際し、片側通行規制
・工事区域内に公道があり、作業中は通行止め、作業時以外は交互通行規制での工事
・現道（兼用道路）を交通止めしての資材搬入

・国立公園特別保護地区内 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ等のｶﾞﾗの再利用
・多量の焼却灰の処理
・多量の伐採材の処理

４．社会条
件

①地中障害
物

地下埋設物等の地
中内の作業障害物

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②近接施工工事の影響に配慮
すべき鉄道営業
線・供用中道路・架
空線・建築物等の
近接物

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③騒音・振
動

周辺住民等に対す
る騒音・振動の配
慮

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

④水質汚濁周辺水域環境に対
する水質汚濁の配
慮

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑤作業用道
路・ヤード

生活道路を利用し
ての資機材搬入等
の工事用道路の制
約、路面覆工下・
高架下等の作業ｽ
ﾍﾟｰｽの制約

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑥現道作業現道上での交通規
制を伴う作業 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの

⑦その他 騒音・振動・水質汚
濁以外の環境対
策、廃棄物処理等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（ﾀﾞﾑ） 区分：4011

工種： 重力式ダム

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【工事用道路、搬入・搬出に関し工程調整】
・作業用道路が隣接工区と共用するため調整困難
・工事範囲が他工事の作業用道路となるため、他工事との調整
・搬入路を複数工事で利用
・搬入土仮置きﾔｰﾄﾞが他工事と同一箇所。運搬台数の調整必要
【残土等を他工事と相互調整】
・他工事への建設発生土の運搬調整
【その他、関連工事との工程調整】
・土石流の危険がある渓流による他工事との調整
・近接の工事施工者との調整必要
・床固を左右岸で隣接しての施工で工程等調整事項が多い
・他工事との仮排水路工等調整に苦慮
・災害復旧工事が錯綜しており、施工調整が難
・他工区と作業帯離隔に伴う工程調整

５．マネジメ
ント特性

①他工区調
整

隣接工区との工程
調整

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

4 / 8 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（ﾀﾞﾑ） 区分：4011

工種： 重力式ダム

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【漁協・農協等との調整】
・沿道住民（漁業関係者）との対応を頻繁に実施
・湧水を利用した耕作者が多いため調整が困難
・周辺が水田地であり沈下等による用・排水の確保に苦慮
・耕作地への取付道路及び集落内の採取土運搬で各種の対応
【近隣住民との調整】
・地元へのﾋﾞﾗや回覧、道路利用者への情報提供など地元調整を実施
・現場見学会、ご意見箱の設置など住民対応に積極的な取り組み必要
・住民への工事現場報告会を実施、沿道への月間工程表の配布及び直接対話
・市街地での沿線住民への対応
・井戸枯れ、排水処理及び振動騒音等の対応において地元調整
・地元から非常に厳しい要望のある中での工事、対応
・災害時における緊急工事に関する沿道・周辺住民への配慮
・振動騒音に対する内容確認と対応
・夜間工事での騒音振動対策（地元説明により夜間作業の理解を得る）
【道路使用者との調整】
・通行規制を伴う為、ﾁﾗｼ作成、立看板を作成し道路利用者に周知
・通学路に当たり、自治体・学校自治会などと協議
・民地出入り口調整、田圃への出入り口調整
・店舗が多く出入り口等の調整が非常に多い
・迂回路設定時における要望等への対応
・生活道路を利用して資機材搬入のための住民対応
・農道を利用して資機材搬入のための住民対応
・歩道切り回し及び出入りに関わる周辺住民対応
・通行止めに伴う自治会の承諾
【その他市民、民間事業者・団体等との調整】
・学識経験者及び自然の会などの意見調整
・旅館利用者、登山者等への配慮が必要
・ﾘｿﾞｰﾄ施設内（ｺﾞﾙﾌ場、ｽｷｰ場、ｷｬﾝﾌﾟ場等）で作業時間等の調整
・隣接の小学校・神社及び樹木の取扱い調整
・温泉所有者との連絡調整あり
・用地買収等での住民対応が必要
・借地等での住民対応が必要
・店舗関係者との調整
・地元自治会、ﾏﾝｼｮﾝ自治会、深夜営業店との対応
・用水路付け替え工事で用水組合との協議
・多数の地権者との境界調整を伴う工事
・官民境界付近の工事であり、調整必要
・水利組合との協議調整

５．マネジメ
ント特性

②住民対応近隣住民との対応 ・困難な住民対応が予測されたが、住民へのｺﾐﾆｭｹｰ
ｼｮﾝ対応が良く、工事の遂行
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

5 / 8 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（ﾀﾞﾑ） 区分：4011

工種： 重力式ダム

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【ﾗｲﾌﾗｲﾝ協議】
・JR、JH、NTT、電力、ｶﾞｽ、上・下水道、有線放送、国道、市町村道等の管理者との協議
【関連行政機関との協議】
・警察、公安委員会との調整
・国立公園、国有林、県有林、民有保安林が絡む現場で、協議のため関係機関と対応
・環境庁（自然公園法）、文化庁（文化財保護法）との調整
・林野庁、営林署との調整
・森林管理署との調整
・教育委員会との調整
・消防署との協議

５．マネジメ
ント特性

③関係機関
対応

関係行政機関・公
益事業者等との調
整

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

6 / 8 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（ﾀﾞﾑ） 区分：4011

工種： 重力式ダム

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【工期・工程の社会的制約・要求への対応】
・集中工事期間内での工事のため工期・工程に制約
・5月の連休前供用を図るため、工期を１ヶ月短縮要請
・契約当初より工期・工程条件が厳しい工事条件に対し対応
・内水面漁協からの制約を受け工程厳しい
・ｱﾕ釣り解禁を控え、工程短縮の要請
・7月末までの工期であるが、田植期前までに概成
・用地問題及び変更への対応
・観光地であることから早期完成の要請
【生態系配慮による工程管理への対応】
・猛禽類配慮等による工期の制約
・植樹・植栽期間が制限され工期制約
【厳しい自然条件での工程管理への対応】
・土石流発生の危惧のため出水期までの早期完成
・冬期間における施工のため工程管理上の制約
・施工箇所が山間部で時期的にも気象状況に左右されやすい
【災害への対応】
・緊急災害復旧工事における早期完成
・工事搬入路である道の災害及び通行止めによる工程影響
【工法変更等への対応】
・工法変更に伴う工程調整に困難を要した
・増工、新規工種発生による工程変更が生じた
・変更・一時中止で工程管理への影響に対応
・想定外の地中障害物等への対応により工程管理苦慮
・地質変化等、条件変更に伴う工程の対応
【契約の制約上への対応】
・標準断面契約で工期に制約があるなか対応
・概略発注に伴う設計変更、工程管理
・地質調査、検討、測量、設計が工事に含まれており、工程管理上の制約
・週休二日制ﾓﾃﾞﾙ工事
【他工事等との工程影響への対応】
・先行工事の遅れにより工期の延期及び施工順序の見直しが必要
・他工事（機械工事、電気工事、上屋建築工事、国・市町村発注改修工事等）との工程調整（他工事への影響
・隣接工事との工程調整
・用地買収進捗等の規制
・点在している工区の工程調整
【その他工程影響への対応】
・文化財発掘調査の為に日数を要し、工程管理対応
・暑中及び寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの施工となる箇所があり養生・品質管理重要
・標高が高く、急激な温度等の変化に対する品質管理が必要
・施工試験・配合試験の実施による品質確保の検証
・品質管理法の工夫必要
・中詰土の現場密度管理に充分な注意が必要
・床固及び護岸表面の石張り施工品質管理
・仮排水ﾄﾝﾈﾙ閉塞工のｸﾞﾗｳﾄの品質管理、濁水処理水の放流濁度管理実施

５．マネジメ
ント特性

④工程管理工期・工程の制約・
変更への対応（工
法変更等に伴うも
のを含む）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑤品質管理品質管理の煩雑
さ・複雑さ（高い品
質管理精度の要求
等を含む）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

7 / 8 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（ﾀﾞﾑ） 区分：4011

工種： 重力式ダム

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【高所作業・危険箇所に対する安全管理】
・土石流危険渓流、地形急峻
・安全協議会を設置し、山体監視、地震計監視、ｻｲﾚﾝ等を共有設置
・小雨で発生する泥流・土石流対策
・切土高が高く、作業箇所が狭小であるため、上下作業にならない機械及び作業員の配置
・高さ30mの法面で命綱による危険作業
・切土高が高く地山の崩壊などの安全管理
・狭所作業における重機挟まれに対する安全管理
・緊急災害復旧工事での安全管理
【夜間作業に関する安全管理】
・交通量が多い現道上での夜間作業の安全対策
【潜水・潜函作業等に関する安全管理】
・坑内作業が主であり危険
【厳しい自然条件下での安全管理】
・降雨の中での工事、作業に対して安全管理が特に必要
・崩壊箇所のため、法面の挙動観察等厳しい管理が必要
【現道作業に関する安全管理・第3者への安全配慮】
・急勾配・急ｶｰﾌﾞ区間における車線切り回し施工、安全管理重要
・現道切り回し施工における安全管理
【近接施工・他工区調整に対する安全管理】
・他工事と上下作業になる事から連絡調整必要
・複数の他工区が隣接しているため安全協議会を作り事故防止必要
【有害物質処理に関する安全管理】
・有害特定化学物質の除去作業における安全対策、特別産業廃棄物に準じた安全対策
・災害応急復旧工事
・集中豪雨の復旧工事に迅速に対応
・台風後の応急的工事
・施工内容・ICｶｰﾄﾞ試験ﾌｨｰﾙﾄﾞ
・ﾘｻｲｸﾙﾓﾃﾞﾙ工事の一般公開工事
・建設CALSへの取り組み
・地元住民の多自然型護岸に対する理解を深めるため、「護岸造り（植樹）」ｲﾍﾞﾝﾄを開催
・見学者対応に積極的に協力
・温泉源の温度測定を実施

５．マネジメ
ント特性

⑦その他 災害時の応急復旧
等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑥安全管理高所作業、夜間作
業、潜水作業等の
危険作業

・土石流危険渓流、急峻で崖錐堆積物が多く、崩落
の危険性大
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

8 / 8 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（ﾀﾞﾑ） 区分：4012

工種： アーチ式ダム

評価Ａ 評価Ｂ
・ﾀﾞﾑ高100m以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・材料運搬・計量・混練・品質管理等に関し、特殊・高度技術
・ﾏｽｺﾝの熱ひび割れ制御、ﾌﾟﾚｸｰﾘﾝｸﾞ等
・ﾀﾞﾑ用ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材製作の歩留まり率の向上、廃棄岩の有効活用
・遮水ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞの品質制御・遮水効果計測技術に関し、特殊・高度技術
・ﾀﾞﾑ用高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ
・堤内構造物にﾌﾟﾚｷｬｽﾄ部材の活用
・地山－ﾀﾞﾑ堤体連成系の安定性に関し、高度な解析技術
・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「重力式ダム」参照

評価対象事項
（代表的事項）

小項目大項目
具体的事例

１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・ﾀﾞﾑ高50m以上

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

1 / 1 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（ﾀﾞﾑ） 区分：4013

工種： ロックフィルダム

評価Ａ 評価Ｂ
・ﾀﾞﾑ高150m以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・材料運搬・計量・混練・品質管理等に関し、特殊・高度技術
・ﾊﾞﾗﾂｷが大きい盛立材料、従来不良とされた盛立材料の活用
・ｱｽﾌｧﾙﾄ等の土質以外の遮水壁を採用
・GPS利用の転圧管理
・遮水ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞの品質制御・遮水効果計測技術に関し、特殊・高度技術
・堤内構造物にﾌﾟﾚｷｬｽﾄ部材の活用
・地山－ﾀﾞﾑ堤体連成系の安定性に関し、高度な解析技術
・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「重力式ダム」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・ﾀﾞﾑ高100m以上

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

1 / 1 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（ﾀﾞﾑ） 区分：4014

工種： アースダム

評価Ａ 評価Ｂ
・ﾀﾞﾑ高30m以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・材料運搬・計量・混練・品質管理等に関し、特殊・高度技術
・ﾊﾞﾗﾂｷが大きい盛立材料、従来不良とされた盛立材料の活用
・GPS利用の転圧管理
・遮水ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞの品質制御・遮水効果計測技術に関し、特殊・高度技術
・堤内構造物にﾌﾟﾚｷｬｽﾄ部材の活用
・地山－ﾀﾞﾑ堤体連成系の安定性に関し、高度な解析技術
・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「重力式ダム」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

２．技術特
性

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・ﾀﾞﾑ高20m以上

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

1 / 1 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（ﾀﾞﾑ） 区分：4015

工種： 表面遮水壁フィルダム

評価Ａ 評価Ｂ
・ﾀﾞﾑ高70m以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・材料運搬・計量・混練・品質管理等に関し、特殊・高度技術
・ｱｽﾌｧﾙﾄ等の土質以外の遮水壁を採用
・ﾊﾞﾗﾂｷが大きい盛立材料、従来不良とされた盛立材料の活用
・GPS利用の転圧管理
・遮水ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞの品質制御・遮水効果計測技術に関し、特殊・高度技術
・堤内構造物にﾌﾟﾚｷｬｽﾄ部材の活用
・地山－ﾀﾞﾑ堤体連成系の安定性に関し、高度な解析技術
・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「重力式ダム」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・ﾀﾞﾑ高50m以上

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

1 / 1 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（ﾀﾞﾑ） 区分：4016

工種： 複合ダム

評価Ａ 評価Ｂ
・ﾀﾞﾑ高70m以上 ・ﾀﾞﾑ高50m以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・材料運搬・計量・混練・品質管理等に関し、特殊・高度技術
・ﾏｽｺﾝの熱ひび割れ制御、ﾌﾟﾚｸｰﾘﾝｸﾞ等
・ｱｽﾌｧﾙﾄ等の土質以外の遮水壁を採用
・ﾊﾞﾗﾂｷが大きい盛立材料、従来不良とされた盛立材料の活用
・GPS利用の転圧管理
・ﾀﾞﾑ用高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ
・CSG工法
・遮水ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞの品質制御・遮水効果計測技術に関し、特殊・高度技術
・堤内構造物にﾌﾟﾚｷｬｽﾄ部材の活用
・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「重力式ダム」参照

評価対象事項
（代表的事項）

小項目大項目
具体的事例

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

1 / 1 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（ﾀﾞﾑ） 区分：4017

工種： ダム維持管理

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ堤体部における作業構台の撤去工事

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

・ﾀﾞﾑ湖に漂流する流木の集積及び拾い上げ方法など技術提案
・ﾀﾞﾑ湖の浚渫土砂処理・有効利用に関する技術提案
・ﾀﾞﾑ湖水質改善等に関する技術提案

以下「重力式ダム」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

１．構造物
条件

２．技術特
性

②その他 施工方法に関する
技術提案等
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：1061､2014､5011

工種： 山岳トンネル

評価Ａ 評価Ｂ
・内空平均面積100m2以上
・片押し掘削延長3,000m以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
・土被りが1D程度以下 ・斜坑
・超扁平大断面掘削 ・立坑
・在来ﾄﾝﾈﾙに近接施工し、眼鏡ﾄﾝﾈﾙを施工
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
・河底
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
・断層破砕帯で大量の湧水が発生し、対策が困難 ・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

・小段層劣化帯の掘進にあたりFIT工法を採択
・地山を先行補強する長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ工法、ﾊﾟｲﾌﾟﾙｰﾌ工法

・膨張性が著しい地山で変状対策が困難 ・市街地や近接物との関係で火薬掘削ができなく、かつﾌﾛｰﾀﾞｰﾍｯﾄﾞの使用も制限がある場合
・活線拡幅工
・出水対策工の施工
・側壁導坑、底設導坑の施工

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾌｧｲﾊﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄによる鉄筋の省略、工期短縮

具体的事例
小項目大項目

評価対象事項
（代表的事項）

１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

・内空平均面積80m2以上

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・R=70m程度の曲線施工

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・既設ﾄﾝﾈﾙ覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ裏面空洞対策工

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等 ・高い地熱、温泉、有毒ｶﾞｽ等がある地山で対策が困

難

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：1061､2014､5011

工種： 山岳トンネル

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【湧水・地下水により工事遂行への影響を事前予測】
・既存の沢を分断するため井戸枯れ及び防災対策に配慮
・地下水位が高く、湧水が多量に発生したが、施工段階にｱｲﾃﾞｱを取り入れるなど苦心した
・地下水位が高い、地表面下1m
・函渠工が半地下構造のため、地下水対策が必要
【湧水・地下水の影響が発生】
・BOX端から湧水
・法面の一部に湧水あり
・床堀時に近接河川より流入水あり
・河川の流入水多し
・河川内の工事のため湧水が多い
・積雪期であり、常に湧水が生じている
【湧水・地下水の影響により、何らかの対策実施】
・盛土部に湧水があり、地下排水で対応
・切土面に湧水が発生し、対策工法により施工
・被圧水による掘下げ、安全施工（被圧観測）
・地下水位が高く止水薬注を実施
・河道からの湧水を大型土のうによる法面安定対策、水替工で対処
・地下水位が高く、締切工、水替工で対応
・工事用道路設置場所は湧水が多く、地下排水管、既設水路の暗渠排水管設置が必要
・周辺井戸の地下水低下により、仮設による水道を設置
・河床掘削での湧水・洪水対策
・水替をしながらの施工
・地下水が高く簡易ｳｴﾙで処理
・湧水による岩盤崩落対策

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①湧水・地
下水

湧水の発生、掘削
作業等に対する地
下水位の影響等

３．自然条
件
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：1061､2014､5011

工種： 山岳トンネル

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・超軟弱地盤処理（ﾍﾄﾞﾛ等） 【軟弱地盤により工事遂行への影響を事前予測】
・軟弱地盤上での重機械施工のため対策が必要
・盤ﾌﾞｸﾚの検討及び計測管理による施工
・N値10以下、軟弱層15m程度
・一帯は干拓地内であり盛土施工に注意を要する
・ゆるい砂層の上に泥土が堆積
・水田跡で表層に腐植土層が介在
・不良（泥土qc=2kg/cm2以下）
・軟弱地盤箇所のため、下部工及びﾎﾞｯｸｽの挙動を細かく監視しながらの施工
・周辺部への影響が懸念されるため掘削勾配変更
・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ施工、軟弱地盤上での盛土に際し、沈下観測しながらの施工
【軟弱地盤の影響により、何らかの対策実施】
・転石層があり杭打ち施工が困難
・軟弱地盤地区であり沈下が激しい。計画高及び排水設計の見直し
・切土法面に及ぼす節理面対策
・盛土部の現況地盤に軟弱層があり地盤改良を追加施工
・軟弱地盤箇所で緩速施工
・CBRが1以下で路床改良あり。施工時は鉄板を使用
・地山含水比が70%あり、設計CBRも1以下でﾊﾞｯｷしながらの盛土施工
・薬液注入工法による地盤改良を実施した
・径が1m以上の転石が多く基礎工（PCｳｴﾙ）に苦慮
・軟弱地盤地区による地盤改良及び仮設物の変位監視
・軟弱地盤上での重機械施工のため対策が必要

②軟弱地盤支持地盤の状況
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

３．自然条
件
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：1061､2014､5011

工種： 山岳トンネル

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【河川内施工】
・河川の狭隘な施工ﾔｰﾄﾞ
・河川敷内での施工
・河川内作業で工事用搬入路等の制約大
・河川内に支保工の支柱を建柱
・河川内での工事、桟橋設置～作業ｽﾍﾟｰｽの制約
・河川内で作業が台船からの水中作業
・河川内のため仮桟橋、築島にて作業
・ﾀﾞﾑｻｲﾄ下流の急傾斜地帯、ﾀﾞﾑ湖内作業
・池の中に仮桟橋を設置
【地形的な制約下での施工（足場・作業ｽﾍﾟｰｽ）】
・急峻な地形かつ狭隘な施工ﾔｰﾄﾞ
・擁壁と斜面に囲まれた狭隘な作業場
・崩壊土上での作業となり作業ｽﾍﾟｰｽの確保が必要
・急峻山地のため、片押し施工
・現道と急峻な山斜面の間での作業でありｽﾍﾟｰｽの制約あり
・施工上部がｽｷｰ場、下部が現道であり施工ﾔｰﾄﾞが狭小
・山岳部の作業道路（1車線）で急勾配で平面線形も悪い
・路面高約20mの傾斜地での施工
・急斜面での作業足場の設置及び施工
・急峻な地形での作業構台の製作
・急峻な地形で施工ﾔｰﾄﾞが少ない中、鉄塔設備及びｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ設備を設置し施工
・最大勾配50゜での抑止杭施工
・現道工事のため、車上ﾌﾟﾗﾝﾄで施工。また重機の日々回送を実施
・高所における法面対策
・急峻かつ狭隘な作業ﾔｰﾄﾞでの露出岩撤去
・現道を規制しての基礎杭施工で、機械のｽﾍﾟｰｽがなく困難な作業
・急峻な地形上への支保工設置
【工事用道路の確保】
・急峻な山地斜面に工事用道路を施工
・作業用道路の最大勾配が20%と急峻
・作業箇所狭小、工事用道路最大勾配30度
・十分な作業用道路が確保できないため、ｸﾛｰﾗﾀﾞﾝﾌﾟの使用、ﾊﾞｯｸﾎｰによる土砂盛り替え
・急峻な地形条件での工事用道路の構築、作業ｽﾍﾟｰｽの制約
・急峻な地形上への支保工設置
【資材運搬、仮置場の地形的制約】
・急斜面人力運搬
・施工場所が斜面の70mより上にあり材料、機械の搬入にﾓﾉﾚｰﾙにより搬入
・進入路が斜度約30度の急勾配で延長が長く、特装車でしか資材搬入ができない
・桁製作ﾔｰﾄﾞが狭く仮置きできない

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③作業用道
路・ヤード

河川内・急峻な地
形条件下等、工事
用道路・作業ス
ペース等の制約

・急峻な地形条件（高低差30m、地山斜面勾配45度
等）、かつ土運搬及び資材運搬は全て特装運搬車

３．自然条
件
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：1061､2014､5011

工種： 山岳トンネル

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・厳冬期夜間施工 【降雨・出水の影響予測、対応】
・出水による工事の影響が懸念
・河川の増水による工事への影響が懸念
・小雨でも出水の可能性あり
・降雨時の場合、工事現場内へ洪水流入の懸念あり
・出水時対応に特に配慮
・雨天のため、工事区間が長く盛土法面管理に苦労
・出水時に河川付替工事の制約
・大雨や台風による異常出水時に臨機の対応
【雪・気温の影響予測、対応】
・暑中ｺﾝｸﾘｰﾄの上、川風が特に強く、収縮ｸﾗｯｸへの影響大
・厳冬期の工事
・降積雪期の施工
・冬期施工で、日々除雪による施工が必要
・日時場所を問わず緊急な凍結融氷・除雪作業が多数ある
・豪雪地降積雪期間も作業
・冬期間の施工で、工程等に制約あり
・降雪の影響を受けるため、一部早期完成が望まれた
・交通開放温度に苦慮
【風の影響予測、対応】
・ｸﾚｰﾝ作業等に風の影響を受ける
・強風、降灰、日照時間が短く、作業への影響

・工事用道路改築で山斜面に転石が多く除去が困難 【その他自然条件の影響】
・本川の為出水時の流量は多い
・急流河川内で水流の影響を受ける

・酸欠・硫化水素に対する防護・対策 ・大雨によりﾄﾝﾈﾙ坑口でゆるみ、法崩れ発生、早急な対応策の検討を求めた
・風化が著しく不安定な法面、浮岩多数あり
・起点側が地滑り地形
・岩盤崩落危険箇所での工事
・施工箇所が数ヶ所に分散
・基礎杭立て込み中にﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝが転石にかかり苦慮
・地山条件により逆巻き施工
・排水流域が工区内で分水嶺となっており、工事中及び完成後の排水系統に配慮を要す
・自然法面で凸凹が激しい
・岩盤がｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞしている
・法面が起伏に富み施工困難
・ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞした法面の転石処理を実施
【動植物への配慮】
・天然記念物、貴重動植物への配慮
・周辺に希少ﾜｼﾀｶ類が生息
・貴重な水性植物ｱｻｻﾞが周辺に生息

④気象 雨・雪・風・気温等
の影響 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの

⑤その他 地すべり等の地質
条件、急流河川に
おける水流、動植
物等に対する配慮
等

・ﾄﾝﾈﾙ坑口直上斜面での施工で特に落石に注意を
要す

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

３．自然条
件
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：1061､2014､5011

工種： 山岳トンネル

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・不発弾調査、処理の実施 ・不発弾の調査を実施
・埋設物調査の実施
・ｶﾞｽ管、NTT、水道、下水道の埋設物あり、移設に苦慮
・水道、NTT管等が近くに埋設されておりそれを確認しながらの施工
・埋設されているJR信号ｹｰﾌﾞﾙ
・施工箇所に地下埋設物（水道管等）があり、施工時には保護を行い処理
・占用物件、横断構造物等、事前の調査と対応した工法が重要
・地下駐車場あり
・既設水道送水管を通水させながらのｻｲﾌｫﾝBOXの施工
・ｺﾝｸﾘｰﾄ殻等あり
・路盤に鉱滓があり掘削に苦慮
・矢板施工中、流木と干渉
【鉄道営業線との近接施工】
・JR近接施工
・工事対象の複数の橋梁下に営業鉄道線、供用中道路
・法面工において高架下の作業
【供用中道路との近接施工】
・高速自動車道供用区間の直下工事
・工事区間内に高速道のｲﾝﾀｰあり
【架空線との近接施工】
・現道脇で電柱・架空線の移設が伴う工事であった
・斜面上部に高圧線鉄塔があり、法面対策工に慎重を要した
・（送電・通信）架空線越しの落石防止工作業
【建築物との近接施工】
・住宅近接（人家密集）
・民家などの建築物連担地区での側溝工事
・病院に隣接した工事
・会社・住宅が近接、工事施工中数回の調査
【他工事との近接施工】
・他工事と競合する部分の多い工事
・一部区間で他工事と重複
【その他近接施工】
・橋と橋の間に構造物を作る作業、重機等の作業に苦心
・周辺住民に対する騒音・振動の配慮
・DID区域内の施工
・ﾏﾝｼｮﾝ近接
・病院に隣接した工事、極力騒音振動を出さないように配慮
・ﾎﾃﾙ近接
・料理旅館に近接
・養鶏場あり
・周辺精密機器工場隣接
・住宅商業地の中での工事
・騒音振動対策のため特殊工法を採用の必要
・低騒音、低振動機種での施工
・夜間工事の為、特に注意が必要
・夜間工事が主であるため、低騒音機械を多用し、作業用照明の投射角度等に気をくばった

・占用物件（水道、ｶﾞｽ、下水、NTT、電気）の吊り防
護及び日々の計測
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②近接施工工事の影響に配慮
すべき鉄道営業
線・供用中道路・架
空線・建築物等の
近接物

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①地中障害
物

地下埋設物等の地
中内の作業障害物

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③騒音・振
動

周辺住民等に対す
る騒音・振動の配
慮

４．社会条
件
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：1061､2014､5011

工種： 山岳トンネル

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【漁協との調整】
・内水面漁協から濁水処理について注文あり
・河川内工事であり、鮎等に対しての配慮必要
【水利施設との調整】
・下流に浄水場があり、濁水防止対策に配慮が必要
・施工区域周辺に多数井戸があるため事前及び事後調査を行った
・河床掘削による井戸枯れのため仮設上水道設置
・下流にため池があり、濁水対策が必要だった
・公共下水の水質基準を守るため水質管理を実施
【その他汚濁防止】
・ﾎﾀﾙの生息する川の水質保全に配慮し濁水処理
・地盤改良（CDM）施工に伴う周辺地下水への影響
・改良材（ｾﾒﾝﾄ系固化材）による河川の水質汚濁の配慮
・薬剤を使用した止水工法のため排水の水質管理が必要
・出水時の盛土工事に濁水対策に配慮
・水質汚濁対策として、河川の付替えを実施
・場所打杭の施工でPH調整の濁水処理を行った
・ｼﾙﾄﾌｪﾝｽ設置
・水質汚濁、防塵処理を兼ねた洗車設備を設置（排水流末に地元漁協、天然記念物湿地植物群生地あり）

④水質汚濁周辺水域環境に対
する水質汚濁の配
慮

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

４．社会条
件
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：1061､2014､5011

工種： 山岳トンネル

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【生活道路等利用の制約】
・生活道を車両通行止めしての工事で、資材搬入に際し車両制約
・生活道路を利用しての工事用資機材搬入
・通学路など生活道路の一時通行止
・堤防天端は兼用道路、交通量も多く工事施工に制約あり
・民地と出入り口供用
・幹線道路を遮断し進入路を確保
・資材置場等に民地借地が必要
・家屋近接のため資機材搬入等の工事用道路、作業ｽﾍﾟｰｽに制約
【現道・路面覆工下・高架下等の作業ｽﾍﾟｰｽ制約】
・現道を利用しての狭隘なﾔｰﾄﾞ内での作業
・中央分離帯内の狭隘なﾔｰﾄﾞ内での作業
・路面覆工下で作業ｽﾍﾟｰｽに制約
・JR橋梁下で作業ｽﾍﾟｰｽの制約
・JR踏切付近の作業ｽﾍﾟｰｽ制約
・橋梁上の作業ｽﾍﾟｰｽの制約
・高圧線下の仮締切矢板作業あり
・水管橋が上空にあり
・交差点内での施工
・ﾄﾝﾈﾙ内の作業であり、作業ﾔｰﾄﾞの確保が困難
【近接他工事との制約】
・同一掘削範囲内で4社の近接施工、作業ｽﾍﾟｰｽに制約
・他工区との共同作業ｽﾍﾟｰｽのため制約あり
・他工事と出入り口供用
・他工事区間の中での施工
【その他、社会的条件による制約】
・ﾙｰﾄがｺﾞﾙﾌ場内を通過するため対策工及び協議が必要
・搬入路が無く工事用道路を借地で対応
・農道を工事用道路として利用
・耕地（私有）を借地し、拡幅及び仮橋等で対応
・作業ﾔｰﾄﾞが狭く民地を借り上げた
・土留工の設置にあたり施工順序を考慮したﾔｰﾄﾞの確保が必要
・資機材搬入が大型車進入禁止部分しかなく、9時以降の制約で許可を受け施工
・掘削機等の日々回送が必要

⑤作業用道
路・ヤード

生活道路を利用し
ての資機材搬入等
の工事用道路の制
約、路面覆工下・
高架下等の作業ｽ
ﾍﾟｰｽの制約

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

４．社会条
件
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：1061､2014､5011

工種： 山岳トンネル

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・交通量の多い現道上で、交通規制を伴う夜間作業 【道路切替・切り回し】
・多数の切り回し
・公道上での大規模な交通の切り回し

・自動車専用道路における24時間規制作業 ・定期ﾊﾞｽの路線確保と一般交通の安全確保でのﾙｰﾄ切替
・主要地方道が横断しており、迂回路（2回切替）を設置して対応
【交通規制】
・交通量の多い現道上で、交通規制しながらの作業（日交通量1万台/日以上）
・自動車専用道路における交通規制作業
・交通規制を伴うDID地区での現道作業
・交通規制を伴う、現道上の夜間作業
・公道上で交通整理員を24時間配置しての片側交互通行規制での工事
・工事区域内に公道等があり、作業中は交通止め、作業時以外は復旧し供用（日々）
・急ｶｰﾌﾞ、ﾄﾝﾈﾙ隣接区間での交通規制
・ﾄﾝﾈﾙ内での交通規制を伴う作業
・ﾄﾝﾈﾙ内の現道交通を確保しながらの作業
・全面通行止めによる架設
・施工延長が長く、日々、交通規制箇所を移動しながらの作業が必要
・山間部の現道、見通しの悪い中、整理員の配置等苦慮しながら交通規制
・施工延長5kmの現道作業、昼間片交規制
・路床改良時の粉体の近接商店への飛散防止対策
・削孔時の粉塵飛散防止
・工区内がﾘﾝｺﾞ畑であり防塵対策に苦慮
・地盤改良及び支持杭ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ、掘削ﾄﾞﾘﾙでの散配防護（ｼｰﾄ、囲い等）
・産業廃棄物（ｺﾝｸﾘｰﾄ片等）の再利用実施
・産廃混入土からの産廃分離及び高含水比土の改良（埋戻材料化作業）
・汚泥等の処理を実施
・家屋、田畑への土砂流入に対して適切な対策が必要
・PCB含有塗膜の除去作業
・産業廃棄物処理に時間を要し苦慮

⑥現道作業現道上での交通規
制を伴う作業 ・交通量の極めて多い現道上で、交通規制しながら

の作業（日交通量3万台/日以上）

・全て夜間（一部DID内及び市街地部）の片側通行規
制
・現道上の緊急の対応。24時間交通規制を伴う作業
を実施
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑦その他 騒音・振動・水質汚
濁以外の環境対
策、廃棄物処理等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

４．社会条
件
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：1061､2014､5011

工種： 山岳トンネル

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・作業用道路が隣接工区と共用するため調整困難
・工事範囲が他工事の作業用道路となるため、他工事との調整
・搬入路を複数工事で利用
・搬入土仮置きﾔｰﾄﾞが他工事と同一箇所。運搬台数の調整必要
【残土等を他工事と相互調整】
・十数社の残土を受け入れ調整
・他工事（残土搬入業者）との調整が必要
・他工事に土を搬出するために、工程を調整
・盛土工区との残土搬出調整
・JH工区工事との土砂搬出調整
・情報BOXの掘削残土を盛り土に利用、複数の業者と協議・調整
【その他、関連工事との工程調整】
・災害復旧工事が錯綜しており、施工調整が難
・他工区と作業帯離隔に伴う工程調整
・工事区間内に、他工事が発注されており、調整必要
・橋梁上部、床版工事等との平行作業で、供用目標に合わせての工程調整
・工期が短く橋梁架設工事と平行作業、工程調整
・標識、照明工事等5社と工区が重複し調整
・下水道管布設、防護柵、標識、河川維持、隣接光ﾌｧｲﾊﾞｰ、ｹｰﾌﾞﾙ通線工事との工程調整
・床版工、地下BOX、道路照明、既供用歩道整備、植栽工事と多数の工程調整必要
・情報BOX、交差点改良工事との調整
・改良工事との調整
・治山事業との調整
・JR委託工事等との重複工事
・JR架設工事との調整
・道路公団の他工事同時施工による調整
・自治体工事との工程調整困難
・県発注の樋門工事等との調整
・他機関の隣接工事との工程調整（ｶﾞｽ工事）

①他工区調
整

隣接工区との工程
調整

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

５．マネジメ
ント特性
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：1061､2014､5011

工種： 山岳トンネル

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【漁協・農協等との調整】
・沿道住民（漁業関係者）との対応を頻繁に実施
・湧水を利用した耕作者が多いため調整が困難
・周辺が水田地であり沈下等による用・排水の確保に配慮
・耕作地への取付道路及び集落内の採取土運搬で各種の対応
【近隣住民との調整】
・地元へのﾋﾞﾗや回覧、道路利用者への情報提供など地元調整を実施
・現場見学会、ご意見箱の設置など住民対応に積極的な取り組み必要
・住民への工事現場報告会を実施、沿道への月間工程表の０配布及び直接対話
・市街地での沿線住民への対応
・井戸枯れ、排水処理及び振動騒音等の対応において地元調整
・地元から非常に厳しい要望のある中での工事、対応
・災害時における緊急工事に関する沿道・周辺住民への配慮
・振動騒音に対する内容確認と対応
・夜間工事での騒音振動対策（地元説明により夜間作業の理解を得る）
【道路使用者との調整】
・通行規制を伴う為、ﾁﾗｼ作成、立看板を作成し道路利用者に周知
・通学路に当たり、自治体・学校自治会などと協議
・民と出入り口調整、田圃への出入り口調整
・店舗が多く出入り口等の調整が非常に多い
・迂回路設定時における要望等への対応
・人家連担部の歩道部施工
・生活道路を利用して資機材搬入のための住民対応
・農道を利用して資機材搬入のための住民対応
・歩道切り回し及び出入りに関わる周辺住民対応
・通行止めに伴う自治会の承諾
【その他市民、民間事業者・団体等との調整】
・学識経験者及び自然の会などの意見調整
・会社施設（工場・事業所）との調整
・当該施工箇所がｺﾞﾙﾌ場として利用されているためｺﾞﾙﾌ場との調整
・隣接の小学校・神社及び樹木の取扱い調整
・病院隣接施工による配慮
・用地買収等での住民対応が必要
・借地等での住民対応が必要
・店舗関係者との調整
・地元町内会、ﾏﾝｼｮﾝ自治会、深夜営業店との対応
・水利組合等との調整
・多数の切り回し地権者との境界調整を伴う工事
・官民境界付近の工事であり、調整必要
・不法工作物等への対応条件が厳しい

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②住民対応近隣住民との対応 ・困難な住民対応が予測されたが、住民へのｺﾐﾆｭｹｰ
ｼｮﾝ対応が良く、工事の遂行

５．マネジメ
ント特性
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：1061､2014､5011

工種： 山岳トンネル

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【ﾗｲﾌﾗｲﾝ協議】
・JR、JH、NTT、電力、ｶﾞｽ、上・下水道、有線放送、国道、市町村道等の管理者との協議
・県下水道との工程調整
【関連行政機関との協議】
・警察、公安委員会との調整
・国立公園、国有林、県有林、民有保安林が絡む現場で、協議のため関係機関と対応
・環境庁（自然公園法）、文化庁（文化財保護法）との調整
・林野庁との調整
・森林管理署との調整
・ﾊﾞｽ、歩行者等が集中し関係機関との綿密な打合せが必要
・教育委員会との調整
・自衛隊演習場内の工事のため協議
・消防署との協議

③関係機関
対応

関係行政機関・公
益事業者等との調
整

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

５．マネジメ
ント特性
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：1061､2014､5011

工種： 山岳トンネル

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【工期・工程の社会的制約・要求への対応】
・集中工事期間内での工事のため工期・工程に制約
・5月の連休前供用を図るため、工期を1ヶ月短縮要請
・国策等の工程に合わせ昼夜間等の連続施工の実施
・契約当初より工期・工程条件が厳しい工事条件に対し対応
・内水面漁協からの制約を受け工程厳しい
・ｱﾕ釣り解禁を控え、工程短縮の要請
・7月末までの工期であるが、田植期前までに概成要請
・用地問題及び変更への対応
・観光地であることから早期完成の要請
・早期交通開放のため夜間工事を含めた工程管理
【生態系配慮による工程管理への対応】
・猛禽類配慮等による工期の制約
【厳しい自然条件での工程管理への対応】
・出水期までの早期完成
・出水対応による工程管理
・冬期間における施工のため工程管理上の制約
・施工箇所が山間部で時期的にも気象条件に左右されやすい
【災害への対応】
・緊急災害復旧工事における早期完成
・工事搬入路である一般国道の災害及び通行止めによる工程影響
【工法変更等への対応】
・工法変更に伴う工程調整に困難を要した
・増工、新規工種発生による工程変更が生じた
・変更・一時中止で工程管理への影響に対応
・想定外の地中障害物等への対応により工程管理苦慮
・地質変化等、条件変更に伴う工程の対応
・道路計画、排水計画変更に伴う調整
【契約の制約上への対応】
・標準断面契約で工期に制約があるなか対応
・概略発注に伴う設計変更、工程管理
・地質調査、検討、測量、設計が工事に含まれており、工程管理上の制約
・週休二日制ﾓﾃﾞﾙ工事
【他工事等との工程影響への対応】
・先行工事の遅れにより工期の延期及び施工順序の見直しが必要
・他工事（機械工事、電気工事、上屋建築工事、国・市町村発注改修工事等）との工程調整（他工事への影響
・隣接工事との工程調整
・用地買収進捗等の規制
・点在している工区の工程調整
【その他工程影響への対応】
・文化財発掘調査の為に日数を要し、工程管理対応

④工程管理工期・工程の制約・
変更への対応（工
法変更等に伴うも
のを含む）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

５．マネジメ
ント特性
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：1061､2014､5011

工種： 山岳トンネル

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・暑中及び寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの施工となる箇所があり養生・品質管理重要
・施工試験・配合試験の実施による品質確保の検証
・品質管理法の工夫必要
・ﾏｼﾝの掘進精度の確保、ｾｸﾞﾒﾝﾄ組立管理
・排水性舗装の温度・転圧管理が重要
・生石灰を混合した盛土材のため日々の施工管理煩雑
・他工事からの搬入建設副産物（粘性土、砂質土）及び購入土（砂質土）につき、各品質管理必要
・流動化ｺﾝｸﾘｰﾄの品質確保に苦慮
・張出架設に伴う、高い精度の品質管理必要
・軽量盛土、ﾃｰﾙｱﾙﾒ等に厳しい品質の要求
・ﾓﾉﾚｰﾙ橋であり出来形の規格値が厳しく、高い精度を要求
【高所作業・危険箇所に対する安全管理】
・切土高が高く、作業箇所が狭小であるため、上下作業にならない機械及び作業員の配置
・高さ30mの法面で命綱による危険作業
・切土高が高く地山の崩壊などの安全管理
・狭所作業における重機挟まれに対する安全管理
・緊急災害復旧工事での安全管理
【夜間作業に関する安全管理】
・交通量が多い現道上での夜間作業の安全対策
【潜水・潜函作業等に関する安全管理】
・潜水作業の危険作業
・ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ工法等、圧気工法における作業員の安全・健康管理
【厳しい自然条件下での安全管理】
・降雨の中での工事、作業に対して安全管理が特に必要
・崩壊箇所のため、法面の挙動観察等厳しい管理が必要
【現道作業に関する安全管理・第3者への安全配慮】
・急勾配・急ｶｰﾌﾞ区間における車線切り回し施工、安全管理重要
・現道切り回し施工における安全管理
【近接施工・他工区調整に対する安全管理】
・3工区隣接しているため安全協議会を作り事故防止必要
【有害物質処理に関する安全管理】
・有害特定化学物質の除去作業における安全対策、特別産業廃棄物に準じた安全対策

・災害・事故緊急復旧工事24時間体制 ・災害応急復旧工事
・集中豪雨の復旧工事に迅速に対応
・台風後の応急的工事
・施工内容・ICｶｰﾄﾞ試験ﾌｨｰﾙﾄﾞ
・ﾘｻｲｸﾙﾓﾃﾞﾙ工事の一般公開工事
・建設CALSへの取り組み
・地元住民の多自然型護岸に対する理解を深めるため、「護岸造り（植樹）」ｲﾍﾞﾝﾄを開催
・見学者対応に積極的に協力

⑤品質管理品質管理の煩雑
さ・複雑さ（高い品
質管理精度の要求
等を含む）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑦その他 災害時の応急復旧
等 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの

⑥安全管理高所作業、夜間作
業、潜水作業等の
危険作業

・自動車専用道路における昼夜間連続作業に対する
安全確保
・強風化層斜面での作業で安全管理に特に配慮が
必要
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

５．マネジメ
ント特性
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：1062､2013､5012､5021

工種： トンネル（シールド）

評価Ａ 評価Ｂ
・φ8m以上 ・φ4m以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・φ2.5m未満

・土被りが1D程度以下 ・縦断勾配5%程度以上
・最大勾配20%程度以上 ・ﾄﾝﾈﾙ平面曲率半径R/D≦1.3

・眼鏡型・3連・矩形・拡幅等、変形断面の掘削
・親子ｼｰﾙﾄﾞによる掘削

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・地中障害物対応型ｼｰﾙﾄﾞ掘削

・地中接合 ・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・既設ﾄﾝﾈﾙの拡幅（拡大）工法の提案 ・地中拡幅

・長距離ｼｰﾙﾄﾞ施工2,000m程度以上
・中折れｼｰﾙﾄﾞ機によるｶｰﾌﾞ施工
・ｾｸﾞﾒﾝﾄ運搬に自動搬送車を提案
・流動化材による埋戻しの提案

以下「山岳トンネル」参照

大項目
具体的事例

対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

評価対象事項
（代表的事項）

小項目

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

１．構造物
条件

①規模

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

1 / 1 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：1064､5013､5023

工種： トンネル（開削）

評価Ａ 評価Ｂ
・開削深さ（基礎面から地表までの平均高さ）30m以
上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・円形立坑に角度をもって到達・発進するｼｰﾙﾄﾞ通過
部の箱抜

・線形R=500m

・地下街及び地下駐車場 ・U型擁壁一部張出構造
・特殊断面部を有する
・分岐部施工のため複雑な構造

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・既設埋設物の試堀調査後、詳細設計作成

・既存構造物の動態観測しながらの大規模開削 ・ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ工法の適用
・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・仮設（ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ壁、ｱﾝｶｰ山留、泥水固化壁、逆巻工法、中間支持杭）
・円形立坑の確保の為、連壁を20角形で水平多軸機にて施工
・横断用水路を吊防護して躯体工施工
・ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ工法等を併用した矢板施工
・逆巻工法の採用
・切梁施工で残置が必要な躯体施工

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾀｺ足配管によるｺﾝｸﾘｰﾄ打設方法の提案

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

・開削深さ（基礎面から地表までの平均高さ）20m以上

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5014

工種： トンネル（埋沈）

評価Ａ 評価Ｂ
・内空平均断面300m2以上 ・内空平均断面100m2以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・1ﾌﾞﾛｯｸ長が100m程度以上

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・平面曲線を有する

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

２．技術特
性

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：1063､2012､5022

工種： 共同溝（推進）

評価Ａ 評価Ｂ
・ｽﾊﾟﾝ長：刃口式元押し推進工法で40m、中押し推進で400m、密閉型推進で600m程度以上
・小口径推進工法である（管口径700mm程度以下）

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・転石塔の障害物の存在
・既設埋設管等の存在

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・ｶｰﾌﾞ推進（方向制御、姿勢制御）
・硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管等、新材料の採用
・施工困難な地盤条件（滞水性、崩壊性、砂礫地盤、岩盤等）に対応する工法
・長距離推進工法
・地中障害物対策に関する技術提案
・残土処理に関する技術提案

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

２．技術特
性

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5031

工種： 橋梁上部（ＲＣ橋）

評価Ａ 評価Ｂ
・最大支間長50m以上
・ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄ
・支保工高20m程度以上
・橋脚10径間以上
・R=200m未満の曲線橋
・ｱｰﾁ橋
・斜角が75度程度未満
・RCﾎﾛｰ桁
・RC立体ﾗｰﾒﾝ橋
・既設RC桁の損傷度を調査、工法の決定・施工
・床版打換え・増桁補強

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・上部桁補強、床版補強
・支保工ﾍﾞｰｽの沈下対策及び床版ｺﾝｸﾘｰﾄ打設順序に関し提案
・桁下空間に制限があるため型枠支保工解体移動に特別対策の提案
・ｺﾝｸﾘｰﾄ補修に関し技術提案

以下「山岳トンネル」参照

評価対象事項
（代表的事項）

小項目大項目
具体的事例

１．構造物
条件

２．技術特
性

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5032

工種： 橋梁上部（ＰＣ橋）

評価Ａ 評価Ｂ
・床版橋最大支間長70m以上 ・床版橋最大支間長50m以上
・ﾗｰﾒﾝ橋・ｱｰﾁ橋・斜張橋・ﾄﾗｽ橋・その他最大支間
長150m以上
・PC斜πﾗｰﾒﾝ橋最大支間長50m以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
・非対称ｴｸｽﾄﾗﾄﾞｰｽﾞﾄﾞ橋 ・斜角が75度程度未満

・変断面
・R=200m未満の曲線橋
・不等径間割り
・PCﾎﾛｰ桁
・多径間連続ﾗｰﾒﾝ箱桁
・横断勾配の折れ点、反曲点があるため横断勾配の変化が複雑
・既設PC桁の損傷度を調査、工法の決定・施工
・橋脚補強に鋼板巻立て、炭素繊維巻立て等を実施
・床版打換え・増桁補強
・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・片持架設工法
・押出架設工法
・移動支保工架設工法
・ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑを工場で製作、良質な桁を製作
・外ｹｰﾌﾞﾙによる補強及び鋼板接着
・ｺﾝｸﾘｰﾄの耐久性向上に新材料を採用
・河川を横断する支柱式支保工での現場施工
・ｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞによるﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ工法
・ｺﾝｸﾘｰﾄ補修に関し技術提案
・床版老朽化対策の提案（鋼板接着工法）
・斜材工にﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞｹｰﾌﾞﾙ、横締めにｱﾌﾀｰﾎﾞﾝﾄﾞを提案・採用、ｺｽﾄ縮減

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

２．技術特
性

①規模

②形状

③その他

①工法等

②その他

対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

・ﾗｰﾒﾝ橋・ｱｰﾁ橋・斜張橋・ﾄﾗｽ橋・その他最大支間長100m以上

対象構造物の形状
の複雑さ ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの

施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5033

工種： 橋梁上部（鋼橋）

評価Ａ 評価Ｂ
・鈑桁橋・箱桁橋・ﾗｰﾒﾝ橋最大支間長100m以上 ・鈑桁橋・箱桁橋・ﾗｰﾒﾝ橋最大支間長70m以上
・ﾄﾗｽ橋・ｱｰﾁ橋・斜張橋最大支間長200m以上 ・ﾄﾗｽ橋・ｱｰﾁ橋・斜張橋最大支間長100m以上
・斜張橋最大支間長70m以上 ・斜張橋最大支間長50m以上
・吊橋・その他最大支間長500m以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
・斜張橋 ・斜角が75度程度未満

・変断面
・R=200m未満の曲線橋
・連続鋼箱桁、連続鋼鈑桁
・鋼ﾛｰｾﾞ桁
・鋼方杖ﾗｰﾒﾝ橋
・床版打換え・増桁補強

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
・河川上の桁架設を台船から直下吊りで施工 【標準架設工法以外の架設工法を採用（標準架設工法は下記参照）】
・鋼重1,200t以上のｸﾚｰﾝﾍﾞﾝﾄ+横取り工法の架設 ・鈑桁橋、箱桁橋→ﾄﾗﾍﾞﾗｰｸﾚｰﾝ工法
・ｶｰﾌﾞ橋の送り出し架設 ・ﾄﾗｽ橋、ｱｰﾁ橋、ﾗｰﾒﾝ橋→ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ工法

・斜張橋、吊橋、その他→片持式工法
・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・耐候性鋼材による桁で、外面を安定錆促進処理（ｳｪｻﾞｰｱｸﾄ）
・主桁下ﾌﾗﾝｼﾞ補強工法
・ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ斜吊り工法
・ﾕﾆｯﾄｷｬﾘｱによる桁運搬
・4車線化のため既設橋との一体化が必要、既設橋との間に横桁等を設置
・現道を通行させながらの沓の取替

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）

２．技術特
性

①規模

②形状

③その他

①工法等

②その他

・吊橋・その他最大支間長300m以上

対象構造物の形状
の複雑さ ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの

１．構造物
条件

・既設橋の歩道床版取壊し、増桁架設

施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・片側を交通開放しながら既設橋梁の補強、補修施
工

対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5034

工種： 橋梁上部（床版（鋼橋））

評価Ａ 評価Ｂ
・橋長300m以上の床版工
・最大支間長50m以上の床版工

・斜角が75度程度未満
・変断面
・R=200m未満の曲線橋
・斜路式歩道橋
・3径間連続桁
・PC床版
・合成版

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・既設床版の撤去・補強・拡幅

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・上塗りまで工場塗装、塗装の保護対策

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾒﾀﾙの防錆に関する技術提案

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

２．技術特
性

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5041

工種： 橋梁下部（ＲＣ橋脚・橋台）

評価Ａ 評価Ｂ
･ﾌｰﾁﾝｸﾞ上からの高さ30m以上 ･ﾌｰﾁﾝｸﾞ上からの高さ20m以上
･鋼管矢板80本 ・ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄ
・柱長H=40mの橋脚3基以上 ・杭長30m程度以上

・3径間以上の連続ﾗｰﾒﾝ橋
・橋脚、橋台5基以上
・場所打杭φ=1200mm以上かつ場所打杭50本以上
・二層のﾗｰﾒﾝ構造
・変断面のつづみ型橋脚
・箱式橋台
・RC橋脚、鋼製橋脚の二層式
・鋼管ｾﾒﾝﾄｿｲﾙ杭等の新工法の採用

・既設構造物（水路ﾄﾝﾈﾙ）に近接し土留工施工 ・既設構造物の補強及び拡幅工事
・旧橋上部工（PC桁）撤去
・既設橋脚補強工事（ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て工、鋼板巻立て、炭素繊維巻立て）
・橋脚耐震補強工事

・張出部にﾌﾞﾗｹｯﾄ支保工 ・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・鋼管井筒基礎 ・橋梁基礎にPCｳｪﾙ工法
・ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ ・仮設工の杭打ちにﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏｰ工法併用

・水中での仮締切
・矢板打設前にﾛｯｸｵｰｶﾞｰにより置換工実施
・高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ
・荷重軽減工法（EPS）
・補強土壁工を施工
・鋼管合成杭を施工
・既設構造物への影響を与えない施工法や施工機械等について提案を求めた
・橋台付近に基礎杭があり引抜工法等の提案を求めた
・杭先端処理（ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ噴出撹拌方式による中掘り杭）に関する提案
・沈下促進対策の提案
・仮締切工法を提案（ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ置換工法等）

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

２．技術特
性

①規模

②形状

③その他

①工法等

②その他

対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの

対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5042

工種： 橋梁下部（鋼製橋脚・橋台）

評価Ａ 評価Ｂ
・橋脚100ton以上
・橋脚高10m以上
・横梁部長さ30m以上

・二層構造
・変断面
・下部工特殊形状、架設困難

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・大型自走式移動台車による一括架設 ・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・大型移動支保工による架設
・ﾗｰﾒﾝ構造、梁を200tｸﾚｰﾝによる落込み工法

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾒﾀﾙの防錆に関する技術提案

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

２．技術特
性

①規模

②形状

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの

対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5043

工種： 橋梁下部（合成構造橋脚・橋台）

評価Ａ 評価Ｂ
・橋脚高40m程度以上 ・橋脚100ton以上
・大口径深礎杭φ5m程度以上 ・橋脚高10m以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・横梁部長さ50m以上

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・鋼管ｺﾝｸﾘｰﾄ複合構造橋脚

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

２．技術特
性
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5051

工種： ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・縦断勾配2%程度以上
・舗装面積10,000m2程度以上

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・2車線同時舗装
・各種特殊舗装工法
・凍結抑制舗装
・透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
・ｺﾝｸﾘｰﾄ薄層舗装
・ﾏｽﾁｯｸ舗装
・ﾄﾝﾈﾙ内の転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

２．技術特
性

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5052

工種： アスファルト舗装

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・舗装面積10,000m2程度以上

・縦断勾配6%程度以上
・地形に合わせるなど形状の変化が多く複雑
・霧散水消雪ﾊﾟｲﾌﾟの施工等、煩雑な施工
・交差道路数3ヶ所以上、交差点規模300m2以上

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・各種特殊舗装工法
・凍結抑制舗装
・常温舗装
・排水性舗装
・ｼｯｸﾘﾌﾄ工法
・褥層舗装
・ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ
・半たわみ性舗装
・ﾏｽﾁｯｸ舗装
・不等沈下による舗装修繕工事で縦断計画の提案
・現況舗装構造の把握と修繕工法の提案を受注者に求めた

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

２．技術特
性

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5053

工種： ブロック舗装

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・透水平板を用いた舗装で、既設歩道に合わせるための現場加工が多い

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「山岳トンネル」参照

具体的事例評価対象事項
（代表的事項）

１．構造物
条件

２．技術特
性

小項目大項目
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5060

工種： 道路付属施設

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・鉄道と近接する狭隘な箇所での施工
・既設構造物の新構造への整合

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・供用中の4車線道路での歩道橋架設工事
・側溝蓋、平板ﾌﾞﾛｯｸへの装飾

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

２．技術特
性

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5070

工種： 切土工

評価Ａ 評価Ｂ
・切土高平均30m以上 ・切土高平均20m以上
・切土量200,000m3以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・高規格道路のPA拡幅部等、道路線形が平面・縦断的に複雑
・土工、橋梁下部工、擁壁工、函渠工等工種が多数あり
・片盛り施工でW=4m以下かつHが2段以上

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・転石を多数除去

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・大型掘削機械使用または火薬併用による掘削
・法面処理工で吹付法枠+ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄを施工
・災害復旧対策について緊急対応を求めた
・工事用道路の設計施工方法の提案（急峻な地形での工事）

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

①規模

②形状

対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

・切土量100,000m3程度以上

対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

２．技術特
性

①工法等

②その他

工法、使用機械、
使用材料等

施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5080

工種： 盛土工

評価Ａ 評価Ｂ
・盛土高平均20m以上 ・盛土高平均10m以上
・盛土量150,000m3以上 ・盛土量50,000m3以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・EPS、気泡ｾﾒﾝﾄ、気泡ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ等による軽量盛土
・移動式土壌改良機の使用
・盛土施工にあたり、高含水土砂を石灰にて混合施工
・建設残土の再利用の提案
・軟弱地盤対策工法の試験盛土工事

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

２．技術特
性

①工法等

②その他

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

工法、使用機械、
使用材料等

施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：3040､5090

工種： 斜面安定・法面

評価Ａ 評価Ｂ
・現場吹付法枠面積5,000m2程度以上 ・法高が20m程度以上
・ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ併用法枠で1,000m2以上 ・ｱﾝｶｰ工100本程度以上

・鉄筋挿入200本程度以上
・現場吹付法枠面積2,000m2以上

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・道路上高さ50m以上の場所での高所作業

・崩壊性法面での土砂の撤去 ・岩塊撤去等特殊な工事
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・既設の老朽化したﾓﾙﾀﾙ法面の撤去

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・制御発破（火薬）による法面岩塊撤去
・斜面上の岩塊の人力掘削等
・急峻な斜面への仮設工の設置

・早期交通開放（一時全面通行止め）のため仮設備
（土留め）工事の緊急着手
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

２．技術特
性

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・浮石除去、ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工、岩石破砕など受注者に提案を求めた

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5100

工種： カルバート工

評価Ａ 評価Ｂ
・ｶﾙﾊﾞｰﾄ内空面積25m2程度以上かつ延長30m程度以上
・ｶﾙﾊﾞｰﾄ延長100m程度以上

・ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽの線形が曲線
・側壁（中抜き構造）、頂版（床版＋壁高欄構造）
・現道直下で斜めT字交差、地下道乗り入れの斜路との取り合い複雑

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・既設横断歩道橋の撤去工事を伴う

・ﾊﾟｲﾌﾟﾙｰﾌ工法、ﾌﾛﾝﾃｼﾞｬｯｷ工法 ・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・EPS、気泡ｾﾒﾝﾄ、気泡ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ等による軽量盛土
・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ工

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・大型のｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品を現地組立施工

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

２．技術特
性

①規模

②形状

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの

対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：3040､5110

工種： 擁壁工

評価Ａ 評価Ｂ
・擁壁面積1,000m2以上かつ最大高さ10m以上 ・擁壁面積500m2程度以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・最大高さ8m程度以上

・土被りが1D程度と非常に薄い盛土下
・張出歩道含む擁壁工と深礎工の一体構造物で、高さ・構造の変化が著しい
・函渠擁壁一体構造物で形状複雑
・急峻な箇所の現道を片持式擁壁等で拡幅
・岩盤接着、仮設防護工等急峻な地形条件下での施工

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・ﾃｰﾙｱﾙﾒ工法
・EPS、気泡ｾﾒﾝﾄ、気泡ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ等による軽量盛土
・落石監視装置設置、岩盤接着工、ﾛｰﾌﾟ掛工、ﾛｯｸﾈｯﾄ工
・仮設法面の土留めのため鉄筋挿入による地山補強

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・緊急災害復旧工事、復旧工法や工程等において技術提案

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

２．技術特
性

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5120

工種： 排水工

評価Ａ 評価Ｂ
・河道内埋設管φ1500程度以上
・ｻｲﾎﾝ長さ30m以上、深さ5m程度以上

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・推進工法による管渠布設

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・排水を地下還元方式とするため、水路構造を検討

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

２．技術特
性

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5130

工種： 電線共同溝・ＣＡＢ

評価Ａ 評価Ｂ
・延長1,000m程度以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・既設構造物、占用物件等との調整のため断面変化が多い
・各特殊部間によって管路断面変化

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・堀端の石垣等について掘削時等対応が必要

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・既設電柱、民地、照明灯、信号機等の引込み管が多数あり複雑
・河川横断部の施工方法に関する検討及び提案
・各企業の占用物件との調査及び調整・立案
・ﾏﾝﾎｰﾙ蓋の対応に新工法提案

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
・延長300m程度以上

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

２．技術特
性

②その他

工法、使用機械、
使用材料等

１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①工法等
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5140

工種： 情報ＢＯＸ

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・延長2km以上

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・通信管路のﾄﾝﾈﾙ監査路への設置

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・橋梁部の延長が300m程度以上

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・橋梁添架に技術必要
・狭幅無歩道ﾄﾝﾈﾙでの、情報BOX施工の提案、歩道狭幅部の施工提案等
・現況地下埋設物等の把握と管路埋設位置、橋梁添架等の検討提案

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

２．技術特
性

①工法等

②その他

工法、使用機械、
使用材料等
施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5150

工種： ジェッド

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・高所作業を機械施工を行えるよう工夫

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

１．構造物
条件

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

1 / 1 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5160

工種： 道路維持管理

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・除草面積が20万m2以上

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・支承取替工、転石除去工等特殊な工事

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・高剛性軽量排水管を使用
・支承取替工=仮受台により活線施工、転石除去工=静的破砕工法
・既設ｺﾝｸﾘｰﾄ床版に増厚を施工
・応急対策を基本とした工法提案
・補修断面及び縦断方向の調査検討を受注者に求めた

以下「山岳トンネル」参照

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．構造物
条件

２．技術特
性

①工法等

②その他

工法、使用機械、
使用材料等

施工方法に関する
技術提案等

・既設横断歩道橋の高力ﾎﾞﾙﾄの交換（特殊な締付け
方法）
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5170

工種： 林道開設（コンクリート舗装）

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・縦断勾配9%程度以上
・舗装面積10,000m2程度以上

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

２．技術特
性

大項目 小項目
評価対象事項
（代表的事項）

１．構造物
条件

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

具体的事例
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5170

工種： 林道開設（コンクリート舗装）

評価Ａ 評価Ｂ
大項目 小項目

評価対象事項
（代表的事項）

具体的事例

【湧水・地下水の影響が発生】
・法面の一部に湧水あり
・床堀時に湧水あり
・河川の流入水多し
・積雪期であり、常に湧水が生じている
【湧水・地下水の影響により、何らかの対策実施】
・盛土部に湧水があり、地下排水で対応
・切土面に湧水が発生し、対策工法により施工
・河床掘削での湧水・洪水対策
・水替をしながらの施工
・湧水による岩盤崩落対策
【軟弱地盤により工事遂行への影響を事前予測】
・支持層の変化が複雑で対応工法に工夫を要す
・軟弱地盤地区であり沈下が激しい。計画高及び排水設計の見直し
・切土面に及ぼす節理面対策
・盛土部の現況地盤に軟弱層があり地盤改良を追加施工
・CBRが1.0以下で路床改良あり。施工時は鉄板を使用
・軟弱地盤上での重機械施工のため対策が必要
【地形的な制約下での施工（足場・作業ｽﾍﾟｰｽ）】
・急峻な地形かつ狭隘な施工ﾔｰﾄﾞ
・擁壁と斜面に囲まれた狭隘な作業場
・急峻山地のため、片押施工
・急斜面での作業足場の設置及び施工

・厳冬期山間地施工 【降雨・出水の影響予測、対応】
・出水による工事の影響が懸念
・河川の増水による工事への影響が懸念
・小雨でも出水の可能性あり
・出水時対応に特に配慮
・雨天のため、工事区間が長く盛土法面管理に苦労
・大雨や台風による異常出水時に臨機の対応
【雪・気温の影響予測、対応】
・厳冬期の工事
・降積雪期の施工
・冬期施工で日々除雪による施工が必要
・冬期間の施工で、工程等に制約あり
【その他自然条件の影響】
・風化が著しく不安定な法面、浮岩多数あり
・岩盤崩落危険箇所での工事
・自然法面で凸凹が激しい
・岩盤がｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞしている
・法面が起伏に富み施工困難
【動植物への配慮】
・天然記念物、貴重動植物への配慮
・周辺に希少動物類が生息

３．自然条
件

①湧水・地
下水

湧水の発生、掘削
作業等に対する地
下水位の影響等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②軟弱地盤支持地盤の状況 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③作業用道
路・ヤード

河川内・急峻な地
形条件下等、工事
用道路・作業ス
ペース等の制約

・急峻な地形条件でかつ土運搬及び資材運搬は全て
特装運搬車
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

④気象 雨・雪・風・気温等
の影響 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの

⑤その他 地すべり等の地質
条件、急流河川に
おける水流、動植
物等に対する配慮
等

・ﾄﾝﾈﾙ坑口直上斜面での施工で特に落石に注意を
要す
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5170

工種： 林道開設（コンクリート舗装）

評価Ａ 評価Ｂ
大項目 小項目

評価対象事項
（代表的事項）

具体的事例

・不発弾調査、処理の実施 ・不発弾の調査を実施
・埋設物調査の実施
・ｺﾝｸﾘｰﾄ殻等あり
【鉄道営業線との近接施工】
・JR近接施工
【架空線との近接施工】
・斜面上部に高圧線鉄塔があり、法面対策に慎重を要した
・（送電・通信）架空線越しの落石防止工作業
【他工事との近接施工】
・他工事と競合する部分の多い工事
・一部区間で他工事と重複
・橋と橋の間に構造物を作る作業、重機等の作業に苦心
・低振動・低騒音機種での施工
・夜間工事の為、特に注意が必要

【漁協との調整】
・内水面漁協から濁水処理について注文あり
・河川内工事であり、鮎等に対しての配慮必要
【水利施設との調整】
・下流に浄水場があり、濁水防止対策に配慮が必要
【その他汚濁防止】
・ﾎﾀﾙの生息する川の水質保全に配慮し濁水処理
【生活道路等利用の制約】
・生活道路を利用しての工事用資機材搬入
・資材置場等に民地借地が必要
【その他、社会条件による制約】

【交通規制】
・山間部の現道、見通しの悪い中、整理員の配置等苦慮しながら交通規制
・削孔時の粉塵飛散防止
・産業廃棄物（ｺﾝｸﾘｰﾄ片等）の再利用実施
・産業廃棄物処理に時間を要し苦慮

４．社会条
件

①地中障害
物

地下埋設物等の地
中内の作業障害物 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に

困難と認められるもの
②近接施工工事の影響に配慮

すべき鉄道営業
線・供用中道路・架
空線・建築物等の
近接物

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③騒音・振
動

周辺住民等に対す
る騒音・振動の配
慮

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

④水質汚濁周辺水域環境に対
する水質汚濁の配
慮

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑤作業用道
路・ヤード

生活道路を利用し
ての資機材搬入等
の工事用道路の制
約、路面覆工下・
高架下等の作業ｽ
ﾍﾟｰｽの制約

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑥現道作業現道上での交通規
制を伴う作業

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑦その他 騒音・振動・水質汚
濁以外の環境対
策、廃棄物処理等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5170

工種： 林道開設（コンクリート舗装）

評価Ａ 評価Ｂ
大項目 小項目

評価対象事項
（代表的事項）

具体的事例

【工事用道路、搬入・搬出に関し工程調整】
【残土を他工事と相互調整】
【その他、関連工事との工程調整】
・災害復旧工事が錯綜しており、施工調整が難
・工事区間内に、他工事が発注されており、調整必要
・改良工事との調整
・治山事業との調整
【近隣住民との調整】
【道路使用者との調整】
・生活道路を利用して資機材搬入のため住民対応
【その他】
【ﾗｲﾌﾗｲﾝ協議】
・国道・市町村道等の管理者との協議
【関連行政機関との協議】
・警察・公安委員会との調整
・国立公園・国有林、民有保安林が絡む現場で、協議のため関係機関と対応
・環境庁（自然公園法）、文化庁（文化財保護法）との調整
・林野庁との調整
・森林管理署等との調整
・自衛隊演習場内の工事のため協議
・消防署との協議
【工期・工程の社会的制約・要求への対応】
・集中工事期間内での工事のため工期・工程に制約
・契約当初より工期・工程条件が厳しい工事条件に対し対応
・用地問題及び変更への対応

トンネル・橋梁（特殊構造物）等については道路事業に準じる

５．マネジメ
ント特性

①他工区調
整

②住民対応

③関係機関
対応

④工程管理

隣接工区との工程
調整

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

近隣住民との対応 ・困難な住民対応が予測されたが、住民へのｺﾐﾆｭｹｰ
ｼｮﾝ対応が良く、工事の遂行
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

関係行政機関・公
益事業者等との調
整

工期・工程の制約・
変更への対応（工
法変更等に伴うも
のを含む）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5170

工種： 林道開設（アスファルト舗装）

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・縦断勾配9%程度以上
・地形に合わせるなど形状の変化が多く複雑
・舗装面積10,000m2程度以上

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「林道開設（Co)」参照

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）

２．技術特
性

１．構造物
条件

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5170

工種： 林道開設（切土工）

評価Ａ 評価Ｂ
・切土高平均30m以上 ・切土高平均20m以上
・切土量20,000m3以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・道路線形が平面・縦断的に複雑
・土工、構造物工種が多数あり
・片盛り施工でW=4m以下かつHが2段以上

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・地質区分が複雑

・大型掘削機械使用又は火薬使用による切土
・法面処理工で吹付法枠+ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄを施工

②その他 施工方法に関する
技術提案等

以下「林道開設（Co)」参照

対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

②形状

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

対象構造物の形状
の複雑さ

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・切土量10,000m3以上
１．構造物
条件

①規模
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5170

工種： 林道開設（盛土工）

評価Ａ 評価Ｂ
・盛土高平均20m以上 ・盛土高平均10m以上
・盛土量20,000m3以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・建設残土の再利用の提案

以下「林道開設（Co)」参照

２．技術特
性

１．構造物
条件

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

・盛土量10,000m3以上

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5170

工種： 林道開設（法面工）

評価Ａ 評価Ｂ
・現場吹付法枠面積5,000m2程度以上 ・法高が20m程度以上
・ｱﾝｶｰ併用法枠で1,000m2程度以上 ・ｱﾝｶｰ工100本程度以上

・鉄筋挿入200本程度以上
・現場吹付法枠面積2,000m2以上

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・林道上高さ50m以上の場所での高所作業

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・EPS、気泡ｾﾒﾝﾄ、気泡ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ等による軽量盛土

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・浮石、ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工、受注者に提案を求めた

以下「林道開設（Co)」参照

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

１．構造物
条件

２．技術特
性

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工
（断）面積、施工深
度等の規模

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（道路） 区分：5170

工種： 林道開設（擁壁工）

評価Ａ 評価Ｂ
・擁壁面積500m2以上かつ最大高さ10m以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・急峻な地形条件下の箇所の掘削、床堀

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工法
・ﾃｰﾙｱﾙﾒ工法

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・緊急災害復旧工事、復旧工法や工程等において技術提案

以下「林道開設（Co)」参照

・擁壁面積300m2以上かつ最大高さ8m以上

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

１．構造物
条件

２．技術特
性

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（公園） 区分：6010

工種： 基盤整備

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・石造りｱｰﾁ橋の移設

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①湧水・地
下水

湧水の発生、掘削
作業等に対する地
下水位の影響等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②軟弱地盤支持地盤の状況 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③作業用道
路・ヤード

河川内・急峻な地
形条件下等、工事
用道路・作業ｽﾍﾟｰ
ｽ等の制約

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・天候の影響により植栽後の管理に時間を費やした
・雨で現場への土砂の流出が多い
・擬岩工事がﾒｲﾝで、雨に影響されやすい
・高水敷で、現場が浸水
・天然記念物、貴重動植物への配慮
・現場は、貴重種のこあじさしの営巣地となる

雨・雪・風・気温等
の影響

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑤その他 地すべり等の地質
条件、急流河川に

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

１．構造物
条件

２．技術特
性

３．自然条
件

④気象

具体的事例
小項目大項目

評価対象事項
（代表的事項）
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（公園） 区分：6010

工種： 基盤整備

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

・不発弾の調査を実施
・埋設物調査の実施
・ｶﾞｽ管、NTT、水道、下水道の埋設物あり、移設に苦慮
・水道、NTT管等が近くに埋設されておりそれを確認しながらの施工
・施工箇所に地下埋設物（水道管等）があり、施工時には保護を行い処理
・占用物件、横断構造物等、事前の調査と対応した工法が重要
・ｺﾝｸﾘｰﾄ殻等あり
・路盤に鉱滓があり掘削に苦慮
・矢板施工中、流木と干渉
【鉄道営業線との近接施工】
・JR近接施工
【架空線との近接施工】
・現道脇で電柱・架空線の移設が伴う工事であった
・斜面上部に高圧線鉄塔があり、法面対策工に慎重を要した
・（送電・通信）架空線越しの落石防止工作業
【建築物との近接施工】
・住宅近接（人家密集）
・民家などの建築物連担地区での側溝工事
・病院に隣接した工事
・会社・住宅が近接、工事施工中数回の調査
【他工事との近接施工】
・他工事と競合する部分の多い工事
・一部区間で他工事と重複
・開園区域内の工事、騒音対策が必要
・周辺住民に対する騒音・振動の配慮
・DID区域内の施工

④水質汚濁周辺水域環境に対
する水質汚濁の配
慮

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・開園区域内・現道路側での工事、作業ｽﾍﾟｰｽに制限あり
・隣接工事が多く、作業用道路の使用規制が多い

⑥現道作業現道上での交通規
制を伴う作業

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・交通量の多い現道作業のため交通規制を伴う

⑦その他 騒音・振動・水質汚
濁以外の環境対
策、廃棄物処理等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・工区内の伐採材の処理に苦慮

⑤作業用道
路・ヤード

生活道路を利用し
ての資機材搬入等
の工事用道路の制
約、路面覆工下・
高架下等の作業ｽ
ﾍﾟｰｽの制約

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

４．社会条
件

①地中障害
物

地下埋設物等の地
中内の作業障害物

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②近接施工工事の影響に配慮
すべき鉄道営業
線・供用中道路・架
空線・建築物等の
近接物

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③騒音・振
動

周辺住民等に対す
る騒音・振動の配
慮

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（公園） 区分：6010

工種： 基盤整備

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【工事用道路、搬入・搬出に関し工程調整】
・作業用道路が隣接工区と供用するため調整困難
・工事範囲が他工事の作業用道路となるため、他工事との調整
・搬入路を複数工事で利用
・搬入土仮置きﾔｰﾄﾞが他工事と同一箇所。運搬台数の調整必要
【その他、関連工事との工程調整】
・他工事と工程調整の必要あり
・他工事との重複現場であり、他工事との調整が必要
【漁協・農協等との調整】
・漁業組合との調整
【近隣住民との調整】
・市街地での沿線住民への対応
・井戸枯れ、排水処理及び振動騒音等の対応において地元調整
・振動騒音に対する内容確認と対応
【その他市民、民間事業者・団体等との調整】
・供用中の公園内であるため、来園者に配慮が必要
・会社施設（工場・事業所）との調整
・隣接の小学校・神社及び樹木の取扱い調整
・用地買収等での住民対応が必要
・地元町内会、ﾏﾝｼｮﾝ自治会、深夜営業店との対応
・水利組合との協議調整
・多数の地権者との境界調整を伴う工事
・官民境界付近の工事であり、調整必要
【ﾗｲﾌﾗｲﾝ協議】
・JR、JH、NTT、電力、ｶﾞｽ、上・下水道、有線放送、国道、市町村道等の管理者との協議
【関連行政機関との協議】
・遺構保存するため文化財課との調整が必要
・関係行政機関との調整（自治体、水防団、自衛隊、警察等）
・警察、公安委員会との調整
・国立公園、国有林、県有林、民有保安林が絡む現場で、協議のため関係機関と対応
・環境庁（自然公園法）、文化庁（文化財保護法）との調整
・林野庁との調整
・森林管理署との調整
・教育委員会との調整
・消防署との協議

５．マネジメ
ント特性

③関係機関
対応

関係行政機関・公
益事業者等との調
整

②住民対応近隣住民との対応

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①他工区調
整

隣接工区との工程
調整

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（公園） 区分：6010

工種： 基盤整備

評価Ａ 評価Ｂ
具体的事例

小項目大項目
評価対象事項
（代表的事項）

【工期・工程の社会的制約・要求への対応】
・開園区域内での工事であり早期供用の要請
【厳しい自然条件での工程管理への対応】
・冬期間における施工のため工程管理上の制約
【工法変更等への対応】
・工法変更に伴う工程調整に困難を要した
・増工、新規工種発生による工程変更が生じた
・変更・一時中止で工程管理への影響に対応
・想定外の地中障害物等への対応により工程管理苦慮
・多自然型工法のため変更に際しての困難発生
【他工事等との工程影響への対応】
・隣接工事との工程調整
【その他工程影響への対応】
・文化財発掘調査の為に日数を要し、工程管理対応
・複雑に入り組んだ各種遊具の追加に対し工程管理対応
・暑中及び寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの施工となる箇所があり養生・品質管理重要
・夏場の植栽工事のため枯れ死しないように管理を頻繁に実施
・多自然型工法のため品質管理を細かく行う必要

【高所作業・危険箇所に対する安全管理】
・夜間の移動作業時、交通規制が複雑
【厳しい自然条件下での安全管理】
・降雨の中での工事、作業に対して安全管理が特に必要
・崩壊箇所のため、法面の挙動観察等厳しい管理が必要
【現道作業に関する安全管理・第3者への安全配慮】
・開園区域内の工事であり、来園者に対する安全確保が重要
・供用中の公園が隣接しており、安全管理重要
・施工内容・ICｶｰﾄﾞ試験ﾌｨｰﾙﾄﾞ
・ﾘｻｲｸﾙﾓﾃﾞﾙ工事の一般公開工事
・建設CALSへの取り組み

５．マネジメ
ント特性

⑦その他 災害時の応急復旧
等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑤品質管理品質管理の煩雑
さ・複雑さ（高い品
質管理精度の要求
等を含む）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑥安全管理高所作業、夜間作
業、潜水作業等の
危険作業

・自動車専用道路における昼夜間連続作業に対する
安全確保
・強風化層斜面での作業で安全管理に特に配慮が
必要
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

④工程管理工期・工程の制約・
変更への対応（工
法変更等に伴うも
のを含む）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（公園） 区分：6020

工種： 植栽

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・石積みの積み方が複雑（農家風に積み方を再現）

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「基盤整備」参照

具体的事例

１．構造物
条件

２．技術特
性

評価対象事項
（代表的事項）

小項目大項目
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（公園） 区分：6030

工種： 施設整備

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・全延長50mの間で勾配の変化点が7箇所ある人工ｹﾞﾚﾝﾃﾞの設置
・自然の渓谷を再現、形状複雑

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施
・人工生態礁（ｲｶﾀﾞ状植生浮島）
・流域産の自然石・間伐材を使用し、景観に配慮した施工
・針葉樹の皮を混合した木質系常温舗装の採用
・園路整備でｺﾞﾑﾁｯﾌﾟを使った透水性弾性舗装を採用
・擬岩ﾊﾟﾈﾙ工法

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「基盤整備」参照

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

１．構造物
条件

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（公園） 区分：6040

工種： グランドコート整備

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「基盤整備」参照

具体的事例評価対象事項
（代表的事項）

１．構造物
条件

２．技術特
性

小項目大項目
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（公園） 区分：6050

工種： 自然育成

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「基盤整備」参照

具体的事例評価対象事項
（代表的事項）

１．構造物
条件

２．技術特
性

小項目大項目
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（公園） 区分：6060

工種： 公園維持管理

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形状
の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・植栽箇所において土壌改良をした客土を実施

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業等（新技術）の実施

②その他 施工方法に関する
技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「基盤整備」参照

具体的事例

１．構造物
条件

２．技術特
性

評価対象事項
（代表的事項）

小項目大項目
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（農業農村整備） 区分：7011

工種： ほ場整備（区画整理）

評価Ａ 評価Ｂ
・取扱い土量　50,000m3以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形
状の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・現況平均地形勾配１／１０以下

・既設構造物の補強
・多量な転石の除去

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・新技術の実施

②その他 施工方法に関す
る技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・土壌改良に関する技術提案

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・取扱い土量30,000m3以上１．構造物
条件

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

大項目 小項目
評価対象事項
（代表的事項）

具体的事例

２．技術特
性
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（農業農村整備） 区分：7011

工種： ほ場整備（区画整理）

評価Ａ 評価Ｂ
大項目 小項目

評価対象事項
（代表的事項）

具体的事例

・掘削時に湧水が多く、ﾎﾟﾝﾌﾟ排水等の対策を実施した
・切（盛）土面に湧水が発生し、対策工法により施工
・掘削時に近接河川より流入水あり、対策工法実施
・地下水位が高く対策工法（締切工、水替工、ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ）により施工
・湧水による岩盤崩落対策実施
・周辺井戸の地下水低下による対策実施

・超軟弱地盤処理（ヘドロ等） ・軟弱地盤上での重機械施工のため対策工法を実施した
・軟弱地盤地区であり沈下が激しい。計画及び排水設計の見直し
・軟弱地盤箇所で緩速施工
・一帯は干拓地内であり盛土施工に注意し施工
・周辺部への影響が懸念されるため掘削勾配変更
・盛土部の現況地盤に軟弱層があり地盤改良を追加施工
・切土法面に及ぼす節理面対策
・転石層があり杭打ち施工が困難
・径が1m以上の転石が多く基礎工に苦慮
・薬液注入工法による地盤改良を実施した

①湧水・地
下水

湧水の発生、掘削
作業等に対する
地下水位の影響
等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

３．自然条
件

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

支持地盤の状況②軟弱地
盤
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（農業農村整備） 区分：7011

工種： ほ場整備（区画整理）

評価Ａ 評価Ｂ
大項目 小項目

評価対象事項
（代表的事項）

具体的事例

【河川内施工】
・河川内の狭隘な空間での施工
・河川敷内での施工
・河川内作業で工事用搬入路等の制約大
・河川内に支保工の支柱を建柱
・河川内での工事、桟橋設置～作業ｽﾍﾟｰｽの制約
・河川内の仮桟橋、築島にて作業
・池の中に仮桟橋を設置
【地形的な制約下での施工（足場・作業ｽﾍﾟｰｽ）】
・急峻な地形かつ狭隘な施工ﾔｰﾄﾞ
・擁壁と斜面に囲まれた狭隘な作業場
・崩壊土上での作業となり作業ｽﾍﾟｰｽの確保が必要
・急峻山地のため、片押施工
・国道と急峻な山斜面の間での作業でありｽﾍﾟｰｽの制約あり
・急斜面での作業足場の設置及び施工
・急峻な地形で施工ﾔｰﾄﾞが少ない中、鉄塔設備及びｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ設備を設置し施工
・高所における法面対策
・急峻かつ狭隘な作業ﾔｰﾄﾞでの露出岩撤去
・急峻な地形上での支保工設置
・施工箇所が法面上部なので資材搬入路や足場を確保しなければならない
【工事用道路の確保】
・急峻な山地斜面に工事用道路を施工
・作業用道路の最大勾配がが20%と急峻
・作業箇所狭小、工事用道路最大勾配30度
・十分な作業用道路が確保できないため、ｸﾛｰﾗﾀﾞﾝﾌﾟの使用、ﾊﾞｯｸﾎｳによる土砂盛り替え
・急峻な地形条件での工事用道路の構築、作業ｽﾍﾟｰｽの制約
・急峻な斜面上の工事で索道使用
【資材運搬、仮置き場の地形的制約】
・急斜面人力運搬
・材料、機械の搬入にﾓﾉﾚｰﾙを使用
・搬入路が斜度30度の急勾配で延長が長く、特装車でしか資材搬入ができない

・厳冬期夜間施工 【降雨・出水の影響予測、対応】
・出水により工事に影響、対策実施
・河川の増水により工事への影響、対策実施
・降水時に工事現場内に洪水流入あり、対策実施
・大雨や台風による異常出水時に臨機の対応
【雪・気温の影響予測】
・暑中ｺﾝｸﾘｰﾄの上、川風が強く、収縮ｸﾗｯｸへの影響大
・冬季施工で、日々除雪による施工が必要
・日時場所を問わず緊急な凍結融氷・除雪作業が多数ある
・降雪の影響を受けるため、一部早期完成を要望した
【風の影響予測、対応】
・ｸﾚｰﾝ作業等に風の影響を受ける
・強風、降灰、日照時間が短く、作業への影響を受ける

３．自然条
件

④気象

・急峻な地形条件（高低差30m、地山斜面勾配45
度等）、かつ土運搬及び資材運搬はすべて特装運
搬車

河川内・急峻な地
形条件下等、工事
用道路・作業ｽﾍﾟｰ
ｽ等の制約

③作業用
道路・ヤー
ド

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

雨・雪・風・気温等
の影響
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（農業農村整備） 区分：7011

工種： ほ場整備（区画整理）

評価Ａ 評価Ｂ
大項目 小項目

評価対象事項
（代表的事項）

具体的事例

【その他自然条件の影響】
・風化が著しく不安定な法面、浮岩多数あり
・地滑り地帯での施工
・岩盤崩落危険個所での工事
・施工箇所が数カ所に分散
・基礎杭立て込み中にﾎﾞｰﾘﾝｸﾏｼﾝが転石にかかり苦慮
・排水流域が工区内で分水嶺となっており、工事中及び完成後の排水系統に配慮を要す
・岩壁がｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞしている
・法面が起伏に富み施工困難
・ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞした法面の転石処理を実施
・天然記念物・貴重動植物への配慮

３．自然条
件

⑤その他 地すべり等の地質
条件、急流河川に
おける水流、動植
物等に対する配
慮等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（農業農村整備） 区分：7011

工種： ほ場整備（区画整理）

評価Ａ 評価Ｂ
大項目 小項目

評価対象事項
（代表的事項）

具体的事例

・不発弾調査・処理 ・不発弾の調査を実施
・埋設物の調査を実施
・ｶﾞｽ管、NTT、水道、下水道の埋設物あり、移設に苦慮
・水道・NTT管等が近くに埋設されておりそれを確認しながら施工
・埋設されているJR信号ｹｰﾌﾞﾙを確認しながら施工
・施工箇所に地下埋設物（水道管）があり、施工時には保護を行い処理
・地中に多量のｺﾝｸﾘｰﾄ殻等あり、処理を要する
・矢板施工中流木と干渉
【鉄道営業線との近接施工】
・JR近接施工
【供用中道路との近接施工】
・高速自動車道供用区間の直下工事
・供用中の道路肩付近での作業、事故及び飛石等注意
【架空線との近接施工】
・施工箇所上空に、高圧架線があり施工に影響を及ぼす
・斜面上部に高圧線鉄塔があり、法面対策に慎重を要した
【建築物との近接施工】
・住宅近接（人家密集）
・民家などの建築物連担地区での側溝工事
・病院に隣接した工事
・会社・住宅が近接、工事施工中数回の調査
【他工事との近接施工】
・他工事と競合する部分が多い工事
・一部区間で他工事と重複
・周辺住民に対する騒音・振動の配慮
・DID区域内の施工
・ﾏﾝｼｮﾝ近接、配慮を要する。
・病院に近接した工事、極力騒音振動を出さないよう配慮
・ﾎﾃﾙ近接、配慮を要する
・料理旅館近接,配慮を要する
・養鶏所近接、要配慮
・精密機械工業隣接、配慮を要する
・住宅商業地内での施工、配慮を要する
・騒音振動対策のため特殊工法を採用
・夜間工事のため、特に注意が必要
・夜間工事が主であるため、低騒音機械を多用し、作業用照明の投射角度等に気を配った

②近接施
工

工事の影響に配
慮すべき鉄道営
業線・供用中道
路・架空線・建築
物等の近接物

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①地中障
害物

地下埋設物等の
地中内の作業障
害物

・占用物件（水道、ｶﾞｽ、下水、NTT、東電）の吊り防
護及び日々の計測
下記B判定の事例等、もしくはそれ以外において、
特に困難と認められるもの

③騒音・振
動

周辺住民等に対
する騒音・振動の
配慮

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

４．社会条
件
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（農業農村整備） 区分：7011

工種： ほ場整備（区画整理）

評価Ａ 評価Ｂ
大項目 小項目

評価対象事項
（代表的事項）

具体的事例

【漁協との調整】
・内水面漁協から濁水処理について注文あり
・河川内工事であり、鮎等に関して配慮必要
【水利施設との調整】
・下流に浄水場があり、濁水防止対策に配慮が必要
・施工区域周辺に多数井戸があるため事前及び事後調査を行った
・下流にため池があり、濁水対策が必要だった
・公共下水の水質基準を守るため水質管理を実施
【その他汚濁防止】
・ﾎﾀﾙの生息する川の水質保全に配慮し濁水処理
・地盤改良施工に伴う周辺地下水への影響
・改良材（ｾﾒﾝﾄ系固化剤）による、河川の水質汚濁に配慮
・薬剤を使用した止水工法のため排水の水質管理が必要
【生活道路等利用の制約】
・生活道を通行止めにしての工事で、資材搬入に際し車両規制
・生活道路を利用しての工事用資材搬入
・通学路など生活道路の一次通行止め
・資材置き場等に民有借地が必要
・家屋近接のため資機材搬入等の工事用道路、作業ｽﾍﾟｰｽに制約
【路面覆工下・高架下等の作業ｽﾍﾟｰｽ制約】
・JR橋梁下で作業ｽﾍﾟｰｽの制約
・JR踏切付近の作業ｽﾍﾟｰｽ制約
・交差点内での施工
【近接他工事との制約】
・同一掘削範囲内で４社の近接施工、作業ｽﾍﾟｰｽに制約
・他工区との共同作業ｽﾍﾟｰｽのため制約あり
・他工事と出入り口供用
・他工事区間の中での施工
【その他、社会的条件による制約】
・搬入路が無く工事用道路を借地で対応
・作業ﾔｰﾄﾞが狭く、民地を借り上げた
・掘削機等の日々回送が必要
【道路切り替え・切り回し】
・公道上での大規模な交通の切り回し
・定期ﾊﾞｽの路線確保と一般交通の安全確保でのﾙｰﾄ切替
・主要地方道が横断しており、迂回路（２回切替）を設置して対応
【交通規制】
・交通量の多い現道上で、交通規制をしながら作業（日交通量１万台/日以上）
・交通規制を伴うDID地区での作業
・交通規制を伴う夜間作業
・公道上で交通整理員を２４時間配置して片側交互通行規制での工事
・工事区域内に市道があり、作業中は交通止め、作業時以外は復旧し供用（日々）
・施工延長が長く、日々、交通規制箇所を移動しながらの工事

４．社会条
件

⑤作業用
道路・ヤー
ド

生活道路を利用し
ての資機材搬入
等の工事用道路
の制約、路面覆工
下・高架下等の作
業ｽﾍﾟｰｽの制約

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

④水質汚
濁

周辺水域環境に
対する水質汚濁
の配慮

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑥現道作
業

現道上での交通
規制を伴う作業

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（農業農村整備） 区分：7011

工種： ほ場整備（区画整理）

評価Ａ 評価Ｂ
大項目 小項目

評価対象事項
（代表的事項）

具体的事例

・削孔時の粉塵飛散防止
・家屋が隣接しているため地盤改良材の飛散に十分注意を要した
・産業廃棄物（ｺﾝｸﾘｰﾄ片等）の再利用実施
・産廃混入土からの産廃分離および高含水比土の改良（埋戻材料化作業）
・家屋、田畑への土砂流出に対して適切な対策が必要
・産業廃棄物処理に時間を要し苦慮

４．社会条
件

⑦その他 騒音・振動・水質
汚濁以外の環境
対策、廃棄物処理
等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（農業農村整備） 区分：7011

工種： ほ場整備（区画整理）

評価Ａ 評価Ｂ
大項目 小項目

評価対象事項
（代表的事項）

具体的事例

【工事用道路、搬入・搬出に関し工程調整】
・作業用道路が隣接工区と供用するため調整困難
・工事範囲が他工事の作業用道路となるため、他工事との調整
・搬入路を複数工事で利用
・搬入土仮置きﾔｰﾄﾞが他工事と同一箇所。運搬台数の調整必要
【残土を他工事と相互調整】
・十数社の残土を受け入れ調整
・他工事（残土搬入業者）との調整が必要
・他工事に土を搬出するために、工程を調整
・盛土工区との残土搬出調整
【その他、関連工事との工程調整】
・災害復旧工事が錯綜しており、施工調整が難
・工事区間内に、他工事が発注されており、調整必要
・他機関工事との調整
【漁協・農協等との調整】
・関係住民との対応を頻繁に実施
・湧水を利用した耕作者が多いため調整が困難
・周辺が水田地帯であり沈下等による用・排水の確保に配慮
・耕作地への取付道路及び集落内の採取土運搬で各種の対応
【近隣住民との調整】
・振動騒音対策として事前・随時にｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをはかりつつ実施
・近隣住民に、工程を事前・随時に説明
・地元から非常に厳しい要望のある中での工事、対応
・災害時における緊急工事に関する周辺住民への配慮
・夜間工事での騒音振動対策（地元説明により夜間作業の理解をえる）
【道路使用者との調整】
・通学路に当たり、自治体・学校自治会などと協議
・民地出入り口調整、田圃への出入り口調整
・生活道路を利用して資機材搬入のための住民対応
・通行止めに伴う自治会の承諾
【その他市民、民間事業者・団体等との調整】
・学識経験者及び自然の会などの意見調整
・会社施設（工場・事業所）との調整
・隣接の小学校・神社及び樹木の取り扱い調整
・用地買収等での住民対応が必要
・借地等での住民対応が必要
・地元町内会、ﾏﾝｼｮﾝ自治会、深夜営業店との対応
・水利組合との協議調整
・多数の地権者との境界調整を伴う工事
・不法工作物等への対応条件が厳しい

５．マネジメ
ント特性

①他工区
調整

隣接工区との工程
調整

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②住民対
応

近隣住民との対応 ・困難な住民対応が予測されたが、住民へのｺﾐﾆｭ
ｹｰｼｮﾝ対応が良く、工事の遂行
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（農業農村整備） 区分：7011

工種： ほ場整備（区画整理）

評価Ａ 評価Ｂ
大項目 小項目

評価対象事項
（代表的事項）

具体的事例

【ライフライン協議】
・JR,JH,NTT、電力、ｶﾞｽ、町水道、有線放送、国道、町道等の管理者との協議
・県下水道との工程調整
【関連行政機関との協議】
・警察、公安委員会との調整
・国立公園、国有林、民有保安林が絡む現場で、協議のため関係機関との対応
・環境庁（自然公園法）、文化庁（文化財保護法）との調整
・森林管理者との調整
・教育委員会との調整
・消防署との協議
【工期・工程の社会的制約・要求への対応】
・契約後の諸事情により工期の短縮要請を行った。
・契約当初より工期・工程条件が厳しいなか適切に対応した
・内水面漁協からの制約を受け工程厳しい
・観光地であることから早期完成を要請した。
【生態系配慮による工程管理への対応】
・猛禽類配慮等による工期の制約
【厳しい自然条件での工程管理への対応】
・冬季間における施工のため工程管理上の制約
・施工箇所が山間部で時期的にも気象条件に左右されやすい
【災害への対応】
・緊急災害復旧工事における早期完成を要請
【工法変更等への対応】
・工法変更に伴う工程調整に困難を要した
・増工、新規工種発生による工程変更が生じ、工程調整に困難を要した
・変更・一時中止により工程調整に困難を要した
・想定外の地中障害物等への対応により工程管理苦慮
・地質変化等、条件変更に伴う工程調整に困難を要した
【契約の制約上への対応】
・標準断面契約で工期に制約があるなか対応
・概略発注に伴う設計変更等、工程管理
・地質調査、検討、測量設計が工事に含まれており、工程管理上の制約
・週休２日制ﾓﾃﾞﾙ工事
【他工事等との工程影響への対応】
・先行工事の遅れにより工期の延期及び施工順序の見直しが必要
・隣接工事との工程調整
・用地買収進捗等の規制
・点在している工区の工程調整
【その他工程影響への対応】
・文化財発掘調査に日数を要し、工程調整に困難を要した
・暑中及び寒中ｺﾝｸﾘｰﾄの施工となる箇所があり養生・品質管理重要
・施工試験・配合試験の実施による品質確保の検証
・品質管理法の工夫必要
・他工事からの搬入建設副産物及び購入土につき、各品質管理が必要
・軽量盛土、ﾃｰﾙｱﾙﾒ等に厳しい品質の要求

５．マネジメ
ント特性

③関係機
関対応

関係行政機関・公
益事業者等との調
整

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

④工程管
理

工期・工程の制
約・変更への対応
（工法変更等に伴
うものを含む）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

⑤品質管
理

品質管理の煩雑
さ・複雑さ（高い品
質管理精度の要
求等を含む）

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（農業農村整備） 区分：7011

工種： ほ場整備（区画整理）

評価Ａ 評価Ｂ
大項目 小項目

評価対象事項
（代表的事項）

具体的事例

【高所作業・危険個所に対する安全管理】
・切土高が高く、作業箇所が狭小であるため上下作業にならない機械及び作業員の配置
・高さ30mの法面で命綱による危険作業
・切土高が高く地山の崩壊などの安全管理
・狭所作業における重機挟まれに対する安全管理
・緊急災害復旧工事での安全管理
【夜間作業に関する安全管理】
・交通量が多い夜間作業
【潜水・潜函作業等に関する安全管理】
・潜水作業を伴う工事
【厳しい自然条件下での安全管理】
・降雨の中での工事、作業に対して安全管理が特に必要
・崩壊箇所のため、法面の挙動観察等厳しい管理が必要
【近接施工・他工区調整に対する安全管理】
・複数の工区が隣接しているため安全協議会を作り事故防止
【有害物質処理に関する安全管理】
・有害特定化学物質の除去作業における安全対策、特別産業廃棄物に準じた安全対策
・災害応急復旧工事
・集中豪雨の復旧工事に迅速に対応
・台風後の応急的工事
・ﾘｻｲｸﾙﾓﾃﾞﾙ工事の一般公開工事
・建設CALSへの取り組み
・見学者対応に積極的に協力

５．マネジメ
ント特性

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

災害時の応急復
旧等

⑦その他

⑥安全管
理

高所作業、夜間作
業、潜水作業等の
危険作業

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（農業農村整備） 区分：7012

工種： ほ場整備（暗渠排水）

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形
状の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・複数工事（3工法以上）

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・既設構造物の補修

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・新技術の実施

②その他 施工方法に関す
る技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・地下水排除工法に関する提案

以下「ほ場整備（区画整理）」参照

具体的事例

２．技術特
性

１．構造物
条件

大項目 小項目
評価対象事項
（代表的事項）
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（農業農村整備） 区分：7021

工種： 畑地かんがい（管路工）

評価Ａ 評価Ｂ
・口径1,000mm以上
・掘削深さが5m以上

・逆ｻｲﾎﾝ
・3連配管以上
・既設構造物の補強
・河川法適用河川の開削

・新技術の実施
・推進工法による管渠布設

②その他 施工方法に関す
る技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・河川（道路）横断部の施工方法に関する検討及び提案

以下「ほ場整備（区画整理）」参照

１．構造物
条件

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

大項目 小項目
評価対象事項
（代表的事項）

具体的事例

２．技術特
性

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

①規模

対象構造物の形
状の複雑さ

②形状 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（農業農村整備） 区分：7022

工種： 畑地かんがい（ファームポンド・機場）

評価Ａ 評価Ｂ
・貯水量V=10,000m3程度以上
・ﾎﾟﾝﾌﾟ口径1,000mm程度以上

②形状 対象構造物の形
状の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・既設構造物の補強

・新技術の実施
・基礎地盤の改良等

②その他 施工方法に関す
る技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「ほ場整備（区画整理）」参照

具体的事例

２．技術特
性

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

①規模

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

１．構造物
条件

大項目 小項目
評価対象事項
（代表的事項）

1 / 1 ページ



別紙5-1 小項目別評価運用基準表（農業農村整備） 区分：7022

工種： 畑地かんがい（自動制御）

評価Ａ 評価Ｂ
①規模 対象構造物の高

さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・制御機の支配面積100ha以上

②形状 対象構造物の形
状の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・制御機器の設置（形状複雑）

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・既設構造物の撤去

・新技術の実施
・光ｹｰﾌﾞﾙの布設

②その他 施工方法に関す
る技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「ほ場整備（区画整理）」参照

具体的事例

２．技術特
性

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

１．構造物
条件

大項目 小項目
評価対象事項
（代表的事項）
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（農業農村整備） 区分：7031

工種： ため池（堤体）

評価Ａ 評価Ｂ
・築堤平均高さ10m以上 ・築堤平均高さ5m以上
・築堤土量30,000m3以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・築堤断面形状が複雑
・法勾配が1:1.5以上
・既設構造物の撤去
・既存の樋門、樋管等の撤去

・材料運搬・計量・混練・品質管理等に関し特殊・高度技術
・ﾊﾞﾗﾂｷが大きい盛立材料、従来不良とされた盛立材料の活用
・特殊な表面遮水壁型工法
・新技術の実施
・流木の集積及び拾い上げ方法など技術提案
・浚渫土砂処理・有効利用に関する技術提案
・水質改善等に関する技術提案

以下「ほ場整備（区画整理）」参照

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

２．技術特
性

②その他 施工方法に関す
る技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形
状の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①規模
・築堤土量10,000m3以上又は延長200m以上

具体的事例
大項目 小項目

評価対象事項
（代表的事項）

１．構造物
条件

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（農業農村整備） 区分：7032

工種： ため池（維持管理）

評価Ａ 評価Ｂ
・法面保護工1,000m2以上かつ法長10m以上 ・浚渫量20,000m3以上
・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・法面保護工500m2以上かつ法長8m以上

・ﾍﾄﾞﾛの浚渫、仮置き・水切りの処理要
・既存の樋門、樋管等の撤去
・現堤体の開削
・特殊な表面遮水壁型工法
・新技術の実施
・流木の集積及び拾い上げ方法など技術提案
・浚渫土砂処理・有効利用に関する技術提案
・水質改善等に関する技術提案

以下「ほ場整備（区画整理）」参照

具体的事例
大項目 小項目

評価対象事項
（代表的事項）

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

２．技術特
性

②その他 施工方法に関す
る技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・法勾配が1:1.5以上

１．構造物
条件

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形
状の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①規模 対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模
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別紙5-1 小項目別評価運用基準表（農業農村整備） 区分：7040

工種： コンクリート二次製品水路

評価Ａ 評価Ｂ
・内空面積25m2程度以上
・護岸高H=5m以上

①工法等 工法、使用機械、
使用材料等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・新技術の実施

②その他 施工方法に関す
る技術提案等

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

以下「ほ場整備（区画整理）」参照

２．技術特
性

・形状が複雑な落差工

１．構造物
条件

③その他 既設構造物の補
強、撤去等特殊な
工事対象

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

②形状 対象構造物の形
状の複雑さ

・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

①規模 ・B判定の事例等、もしくはそれ以外において、特に
困難と認められるもの

・既設構造物の撤去、再利用

具体的事例
大項目 小項目

評価対象事項
（代表的事項）
対象構造物の高
さ、延長、施工(断)
面積、施工深度等
の規模
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別紙5-2 小項目別評価運用基準表（土木工事に係る電気通信設備工事）
区分：9011､9012､9021､9031､9032､9041､9042､9043､9051

評価Ａ 評価Ｂ 評価Ｃ
１．設備条件 ①設備種別 ・高圧配電・昇圧設備あり ・低圧配電・電源補償設備あり ・低圧単独引き込み 電気設備

・衛星通信設備（可搬型を除く。） ・その他の一般的な通信設備 通信設備

・各種情報通信（処理）設備 ・各種情報通信（処理）設備 ・各種情報通信（処理）設備
（ﾃﾞｰﾀ送受機能あり） （ﾃﾞｰﾀ送受機能あり） （ﾃﾞｰﾀ送受機能あり）
・ｼｴｲﾝﾀﾞｰ鉄塔 ・ﾊﾟｲﾌﾟﾄﾗｽ鉄塔 ・評価A､Bに該当しない鉄塔
・特別高圧設備 ・高圧設備 ・低圧設備 受変電設備

②設備規模 ・道路照明：灯数50灯以上 ・20≦灯数＜50灯 ・灯数20灯未満 電気設備
・ﾄﾝﾈﾙ：延長500m以上 ・75≦延長＜500m ・延長75m未満
・配電線路：亘長1000m以上 ・500≦亘長＜1000m ・亘長500m未満
・共同溝：延長500m以上 ・200≦延長＜500m ・延長200m未満
・地下駐：床面積1000㎡以上 ・500≦床面積＜1000㎡ ・床面積500㎡未満
・水処理：容量300kVA以上 ・100≦容量＜300kVA ・容量100kVA未満
・道路ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ：容量100kVA以上 ・50≦容量＜100kVA ・容量50kVA未満
・鉄塔：高さ50m以上 ・30≦高さ＜50m ・高さ30m未満 通信設備
・反射板：面積50㎡以上 ・30≦面積＜50㎡ ・面積30㎡未満
・光ｹｰﾌﾞﾙ：接続10箇所以上 ・1箇所≦接続＜10箇所 ・接続箇所なし

・伝送系を含む ・CCTVのみ

・高圧受変電：容量1000kW以上 ・500≦容量＜1000kW ・容量500kW未満 受変電設備
・特高圧変電：容量5000kW以上 ・3000≦容量＜5000kW ・容量3000kW未満
・発電：容量500kW以上 ・100≦容量＜500kW ・容量100kW未満

③その他 ・評価A､Cに該当しない

２．設備技術特性 ①設備仕様 ・特になし
・点滅ｽｲｯﾁによる制御

・監視制御設備による制御 ・自動点滅装置による制御
②施工方法 工法、使用材料等 ・特になし

③その他 設備の運用に係る付加技術等 ・特になし

３．設備設置条件 ①設置環境 湿度、温度、高度等 ・一般的な設置環境

・共同溝の深度があり作業が困難
②設置構造物 ・特になし

③その他 ・特になし

備考評価対象事項（代表的事項）小項目大項目
具体的事例

主な設備の種別（低圧設備、高圧設
備等） ・多重通信設備、ﾍﾘ画像受信設

備、K-COSMOS、有線通信設
備、電話交換設備

主な設備の規模（照明灯数、線路亘
長、設備容量等）

・CCTV：画像処理系及び伝送系を
含む

既設設備の改造・転用、特殊な対象
設備等

・既設設備を運用しながら一部の
機器を更新

・既設設備撤去後に同程度の
設備を設置

省エネ仕様、監視制御仕様、耐震仕
様、ﾘｻｲｸﾙへの配慮等

・設備のﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ低減を特に考
慮している

・設備のﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ低減を比較
的考慮している

・新規の工法、使用材料等を採用
し、特に慎重な対応が必要

・新規の工法、使用材料等を採
用しているが対処は比較的容易

・ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの考慮により、
設備の操作性が非常に良い

・ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの考慮によ
り、設備の操作性が比較的良い

・冬季において積雪や凍結に特に
慎重な対応が必要

・積雪や凍結はあるが対処は比
較的容易

設置構造物の形状の複雑さ、設置箇
所の条件等

・道路・ﾄﾝﾈﾙ線形が厳しいなど特
に慎重な対応が必要

・道路・ﾄﾝﾈﾙ線形は厳しいが対
処は比較的容易

設置に際し特に配慮すべき特殊要因
等

・共同溝にｶﾞｽ洞道があり特に細
心の配慮が必要

・共同溝にｶﾞｽ洞道があり一般的
な配慮が必要
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別紙5-2 小項目別評価運用基準表（土木工事に係る電気通信設備工事）
区分：9011､9012､9021､9031､9032､9041､9042､9043､9051

評価Ａ 評価Ｂ 評価Ｃ
４．社会条件 ①地中障害物 ・対処困難な障害物がある ・特になし

②近接施工 ・対処困難な近接物がある ・特になし

③騒音・振動 ・特になし

④水質汚濁 ・特になし

・作業道路・ﾔｰﾄﾞの制約が厳しい ・特になし

⑥現道作業 現道上での交通規制を伴う作業 ・一般的な対応が必要 ・特になし

⑦その他 ・特になし

５．マネジメント特性 ①他工区調整 隣接工区との工程調整 ・特になし

②住民対応 近隣住民との対応 ・特に慎重な対応が必要 ・一般的な対応が必要 ・特になし
・特に慎重な対応が必要 ・一般的な対応が必要 ・特になし

④工程管理 ・工期・工程が特に厳しい ・工期・工程がやや厳しい ・標準的な工期・工程

⑤品質管理 ・特に厳しい品質管理が必要 ・やや厳しい品質管理が必要 ・標準的な品質管理

⑥安全管理 ・特に危険な作業 ・やや危険な作業 ・標準的な作業

⑦その他 災害時の応急復旧等 ・特になし

６．特別考慮要因 － 難度の高い条件等 ・特になし

　注：本表は、小項目別評価の具体的事例を例示したものであり、これ以外の事例については、類似の事例、施工条件等から類推するものとする。

備考

周辺住民等に対する騒音・振動の配
慮

大項目 小項目 評価対象事項（代表的事項）
具体的事例

工事の影響に配慮すべき鉄道営業
線・供用中道路・架空線・建築物等の
近接物

・近接物はあるが対処は比較的
容易

・対処が困難で特に慎重な対応が
必要

・騒音・振動に対する配慮が必
要であるが対処は比較的容易

地下埋設物等の地中内の作業障害
物

・障害物はあるが対処は比較的
容易

・水質汚濁に対する配慮が必要
であるが対処は比較的容易

⑤作業道路・
ヤード

周辺水域環境に対する水質汚濁の
配慮

・対処が困難で特に慎重な対応が
必要

生活道路を利用しての資器材搬入等
の工事用道路の制約、路面覆工下・
高架下等の作業ｽﾍﾟｰｽの制約

・作業道路・ﾔｰﾄﾞに制約はある
が対処は比較的容易

・対処が困難で特に慎重な対応が
必要

騒音・振動・水質汚濁以外の環境対
策、廃棄物処理等

・対処が困難で特に慎重な対応が
必要

・PCD、SF6ｶﾞｽ、ﾌﾛﾝｶﾞｽ等の処
理が必要

・調整を要する他工事（近接工
区）の請負者がある

・特に困難な調整を要する他工事
（近接工区）の請負者が複数ある

③関係機関対
応

関係行政機関・公益事業者等との調
整

・被災時の応急復旧工事で一般
的な対応が必要

・新技術の採用、超大規模設備、
大規模地震災害後の緊急復旧等
で特に難度が高い

・新技術の採用、超大規模設
備、大規模地震災害後の緊急
復旧等で難度は高いが対処は
比較的容易

工期・工程の制約・変更への対応（工
法変更等に伴うものを含む）

品質管理の煩雑さ・複雑さ（高い品質
管理精度の要求等を含む）

高所作業、夜間作業、潜水作業等の
危険作業

・被災時の応急復旧工事で対処が
困難
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別紙5-2 小項目別評価運用基準表（下水） 区分：9061

工種： 電気設備

評価Ａ 評価Ｂ 評価Ｃ
主な設備の種別 ・当初より500kw以上の高圧受電（将来は

1000kw以上又は特別高圧受電）変圧器2ﾊﾞ
ﾝｸ以上

・50kw～500kwの高圧受電（自家発電設備をもつ） ・低圧受電又は自家発電設備をもたない高
圧受電

・ﾓｰﾙﾄﾞ又はｶﾞｽ絶縁変圧器 ・ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器 ・油入変圧器
・高圧動力負荷（6kv）あり ・低圧動力負荷（400v） ・低圧動力負荷（200v）
・二重母線又はﾙｰﾌﾟ母線 ・単母線又は区分式単母線 ・単母線
・二次抵抗制御又は静止ｾﾙﾋﾞｳｽ制御等の
速度制御設備

・VVVF制御での速度制御 ・速度制御なし

・高調波対策あり ・高調波対策あり ・高調波対策不要
・直流及び交流無停電電源装置 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置（UPS）

主な設備の種別 ・計測項目の入出力点数が夫々100～1,000点 ・計測項目の入出力点数が夫々100点以
・光又は電気信号方式 ・電気信号方式

・光信号方式
・ｼｽﾃﾑが二重化されていて、CRTﾃﾞｨｽﾌﾟﾚ
ｲ、投影式ｽｸﾘｰﾝ、ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾊﾟﾈﾙ等が具備さ
れている
・集中監視分散制御方式等

主な設備の種別
①-3）自家発電設
備

・水処理施設：日最大汚水量8,000m3/日以
上（標準法に限る）の電気設備

・水処理施設：日最大汚水量8,000m3/日以下の電気設備

・ﾎﾟﾝﾌﾟ場：時間最大汚水量15,000m3/日以
上の電気設備

・ﾎﾟﾝﾌﾟ場：時間最大汚水量15,000m3/日以下の電気設備

・評価A、Cに該当しない ・既設設備撤去後に同程度の設備を設置
・停電作業はなし

・長時間による停電作業が伴う
・大規模な増設、更新
・設備のﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ低減を特に考慮している ・設備のﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ低減を比較的考慮している ・特になし
・監視制御設備による制御 ・自動点滅装置による制御 ・点滅ｽｲｯﾁによる制御

②施工方法工法、仕様材料等 ・新規の工法、使用材料等を採用し、特に慎
重な対応が必要

・新規の工法、使用材料等を採用しているが対処は比較的容易 ・特になし

③その他 設備の運用に係る
付加技術等

・ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽの考慮により、設備の操作
性が非常に良い

・ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽの考慮により、設備の操作性が比較的良い ・特になし

・冬期において積雪や凍結に特に慎重な対
応が必要
・共同溝の深度があり作業が困難

②設置構造
物

設置構造物の形状
の複雑さ、設置箇
所の条件等

・設置場所が狭く複雑で、慎重な対応が必
要

・設置場所が狭いが、対処は比較的容易 ・特になし

③その他 設置に際し特に配
慮すべき特殊要因
等

・既設配管等が錯綜し、細心の配慮が必要 ・既設配管等があり、一般的な配慮が必要 ・特になし

・計測項目の入出力点数が夫々1,000点以
上①-2）計装設備、

監視制御ｼｽﾃﾑ ・集中監視集中制御方式 ・個別監視操作方式又は集中監視個別操
作方式

・積雪や凍結はあるが対処は比較的容易 ・一般的な設置環境

２．設備技
術特性

①設備仕様省ｴﾈ仕様、監視制
御仕様、耐震仕
様、ﾘｻｲｸﾙへの配
慮等

３．設備設
置条件

①設置環境湿度、温度、高度
等

・ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場に係る電気設備

・既設設備を運用しながら一部の機器を更
新

③その他 既設設備の改造・
転用、特殊な対象
設備等

・停電作業が伴う
・小規模な増設、更新

②設備規模主な設備の規模
（処理場、ﾎﾟﾝﾌﾟ場
等）

１．設備条
件

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）

・ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ方式500KVA以上（当初500KVA
以下でも将来は2台以上で500KVA以上）

・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ方式又はｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ方式500KVA以下 ・自家発電設備なし

①設備種別

①-1)電力設備、受
変電設備、負荷設
備、制御・計装用
電源
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別紙5-2 小項目別評価運用基準表（下水） 区分：9061

工種： 電気設備

評価Ａ 評価Ｂ 評価Ｃ
小項目大項目

具体的事例評価対象事項
（代表的事項）

①地中障害
物

地下埋設物等の地
中内の作業障害物

・対処が困難な障害物がある ・障害物はあるが対処は比較的容易 ・特になし

②近接施工工事の影響に配慮
すべき鉄道営業
線・供用中道路・架
空線・建築物等の
近接物、既存機械
電気機器等の近接
物

・対処が困難な近接物がある ・近接物はあるが対処は比較的容易 ・特になし

③騒音、振
動

周辺住民等に対す
る騒音・振動の配
慮

・対処が困難で特に慎重な対応が必要 ・騒音・振動に対する配慮が必要であるが対処は比較的容易 ・特になし

④水質汚濁周辺水域環境に対
する水質汚濁の配
慮

・対処が困難で特に慎重な対応が必要 ・水質汚濁に対する配慮が必要であるが対処は比較的容易 ・特になし

・作業道路・ﾔｰﾄﾞの制約が厳しい ・作業道路・ﾔｰﾄﾞに制約はあるが対処は比較的容易
・現道上で交通規制を伴う作業で特に慎重
な対応が必要

・現道上で交通規制を伴う作業で一般的な対応が必要

⑥その他 騒音・振動・水質汚
濁以外の環境対
策、廃棄物処理等

・対処が特に困難で特に慎重な対応が必要 ・PCB、SF6ｶﾞｽ、ﾌﾛﾝｶﾞｽ等の処理が必要 ・特になし

①他工区調
整

隣接工区との工程
調整（関連する機
械工事を除く）

・特に困難な調整を要する他工事（近接工
区）の請負者が複数ある

・調整を要する他工事（近接工区）の請負者がある ・特になし

②住民対応近隣住民との対応 ・特に慎重な対応が必要 ・一般的な対応が必要 ・特になし
③関係機関
対応

関係行政機関・公
益事業者等との調
整

・特に慎重な調整が必要 ・一般的な調整が必要 ・特になし

④工程管理工期・工程の制約・
変更への対応（工
法変更等に伴うも
のを含む）

・工期・工程が特に厳しい ・工期・工程がやや厳しい ・標準的な工期・工程

⑤品質管理品質管理の煩雑
さ・複雑さ（高い品
質管理精度の要求
等を含む）

・特に厳しい品質管理が必要 ・やや厳しい品質管理が必要 ・標準的な品質管理

⑥安全管理高所作業、夜間作
業、潜水作業等の
危険作業

・特に危険な作業 ・やや危険な作業 ・表峻的な作業

⑦その他 災害時の応急復旧
等

・被災時の応急復旧工事で対処が困難 ・被災時の応急復旧工事で一般的な対応が必要 ・特になし

６．特別考
慮要因

－ 難度の高い条件等 ・新技術の採用、超大規模設備、大規模地
震災害後の緊急復旧等で特に難度が高い

・新技術の採用、超大規模設備、大規模地震災害後の緊急復旧等で難度
は高いが対処は比較的容易

・特になし

５．ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
特性

４．社会条
件

⑤作業道
路・ﾔｰﾄﾞ

生活道路を利用し
ての機器材搬入等
の工事用道路の制
約、路面覆工下・
高架下等の作業ｽ
ﾍﾟｰｽの制約

・特になし
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別紙5-2 小項目別評価運用基準表（下水） 区分：9062

工種： 機械設備

評価Ａ 評価Ｂ 評価Ｃ
主な設備の種別 ・標準活性汚泥法 ・標準活性汚泥法、長時間法、OD法、回分式活性汚泥法等 ・特に小規模な水処理施設

・2階層式以上の沈殿池 ・評価A以外 ・ﾙｰﾂ型送風機（概ね50m3/分以下）
・全面曝気式、機械撹拌式 ・旋回流式（標準法）、その他
・ﾀｰﾎﾞ型送風機150m3/分以上（150m3/分
以下でも高圧ﾓｰﾀ）

・ﾀｰﾎﾞ型送風機50～150m3/分（ただし低圧ﾓｰﾀ）

・紫外線又はｵｿﾞﾝ消毒設備 ・次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ消毒設備
・処理水再利用設備がある（1,000m3/日規
模以上）

・処理水再利用設備がある（1,000m3/日規模以下）

主な設備の種別 ・重力濃縮設備のみ ・小規模な汚泥処理施設
・脱水機は間欠運転（7時間程度）

・機械濃縮機、脱水機は24時間対応
・焼却溶融設備

主な設備の種別 ・ﾊﾞｹｯﾄｺﾝﾍﾞｱ式沈砂掻揚機 ・揚砂ﾎﾟﾝﾌﾟ式 ・ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設備
・防塵設備、し渣脱水設備 ・防塵設備、破砕機 ・手掻き式ｽｸﾘｰﾝ
・軸流ﾎﾟﾝﾌﾟ、斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ ・斜流ﾎﾟﾝﾌﾟ、渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ ・渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ

主な設備の規模 ・全体計画における日最大汚水量
50,000m3/日以上で、処理方式が標準活性
汚泥法

・全体計画における日最大汚水量50,000m3/日以下

②-1）水処理設備 ・増設、更新時の日最大汚水量8,000m3/日
以上

・増設、更新時の日最大汚水量8,000m3/日以下

主な設備の規模 ・全体計画における処理汚泥量脱水ｹｰｷ量
換算50t/日以上

・全体計画における処理汚泥量脱水ｹｰｷ量換算50t/日以下 ・小規模な汚泥処理施設

②-2）汚泥処理設
備

・増設、更新時の処理汚泥量脱水ｹｰｷ量換
算20t/日以上

・増設、更新時の処理汚泥量脱水ｹｰｷ量換算20t/日以下

主な設備の規模 ・全体計画における時間最大汚水量
20,000m3/日以上

・全体計画における時間最大汚水量20,000m3/日以下 ・ﾎﾟﾝﾌﾟ設備（ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ等）

・増設、更新時の時間最大汚水量は
10,000m3/日以上

・増設、更新時の時間最大汚水量は10,000m3/日以下

・ﾎﾟﾝﾌﾟの電動機出力75KW以上 ・ﾎﾟﾝﾌﾟの電動機出力55KW以下
・既設設備を運用しながら一部の機器を更
新

・評価A、Cに該当しない ・既設設備撤去後に同程度の設備を設置

・長時間による停電作業が伴う ・機器の停止はなし
・大規模な増設、更新 ・小規模な増設、更新

①設備仕様省ｴﾈ仕様、監視制
御仕様、耐震仕
様、ﾘｻｲｸﾙへの配
慮等

・設備のﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ低減を特に考慮している ・設備のﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ低減を比較的考慮している ・特になし

②施工方法工法、仕様材料等 ・新規の工法、使用材料等を採用し、特に慎
重な対応が必要

・新規の工法、使用材料等を採用しているが対処は比較的容易 ・特になし

③その他 設備の運用に係る
付加技術等

・ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽの考慮により、設備の操作
性が非常に良い

・ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽの考慮により、設備の操作性が比較的良い ・特になし

③その他 既設設備の改造・
転用、特殊な対象
設備等 ・機器停止作業を伴う

２．設備技
術特性

②設備規模 ・小規模な水処理施設

②-3）ﾎﾟﾝﾌﾟ場設備
（汚水）

・電動機出力概ね18.5KW以下

①-2）汚泥処理設
備、濃縮設備、脱
水設備、焼却溶融
設備、ｺﾝﾎﾟｽﾄ設備

・ｺﾝﾎﾟｽﾄ設備
・汚泥貯留設備

①-3）ﾎﾟﾝﾌﾟ場設備
（汚水）、沈砂池設
備、ｽｸﾘｰﾝ設備、ﾎﾟ
ﾝﾌﾟ設備

小項目大項目
具体的事例評価対象事項

（代表的事項）
１．設備条
件

①設備種別
①-1)水処理設備、
沈殿池設備、反応
槽設備、送風機設
備、消毒設備、処
理水再利用設備

・固形塩素消毒設備

・機械濃縮設備と重力濃縮設備の両方があ
る
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別紙5-2 小項目別評価運用基準表（下水） 区分：9062

工種： 機械設備

評価Ａ 評価Ｂ 評価Ｃ
小項目大項目

具体的事例評価対象事項
（代表的事項）

・冬期において積雪や凍結に特に慎重な対
応が必要
・共同溝の深度があり作業が困難

②設置構造
物

設置構造物の形状
の複雑さ、設置箇
所の条件等

・設置場所が狭く複雑で、慎重な対応が必
要

・設置場所が狭いが、対処は比較的容易 ・特になし

③その他 設置に際し特に配
慮すべき特殊要因
等

・既設配管等が錯綜し、細心の配慮が必要 ・既設配管等があり、一般的な配慮が必要 ・特になし

①地中障害
物

地下埋設物等の地
中内の作業障害物

・対処が困難な障害物がある ・障害物はあるが対処は比較的容易 ・特になし

②近接施工工事の影響に配慮
すべき鉄道営業
線・供用中道路・架
空線・建築物等の
近接物、既存機械
電気機器等の近接

・対処が困難な近接物がある ・近接物はあるが対処は比較的容易 ・特になし

③騒音、振
動

周辺住民等に対す
る騒音・振動の配
慮

・対処が困難で特に慎重な対応が必要 ・騒音・振動に対する配慮が必要であるが対処は比較的容易 ・特になし

④水質汚濁周辺水域環境に対
する水質汚濁の配
慮

・対処が困難で特に慎重な対応が必要 ・水質汚濁に対する配慮が必要であるが対処は比較的容易 ・特になし

・作業道路・ﾔｰﾄﾞの制約が厳しい ・作業道路・ﾔｰﾄﾞに制約はあるが対処は比較的容易 ・特になし
・現道上で交通規制を伴う作業で特に慎重
な対応が必要

・現道上で交通規制を伴う作業で一般的な対応が必要

⑥その他 騒音・振動・水質汚
濁以外の環境対
策、廃棄物処理等

・対処が特に困難で特に慎重な対応が必要 ・PCB、SF6ｶﾞｽ、ﾌﾛﾝｶﾞｽ等の処理が必要 ・特になし

・一般的な設置環境

４．社会条
件

⑤作業道
路・ﾔｰﾄﾞ

生活道路を利用し
ての機器材搬入等
の工事用道路の制
約、路面覆工下・
高架下等の作業ｽ
ﾍﾟｰｽの制約

３．設備設
置条件

①設置環境湿度、温度、高度
等

・積雪や凍結はあるが対処は比較的容易
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別紙5-2 小項目別評価運用基準表（下水） 区分：9062

工種： 機械設備

評価Ａ 評価Ｂ 評価Ｃ
小項目大項目

具体的事例評価対象事項
（代表的事項）

①他工区調
整

隣接工区との工程
調整（関連する機
械工事を除く）

・特に困難な調整を要する他工事（近接工
区）の請負者が複数ある

・調整を要する他工事（近接工区）の請負者がある ・特になし

②住民対応近隣住民との対応 ・特に慎重な対応が必要 ・一般的な対応が必要 ・特になし
③関係機関
対応

関係行政機関・公
益事業者等との調
整

・特に慎重な調整が必要 ・一般的な調整が必要 ・特になし

④工程管理工期・工程の制約・
変更への対応（工
法変更等に伴うも
のを含む）

・工期・工程が特に厳しい ・工期・工程がやや厳しい ・標準的な工期・工程

⑤品質管理品質管理の煩雑
さ・複雑さ（高い品
質管理精度の要求
等を含む）

・特に厳しい品質管理が必要 ・やや厳しい品質管理が必要 ・標準的な品質管理

⑥安全管理高所作業、夜間作
業、潜水作業等の
危険作業

・特に危険な作業 ・やや危険な作業 ・表峻的な作業

⑦その他 災害時の応急復旧
等

・被災時の応急復旧工事で対処が困難 ・被災時の応急復旧工事で一般的な対応が必要 ・特になし

６．特別考
慮要因

－ 難度の高い条件等 ・新技術の採用、超大規模設備、大規模地
震災害後の緊急復旧等で特に難度が高い

・新技術の採用、超大規模設備、大規模地震災害後の緊急復旧等で難度
は高いが対処は比較的容易

・特になし

５．ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
特性

3 / 3 ページ



別紙5-3 小項目評価の運用（建築） 区分：0011､0012､0013

大項目 小項目 評価対象事項（代表的事項） 具体的事例（評価Ａ） 具体的事例（評価Ｂ） 具体的事例（評価Ｃ） 備考
１．建物条件 ①規模 建物の延べ面積 建物の延べ面積　10,000㎡以上 建物の延べ面積　3,000㎡以上10,000㎡未満 建物の延べ面積　3,000㎡未満

②構造 建物の構造種別、特殊構造 CB造等簡易、S造（１方向ラーメン）

③形状 建物形状の複雑さ 形状が複雑 形状がやや複雑 形状が複雑ではない

④その他 建物構造の補強等特殊な工事対象等 評価Ａ、Ｃ以外

２．技術特性　 ①工法等 建物の総階数、工法、使用材料等 ・総階数９階以上又は建物高さ３１ｍ以上 評価Ａ、Ｃ以外 総階数が２階以下

②その他 ・評価Ａ、Ｂに該当しない

・既存部分との競合度合いが複雑 ・既存部分との競合度合いがやや複雑 ・単独施工、既存部分との競合が無い

３．自然条件 ①支持地盤 ・地下２階以上 ・地下１階 特に困難でない

・地下１階で深度１０ｍ以上または軟弱地盤 ・地下無しで軟弱地盤

②土留め・止水

③気象 施工の制約を受ける特殊な気象条件 施工制約が厳しい 施工制約がある 特になし

④その他 ・条件が厳しい ・条件があるが対応容易 特になし

・改修の場合で綿密な調査が必要

４．社会条件 ①仮設条件 工事用道路、作業スペース等の制約 仮設条件の制約が厳しい 特になし

②地中障害物 地下埋設物等の地中内の作業障害物 対処困難な障害物がある 障害物はあるが、対処は比較的容易 特になし

③近接施工 工事に影響する架空線・建物等の近接物 対処困難な近接物がある 近接物はあるが、対処は比較的容易 特になし

④騒音・振動 周辺住民等に対する騒音・振動等の配慮 対処が困難で、特に慎重な対応が必要 特になし

⑤水質汚濁 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮 対処が困難で、特に慎重な対応が必要 特になし

⑥その他 ガス・水道・電線路等の移設、電波障害対策 対処が困難で、特に慎重な対応が必要 該当するものがあるが、対処は比較的容易 特になし

５．ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特性 ①他工区調整

②住民対応 近隣住民との対応 特に慎重な対応が求められる 一般的な対応が必要 特に必要なし

③関係機関対応 関係行政機関等との調整 特に慎重な調整が必要 一般的な対応が必要 特に必要なし

④工程管理 工期・工程の制約への対応 ・工期・工程が特に厳しい ・工期・工程がやや厳しい 標準的な工期・工程

・執務しながらの改修工事で特に制約が多い ・執務しながらの改修工事で制約が多い

⑤品質管理 特に厳しい品質管理が必要 やや厳しい品質管理が必要 標準的な品質管理

⑥安全管理 特になし

⑦その他 ・被災時の応急復旧工事 PCB・SF6ガス・フロンガス等の処理が必要 特になし

・アスベスト等の処理が必要

災害時の応急復旧、特殊な廃棄物への対応
等

地下階数、地下階深度、杭に及ぼす支持地
盤

調整を要する他工事（近接工区）の請負者な
し

品質管理の煩雑さ、複雑さ（特殊仕様への対
応等を含む）

高所作業、夜間作業等の危険作業、公衆災
害の防止

外来者の多い施設で、工事範囲が外来者・
通行人等の動線と接近

外来者の多い施設だが、外来者・通行人等と
の明解な動線分離が可能

近接工区、他工事（他工区発注予定を含み、
設備工事は除く）との工程調整

特に困難な調整を要する他工事（近接工区）
の請負者が複数ある

調整を要する他工事（近接工区）の請負者が
ある

仮設条件に制約があるが、対処は比較的容
易

騒音振動等に対する配慮が必要だが対処は
比較的容易

水質汚濁に対する配慮が必要だが対処は比
較的容易

湧水の発生があるが、掘削作業時の影響が
小さい

湧水の発生がほとんど無く、掘削作業時の影
響が無い

地滑り等の地質条件等、改修の場合は施工
計画上詳細な調査が必要な場合等 ・改修の場合で調査が必要であるが、対応容

易

施工方法に関する新技術採用等、改修の場
合は既存との競合度合いを考慮

湧水の発生、掘削作業時等に対する地下水
位の影響等

湧水の発生が多く、掘削作業時の影響が大
きい

通常の技術で対応可能な構造補強または特
殊工事

RC造、S造（型鋼の２方向ラーメン、大スパン
の１方向ラーメン）

・特殊仕様（特殊仕上げ、特殊杭工法、免震
構造、一部PRC構造等）

・総プロ、パイロット事業対象工事で難しいも
のあり

・総プロ、パイロット事業対象工事のうち比較
的簡単なもの

SRC造、S造（ビルト材の２方向ラーメン、大ス
パンの型鋼の２方向ラーメン）

特に困難で高度な技術を要する構造補強ま
たは特殊工事



別紙5-4 小項目評価の運用（電気設備） 区分：0021､0022､0023

大項目 小項目 評価対象事項（代表的事項） 具体的事例（評価Ａ） 具体的事例（評価Ｂ） 具体的事例（評価Ｃ） 備考
１．設備システム ①システム種別 システムのレベル 照明制御（主要執務室の昼光利用照度制御主要執務室のﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ点滅制御 照明制御なし

　種別条件 火災報知設備の受信機がR型 評価Ｂ未満

②システム規模 システムの規模

③その他 既存システムへの影響度 評価Ａ、Ｃに該当しない

２．技術特性　 ①工法等 建物の総階数、工法、使用材料等 ・総階数９階以上又は建物高さ３１ｍ以上 評価Ａ、Ｃに該当しない 総階数が２階以下

②その他 ・評価Ａ、Ｂに該当しない

・既存システムと複雑に競合する ・既存システムとやや複雑に競合する ・単独施工、既存と分離可能

３．設備システム ①ｼｽﾃﾑ間複合度 システムの多さと複合度合い

　複合条件

②ｼｽﾃﾑ複雑度 重要システムの複雑さ 特になし

③その他 特になし

・その他特に施工が難しい設備がある ・その他施工が難しい設備がある

４．社会条件 ①仮設条件 工事用道路、作業スペース等の制約 仮設条件の制約が厳しい 特になし

②地中障害物 地下埋設物等の地中内の作業障害物 対処困難な障害物がある 障害物はあるが、対処は比較的容易 特になし

③近接施工 工事に影響する架空線・建物等の近接物 対処困難な近接物がある 近接物はあるが、対処は比較的容易 特になし

④騒音・振動 周辺住民等に対する騒音・振動等の配慮 対処が困難で、特に慎重な対応が必要 特になし

⑤水質汚濁 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮 対処が困難で、特に慎重な対応が必要 特になし

⑥その他 ガス・水道・電線路等の移設、電波障害対策対処が困難で、特に慎重な対応が必要 該当するものがあるが、対処は比較的容易 特になし

５．ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特性 ①他工区調整

②住民対応 近隣住民との対応 特に慎重な対応が求められる 一般的な対応が必要 特に必要なし

③関係機関対応 関係行政機関等との調整 特に慎重な調整が必要 一般的な対応が必要 特に必要なし

④工程管理 工期・工程の制約への対応 ・工期・工程が特に厳しい ・工期・工程がやや厳しい 標準的な工期・工程

・執務しながらの改修工事で特に制約が多い・執務しながらの改修工事で制約が多い

⑤品質管理 特に厳しい品質管理が必要 やや厳しい品質管理が必要 標準的な品質管理

⑥安全管理 特になし

⑦その他 ・被災時の応急復旧工事 PCB・SF6ガス・フロンガス等の処理が必要 特になし

・アスベスト等の処理が必要

災害時の応急復旧、特殊な廃棄物への対
応等

調整を要する他工事（近接工区）の請負者
なし

品質管理の煩雑さ、複雑さ（特殊仕様への
対応等を含む）

高所作業、夜間作業等の危険作業、公衆災
害の防止

外来者の多い施設で、工事範囲が外来者・
通行人等の動線と接近

外来者の多い施設だが、外来者・通行人等
との明解な動線分離が可能

特に困難な調整を要する他工事（近接工
区）の請負者が複数ある

調整を要する他工事（近接工区）の請負者
がある

近接工区、他工事（他工区発注予定を含
み、同一工区の建築・機械設備工事等は含
まない）との工程調整

施工方法に関する新技術採用等、改修の
場合は既存との競合度合いを考慮

通信関係の工事種目が８以上で、連携する
工事種目が４以上又は光ﾌｧｲﾊﾞｰを使用す
るLAN設備がある

通信関係の工事種目が５以下で、連携する
工事種目及びLAN設備なし

仮設条件に制約があるが、対処は比較的
容易

・RI取り扱い施設、電磁ｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ、ﾊﾞｲｵﾊ
ｻﾞｰﾄﾞ、ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ、恒温恒湿室等あり

・実験設備、特殊照明設備、特殊音響設
備、特殊映像設備等あり

受変電設備容量1,000kVAを越える高圧閉
鎖型配電盤、常用発電（ｺ･ｼﾞｪﾈを含む）、ｽ
ﾎﾟｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ受電、特別高圧受電、その他
特に複雑なｼｽﾃﾑ

特殊なｼｽﾃﾑの採用、改修の場合は施工計
画上詳細調査が必要な場合等

・免震構造または設備に影響の大きい耐震
改修工事

・総プロ、パイロット事業対象工事で難しい
ものあり

・総プロ、パイロット事業対象工事のうち比
較的簡単なもの

一般事務庁舎の延べ面積　10,000㎡以上に
相当

既存ｼｽﾃﾑを使用しながら一部の既存機器
を再利用するｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ改修工事

騒音振動等に対する配慮が必要だが対処
は比較的容易

水質汚濁に対する配慮が必要だが対処は
比較的容易

上下段の評
価のうち主た
る種目の評
価を採用する

上下段の評
価のうち主た
る種目の評
価を採用する

評価Ａ、Ｃ以外又はﾒﾀﾙﾜｲﾔｰLAN設備があ
る

既存撤去後に同程度のｼｽﾃﾑを新設（ｼｽﾃﾑ
完全停止が可能）

一般事務庁舎の延べ面積　3,000㎡以上
10,000㎡未満に相当

火災報知設備の受信機がP型10回線以上
かつ自動閉鎖設備と連動あり

一般事務庁舎の延べ面積　3,000㎡未満に
相当

受変電設備容量が1,000kVA以下のｷｭｰﾋﾞｸ
ﾙ型配電盤であり、かつ非常用自家発電設
備、UPS、太陽光発電等のいずれかがある



別紙5-5 小項目評価の運用（機械設備） 区分：0031､0032､0033

大項目 小項目 評価対象事項（代表的事項） 具体的事例（評価Ａ） 具体的事例（評価Ｂ） 具体的事例（評価Ｃ） 備考
１．設備システム ①システム種別 システムのレベル 変風量・変流量方式空調 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ･ﾀﾞｸﾄ併用方式空調 定風量単一ﾀﾞｸﾄ方式空調

　種別条件 高置タンク給水方式 直結給水方式

②システム規模 システムの規模

③その他 既存システムへの影響度 評価Ａ、Ｃに該当しない

２．技術特性　 ①工法等 建物の総階数、工法、使用材料等 ・総階数９階以上又は建物高さ３１ｍ以上 評価Ａ、Ｃに該当しない 総階数が２階以下

②その他 ・評価Ａ、Ｂに該当しない

・既存システムと複雑に競合する ・既存システムとやや複雑に競合する ・単独施工、既存と分離可能

３．設備システム ①ｼｽﾃﾑ間複合度 システムの多さと複合度合い

　複合条件

上記の項目のうち該当が４項目以上 上記の項目のうち該当が３項目 上記の項目のうち該当が２項目以下

上記の項目のうち該当が３項目以上 上記の項目のうち該当が２項目 上記の項目のうち該当が１項目以下

③その他 特になし

・その他特に施工が難しい設備がある ・その他施工が難しい設備がある

４．社会条件 ①仮設条件 工事用道路、作業スペース等の制約 仮設条件の制約が厳しい 特になし

②地中障害物 地下埋設物等の地中内の作業障害物 対処困難な障害物がある 障害物はあるが、対処は比較的容易 特になし

③近接施工 工事に影響する架空線・建物等の近接物 対処困難な近接物がある 近接物はあるが、対処は比較的容易 特になし

④騒音・振動 周辺住民等に対する騒音・振動等の配慮 対処が困難で、特に慎重な対応が必要 特になし

⑤水質汚濁 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮 対処が困難で、特に慎重な対応が必要 特になし

⑥その他 ガス・水道・電線路等の移設、電波障害対策対処が困難で、特に慎重な対応が必要 該当するものがあるが、対処は比較的容易 特になし

５．ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特性 ①他工区調整

②住民対応 近隣住民との対応 特に慎重な対応が求められる 一般的な対応が必要 特に必要なし

③関係機関対応 関係行政機関等との調整 特に慎重な調整が必要 一般的な対応が必要 特に必要なし

④工程管理 工期・工程の制約への対応 ・工期・工程が特に厳しい ・工期・工程がやや厳しい 標準的な工期・工程

・執務しながらの改修工事で特に制約が多い・執務しながらの改修工事で制約が多い

⑤品質管理 特に厳しい品質管理が必要 やや厳しい品質管理が必要 標準的な品質管理

⑥安全管理 特になし

⑦その他 ・被災時の応急復旧工事 PCB・SF6ガス・フロンガス等の処理が必要 特になし

・アスベスト等の処理が必要

騒音振動等に対する配慮が必要だが対処
は比較的容易

水質汚濁に対する配慮が必要だが対処は
比較的容易

上下段の評
価のうち主た
る種目の評
価を採用する

排煙設備、自動制御、特殊空調、中央機械
室有り、中央監視室有り

既存撤去後に同程度のｼｽﾃﾑを新設（ｼｽﾃ
ﾑ完全停止が可能）

一般事務庁舎の延べ面積　3,000㎡以上
10,000㎡未満に相当

一般事務庁舎の延べ面積　3,000㎡未満に
相当

・総プロ、パイロット事業対象工事のうち比
較的簡単なもの

仮設条件に制約があるが、対処は比較的
容易

・実験設備、蒸気設備、蓄熱設備、太陽熱
利用設備、ゴミ処理設備等あり

既存ｼｽﾃﾑを使用しながら一部の既存機器
を再利用するｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ改修工事

上下段の評
価のうち主た
る種目の評
価を採用する

排煙設備、自動制御、特殊空調、中央機械
室有り、中央監視室有り

節水装置、ﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ、一般消火、特殊消
火、厨房、雨水処理、連結送水等

節水装置、ﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ、一般消火、特殊消
火、厨房、雨水処理、連結送水等

調整を要する他工事（近接工区）の請負者
なし

品質管理の煩雑さ、複雑さ（特殊仕様への
対応等を含む）

高所作業、夜間作業等の危険作業、公衆
災害の防止

外来者の多い施設で、工事範囲が外来者・
通行人等の動線と接近

外来者の多い施設だが、外来者・通行人等
との明解な動線分離が可能

特に困難な調整を要する他工事（近接工
区）の請負者が複数ある

調整を要する他工事（近接工区）の請負者
がある

近接工区、他工事（他工区発注予定を含
み、同一工区の建築・電気設備工事等は含
まない）との工程調整

高置ﾀﾝｸ給水方式＋減圧弁装置またはﾎﾟﾝ
ﾌﾟ直送方式給水

排煙設備、自動制御、特殊空調、中央機械
室有り、中央監視室有り

節水装置、ﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ、一般消火、特殊消
火、厨房、雨水処理、連結送水等

災害時の応急復旧、特殊な廃棄物への対
応等

施工方法に関する新技術採用等、改修の
場合は既存との競合度合いを考慮

・免震構造または設備に影響の大きい耐震
改修工事

・総プロ、パイロット事業対象工事で難しい
ものあり

・RI取り扱い施設、電磁ｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ、ﾊﾞｲｵﾊ
ｻﾞｰﾄﾞ、ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ、恒温恒湿室等あり

特殊なｼｽﾃﾑの採用、改修の場合は施工計
画上詳細調査が必要な場合等

一般事務庁舎の延べ面積　10,000㎡以上
に相当
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